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第１章 総論 

第１ 包括外部監査の概要 

１ 監査の種類 

地方自治法（昭和 22 年４月 17 日法律第 67 号。（以下「法」という。）第 252 条の 37 第１項及び

第２項に基づく包括外部監査 

 

２ 選定した特定の事件（テーマ） 

生活衛生に関する財務事務の執行について 

 

３ 特定の事件を選定した理由について 

市は、平成 30 年度を初年度、平成 39 年度を目標年度とした 10 年間を計画期間とする「山形

市一般廃棄物処理基本計画」を平成 30 年３月に指針として策定し、ごみの発生抑制、資源化、適

正処理等の施策を推進してきた。 

令和４年３月で当該計画の中間目標年度を迎えたことから、近年の循環型社会をめぐる情勢を

考慮し、更なる廃棄物の発生抑制及び資源化の促進と廃棄物について適正な収集・運搬、中間

処理及び最終処分を確保し持続可能な循環型社会の形成を目指すため、当初計画策定以降に

定められた法律や計画、及び社会状況の変化等を踏まえて、令和５年３月に計画の見直しを行っ

ている。 

このような状況において、「山形市一般廃棄物処理基本計画」の実施状況を検証することや、清

掃事業等の生活衛生に係る事業が効果的・効率的に実施されているか等について包括外部監査

人の立場から検討を加えることは有用であると考え、このテーマを選定した。 

 

４ 包括外部監査の実施期間 

令和５年４月から令和６年３月までの期間、監査を実施した。 

 

５ 包括外部監査の対象期間 

原則として令和４年度の執行分または令和４年度末の状況とする。ただし、必要と認められた場

合、監査対象部局等との協議のうえ、他の年度も監査対象とする。 

 

６ 包括外部監査の方法 

（１） 監査の要点 

① 清掃事業等の生活衛生に係る事業の財務事務の執行の合規性 

清掃事業等の生活衛生に係る事業の財務事務の執行が、関連する法令、条例及び規則

等に準拠しているかどうかについて 

② 清掃事業等の生活衛生に係る事業の財務事務の執行の経済性、有効性及び効率性 

清掃事業等の生活衛生に係る事業の財務事務の執行が、経済性、有効性及び効率性



4 

 

の観点から、改善余地がないかどうかについて 

 

（２） 監査手続 

① 監査対象部局の把握 

② 監査対象施設の選定 

③ 関連資料等の閲覧及び所管課へのヒアリングの実施 

④ 関連する施設等での現地調査の実施 

⑤ 検出された問題点に関する改善策の検討 

⑥ その他必要とした手続き 

 

７ 包括外部監査人及び補助者の氏名・資格 

（１） 包括外部監査人 

公 認 会 計 士 阿 部  哲 

 

（２） 補助者 

公 認 会 計 士 松 田 卓 也 

公 認 会 計 士 小 関 悠 司 

公 認 会 計 士 奥 山 直 紀 

 

８ 利害関係 

包括外部監査の対象とした事件につき、包括外部監査人及び補助者は、法第 252 条の 29 の

規定により記載すべき利害関係はない。 
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第２ 包括外部監査の監査結果 

１ 監査の結果について 

監査の結果及び意見について、監査人は次の区分で述べている。 

区分 内容 

指摘事項 団体の各種規程ほか現在の法令等に照らして違反及び不当と監査人が判

断した事項 

・本文中、【指摘事項】と表記する。 

意見 「指摘事項」には該当しないが、監査人が、改善を要すると判断した事項及

び検討を要すると判断した事項 

・本文中、【意見】と表記する。 

 

これらの記載区分は、監査人が判断した事項であり、かつ、現状の多様性から必ずしも厳密で

統一的な区分を行えない場合があることをご承知おきいただきたい。 

なお、監査の結果及び意見については、特段断りがない場合は、令和６年１月末現在での判断

に基づき記載している。 

 

２ 監査結果及び意見の要約リスト 

No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

第４章 監査の結果（個別事項） 

第１ 前計画の進捗状況 

１ （家庭系ごみの削減方法について①） 

家庭時間が増えるという新しいライフスタイルが定着した

市民にごみ減量を訴えかけるために、実践力のある市民団

体とより連携を強固にしたり、ＳＮＳの利用や市民に影響力

のある有名人を起用したりして、新しいライフスタイルに合わ

せたごみ減量化の情報提供に期待したい。 

意見 77 

２ （家庭系ごみの削減方法について②） 

家庭系ごみの１日当たりのごみの排出量について、前計

画で掲げた令和９年度の目標値は下げるべきではないと考

える。例えば、マスクや梱包材の増加を家庭系ごみの排出

量の増加要因と想定するのであれば、新計画期間では、こ

れらのごみの排出抑制方法の新たな取組みも加えるよう検

討されたい。 

意見 78 

３ （環境教育の提供と意識啓発の実施について） 

ごみの発生・排出抑制につながる環境教育の提供や意

意見 84 
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No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

識啓発は、より多くの市民、事業者に周知する必要がある。 

他の自治体では、自治体公式 YouTube チャンネルや自

治体のホームページにて、ごみ問題に関する動画を作成し

ている事例もあり、市も既存の公式 YouTube チャンネル等

を利用して、情報発信を行う工夫を検討されたい。 

４ （家庭系ごみのリサイクルの推進について） 

家庭系ごみのリサイクルの方法のひとつであるスーパー

等における店頭回収について、市のホームページでの情

報発信方法として、店舗ごとの品目の一覧を作成し頻度の

高い情報のアップデートを行うとともに、山形市公式ＬＩＮＥ

等の情報提供媒体の拡大を検討されたい。 

意見 89 

５ （ごみ減量推進功労者感謝状の贈呈について） 

「ごみ減量推進功労者感謝状の贈呈」に際し、表彰基準

の明確化、及び基準を満たした事業者への積極的な表彰

並びに表彰者に関する他の事業者への情報提供を行うべ

きである。 

指摘事項 93 

６ （エネルギー回収施設の運営について） 

エネルギー回収施設の運営において委託者である市

は、受託者である山形広域環境事務組合とどのように関わ

り計画を実現していくか、市の立場を明確化されたい。 

意見 110 

第２ ごみ収集運搬業務 

７ （委託業務に係る収支実績報告等について） 

一般廃棄物（ごみ）及び古紙収集運搬等業務委託契約

に関して、収支に関する収支実績報告等を受けておらず、

積算時の各費目でどの程度の費用が必要となったか把握

できていない。多様な費目が積算に含まれている場合、収

支実績報告等を受けないと業務の実状に合致した金額で

委託することが困難となり、余剰となっている費目を節減し、

本来必要な費目に増額するように調整することができない。

現在のような物価高、人件費の見直しに対応するために

も、見積書の内訳を入手した上で、収支実績報告等を受

け、今後の予定価格の積算時の検討材料として生かされた

い。 

 

意見 119 
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No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

８ （実際の業務内容の適切な把握について） 

車両等関係費の修繕費や被服費等、毎年、同額の費用

が必要とならない費目も含まれているが、書面上の収支実

績だけで判断することがないように、実際の業務内容を適

切に把握し、予定価格を積算されたい。 

意見 119 

９ （収集運搬業務に係る予備車経費について） 

一般廃棄物及び古紙の収集運搬業務に使用する収集

車が車検等により稼働できないときに備えて予備車の手配

を行っているもので、現状としてフル稼働状態にある。現状

のような通常使用車に必要な車両関係費を日割計算した

単価で算定したのでは過少となり、実態と合っていない積

算となる可能性がある。毎年度提出されている業務報告か

ら業務実態に合った積算となるように長期継続契約の積算

時等で定期的に見直すように検討されたい。 

意見 119 

10 （予定価格の物価高騰に係る加算率の根拠について） 

１者随意契約を前提とした予定価格の算出にあたり、値

上がりが見込まれるタイミングで契約見込み先からの参考

見積書のみを根拠としたのでは値上がりの水準の妥当性を

検討する根拠としては弱いものと考えらえる。１者随意契約

を前提とした予定価格の算出にあたっては、予算額を優先

とした考え方ではなく、値上げ率が適正水準となるように、

市況や他社からの参考見積書を入手する等、値上がりの要

因に合致した根拠の入手を検討されたい。 

意見 121 

11 （パスワードの未更新について） 

証紙受発注管理システムにログインする際に、ＩＤとパス

ワードが求められる仕様となっているが、ＩＤとパスワードを

複数担当者で共有しており、パスワードが長期間未更新と

なっていた。 

「山形市 ID・パスワード等の管理に関する実施手順」

は、複数の職員等で共用するパスワードは毎年度変更しな

ければならない旨を定めている。 

指摘事項 128 

12 （ID 及びパスワードの共用について） 

証紙受発注管理システムにログインする際に、ＩＤとパス

ワードが求められる仕様となっているが、ＩＤとパスワードを

意見 128 
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No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

複数担当者で共有しており、ID とパスワードを担当者別に

発行せず共有することの適否について検討されたい。 

第３ ごみの中間処理業務 

13 （発火事故発生時の費用負担の明確化について） 

ごみ処理施設（立谷川リサイクルセンター）での発火事故

の発生件数が急増している状況では、ごみ処理施設機能

に致命的なダメージを与える火災が発生し多額の費用負

担が生じる可能性は低くはない。その際の費用負担方法を

明確に規定で定めておかなければ、実際の費用負担の際

に構成市町間で費用負担の調整が難航し修繕に多大な時

間がかかるおそれがある。 

搬入割合で修繕費を負担する場合、搬入量が圧倒的に

多い本市が多額の費用負担をすることになるため、明確に

規定で定めておくことを検討されたい。 

意見 139 

14 （賃貸土地の実態と契約書及び公有資産台帳との不一致

について） 

山形広域クリーンセンター（沼木）へ賃貸している土地に

ついて、地籍調査の成果に基づき合筆が行われたが、賃

貸借契約書上では、合筆前の情報が記載されている。ま

た、財産異動報告も遅延しており、公有資産台帳に正しく

反映されていない。 

土地の実態と契約書の内容及び公有資産台帳の内容を

一致させるべきである。 

指摘事項 145 

第４ ごみの最終処理業務 

15 （雨具の被服貸与について） 

職員が共通して着用する被服は従前どおり、異動先で継

続して使用することは問題ないが、不法投棄の見回りのよう

な業務特有の事情で必要となる被服に関しては担当課で

一括して管理することで、貸与する被服が使用されない期

間がないように管理することを検討されたい。 

意見 152 

16 （請求日の記載漏れについて） 

請求書に請求日の記載がなく、文書の不備が確認され

た。電子決裁での事務処理を推し進めている市において、

公文書の管理はより一層適切かつ慎重に行う必要があるた

指摘事項 152 
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No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

め、請求日の記載漏れ等のような公文書の不備がないよう

に庁内での周知徹底を行うべきである。 

17 （予定価格の物価高騰に係る加算率の根拠について） 

予定価格の算出にあたり、情報収集した資料は残ってい

なかった。値上がりを見込む予定価格の算出にあたって

は、市況や関連企業からの参考見積書を入手する等、値

上がりの要因に合致した根拠の入手を検討されたい。 

意見 154 

18 （備品管理について） 

備品台帳に登録されていない備品が保管されていた。備

品の紛失、盗難等を防ぐ目的や、老朽化した備品を適切な

時期で更新する目的から、すべての備品を備品台帳に適

切に登録すべきである。 

指摘事項 163 

第５ し尿処理業務 

19 （委託業務に係る収支実績報告等について） 

一般廃棄物（し尿）収集運搬等業務委託契約に関して、

収支に関する収支実績報告等を受けておらず、積算時の

各費目でどの程度の費用が必要となったか把握できていな

い。多様な費目が積算に含まれている場合、収支実績報告

等を受けないと業務の実状に合致した金額で委託すること

が困難となり、余剰となっている費目を節減し、本来必要な

費目に増額するように調整することができない。現在のよう

な物価高、人件費の見直しに対応するためにも、見積書の

内訳を入手した上で、収支実績報告等を受け、今後の予定

価格の積算時の検討材料として生かされたい。 

意見 169 

170 

20 （実際の業務内容の適切な把握について） 

車両等関係費の修繕費や被服費等、毎年、同額の費用

が必要とならない費目も含まれているが、書面上の収支実

績だけで判断することがないように、実際の業務内容を適

切に把握し、予定価格を積算されたい。 

意見 169 

170 

21 （諸経費率の算定根拠について） 

諸経費率に関しては、契約によって業務内容等、様々な

業務形態があるため、契約ごとに比率が異なっており、庁

内で統一的な方針を定めるのは困難であると考えられる。

そのため、環境省等の示す一定の諸経費率を参考にその

意見 170 
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No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

水準の傾向をつかみ、適切な金額で予算要求できるよう引

き続き留意されたい。 

22 （人件費の設計金額について） 

委託料の設計において、市の規定に基づいて人件費の

積算が行われている。設計金額の算定にあたっては、県内

の平均賃金や同種事業の平均賃金等を参考にするととも

に、各種手当の支給についても県内企業の状況を確認し

た上で水準を決定されたい。 

意見 170 

171 

23 （年度の業務完了報告書の仕様書への追加について） 

実際には年度の業務完了時に委託業務完了通知書兼

検査報告書が提出されているが、仕様書には年度の業務

完了後の報告書の提出が規定されていない。 

仕様書にも年度の業務完了後の報告書の提出を要する

旨を記載されたい。 

意見 188 

190 

第６ 個別事業 

24 （「30・10 運動 ～家庭編～」の周知活動の徹底について） 

市の食品ロス削減のための主力施策である「30・10 運

動」は現状広く認知されている状況とは言えないため、10

月の食品ロス削減月間を同運動を徹底的に周知する期間

とすることを検討されたい。特に家庭編の認知度は低いと

感じるため、小中学生から家庭へ情報をフィードバックして

もらえるようにするため出前授業の創設も検討されたい。 

意見 198 

25 （資源物引取事業所での資源物回収事業の周知活動の徹

底について） 

資源物引取事業者が 15 か所（令和５年７月１日時点）あ

る状態で、持込み回数が概ね月に 30 回に満たない状況で

は、当該取組みが広く周知されているとは言い難い。市報

や公式LINE 等により、当該取組みの周知を推進されたい。 

意見 203 

26 （「古紙回収システム（お古紙ください協議会）」の周知活動

の徹底について） 

令和４年度末の登録事業者数はまだ 61 事業者にとどま

り、広く利用されているとは言い難い。当該システムの参加

可能事業者数に上限が設けてられているわけではないの

で、市報や公式 LINE 等により、当該システムの周知に積極

意見 204 
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No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

的に関与し推進されたい。 

27 （事業系廃棄物減量等計画書の様式について） 

平成 30 年に作成した「山形市一般廃棄物処理基本計画

（前計画）」において実施することになっていた事業系廃棄

物の減量についての「他事業所の取り組み事例等の情報

提供」は、共有すべき事由がなかったということで実際には

行われていない。 

事業系廃棄物減量等計画書の現在の記載欄は詳細な

情報を記入できるほどのスペースが確保されていない。計

画書の様式が、共有すべき有益な情報が得られる体裁に

なるよう検討が必要である。 

意見 212 

28 （事業系廃棄物減量等計画書作成についてのインセンティ

ブの創設について） 

事業者から共有すべき有益な情報を提供してもらうため

には、計画書作成の負担を負う事業者にも何らかのメリット

が必要である。有益な取組みを行っている事業者は、環境

に配慮した取り組みを行っている事業者として市がホーム

ページ上に掲載したり表彰したりする等、事業者にとっても

企業のイメージアップにつながるようなインセンティブを設け

るよう検討されたい。 

意見 212 

29 （生ごみ処理機等購入補助事業の補助対象者の拡大につ

いて） 

市では、「山形市生ごみ処理機等購入補助事業補助金

交付要綱」において、補助対象者から事業者等の法人を除

外しているが、仙台市では、事業系生ごみ処理機設置につ

いても補助金の対象としている。 

補助対象を家庭系生ごみ処理機に限定する必要性は乏

しいことから、事業系生ごみ処理機についても、補助対象と

することを検討されたい。 

意見 219 

30 （「こでん里帰りプロジェクト」における回収ボックスの設置場

所の拡充について） 

平成 30 年６月策定の「使用済小型電子機器等の回収に

係るガイドライン Ver.１.２（環境省）」には、回収ボックスの設

置例として、「公共施設（市役所等）、スーパー、家電販売

意見 223 
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No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

店、ホームセンター、ショッピングセンター、郵便局、学校、

駅、駐輪場等」が挙げられている。 

リサイクルに関する教育の一環として市内小中学校に設

置することや、土日も回収量が見込める商業施設へ設置す

ることを検討されたい。 

31 （「ごみ減量・もったいないねット山形」の情報発信につい

て） 

市の事業の一環として、ホームページ等を活用してもっ

たいないねット山形の取り組みを周知することにしているが

（市のホームページ上に外部リンクがある）、そもそも同団体

のホームページ上の事業活動記録は、平成 26 年１月９日

を最後に更新されていない。また、フェイスブックも平成 31

年２月 18 日を最後に投稿がない。 

市の環境部長が副会長に就任しているのであるから、適

宜情報発信を行うよう市の主導で改善を促されたい。 

意見 232 

32 （「メルカリ Shops」での出品対象品の拡充について） 

山形市の公立高校である山形市立商業高等学校は、株

式会社メルカリ及び株式会社ソウゾウとの間で締結した地

方創生の推進に係る学校教育プログラムを活用し、地元企

業と共同で商品開発した菓子を、市の「メルカリ Shops」に

て令和５年 11 月７日から 12 月 12 日までの期間限定で出

品販売している。熊本県熊本市の公立高校において、高校

生自らが学校で不要となっている備品等を発掘・選定し、

同市の「メルカリ Shops」で販売する取り組みが全国初の取

組みとして報道されているが、山形市立商業高等学校にお

いてさらなる「メルカリ Shops」の活用を図るため、熊本市の

高校と同様の取組みの導入も検討されたい。 

意見 236 

33 （充電池内蔵家電の分別について） 

令和５年度が昨年を上回るペースで発火発煙事故が発

生している現状から、充電池等が内蔵されている小型家電

専用の分類区分として、例えば「充電池内蔵小型家電」の

ような分類項目を新設し、収集日を他と分けることも検討さ

れたい。 

 

意見 241 
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No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

34 （こでん里帰りプロジェクトと市の公式 LINE 及び「さんあ～

る」の連携について） 

小型家電は、「山形市小型家電リサイクル事業（こでん里

帰りプロジェクト）」の対象になる品目も多いと考えられる。市

の公式 LINE や「さんあ～る」で検索した際に、当該事業の

対象品目になりうるものは、検索結果にその旨も表示される

よう検討されたい。 

意見 241 

35 （監視カメラの増設について） 

近年不法投棄の通報件数が急増している。そのような状

況において監視カメラが現行のままでは設置台数が足りて

いないと考えられる。監視カメラの設置台数を増やすことも

検討されたい。 

意見 248 

36 （不法投棄防止看板の記載内容の修正について） 

一部の不法投棄防止看板の法人の罰則が「１億円以下

の罰金」と記載されているが、平成 22 年６月８日より、法人

の罰金は３億円に引き上げられており、記載内容が現状の

罰則と一致していない。また、法人の罰則の記載がそもそも

ないものもある。 

当該看板は、村山地区不法投棄防止対策協議会（不防

協）の事業で山形市が作成している看板であるが、山形市

も連名で記載されていることから、適切な内容への修正を

働きかけられたい。 

意見 249 

37 （不法投棄防止看板のデザインの一新について） 

市が作成している不法投棄防止看板において、不法投

棄を発見した際の通報先等の記載がない。市では不法投

棄通報専用ダイヤル「山形市不法投棄 110 番」や山形市公

式 LINE で通報が出来るようになっているのであるから、電

話番号や山形市公式 LINE の QR コード等の記載も検討さ

れたい。 

また、古いデザインの看板では「現在は監視カメラは稼

働していない可能性がある」との印象を与えてしまい抑止効

果が薄れると考えられるため、デザインの一新も検討された

い。 

 

意見 250 
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No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

38 （ごみ出し支援事業の周知活動の徹底について） 

市の高齢単独世帯数や要介護（要支援）認定者数に対

して、利用実績が少ないと考えられる。住民の中でも支援

サービスの主たる利用者として想定される層に対して確実

に必要な情報が届くよう、周知活動を徹底されたい。 

意見 257 

39 （ごみ出し支援事業の利用者要件の緩和について） 

普段の生活ではそれほど転倒リスクが高くない高齢者で

あっても、重いごみ袋を持った状態での雪道では非常に滑

りやすいため、転倒しその後の日常生活に重大な影響を及

ぼすケガを負う可能性がある。冬季限定で利用者の要件を

緩和することを検討されたい。 

意見 257 

40 （ごみ出し支援事業の対象者の例外規定の明示について） 

ごみ出し支援事業実施要綱において、対象市民につい

ては市長の権限による例外規定を設けているが、市のホー

ムページ上での当該事業の案内では、例外規定が明示さ

れていない。当該事業の推進の際には、対象市民の例外

規定も明示して周知活動を行われたい。 

意見 257 

第７ 他の自治体の先行事例 

41 （レジ袋兼ごみ袋の導入について） 

購入したレジ袋を市の有料指定ごみ袋としてその後活用

できる「レジ袋兼ごみ袋」がある場合、単なるレジ袋より割高

になるが「レジ袋兼ごみ袋」を選択する利用者は相当数い

ると考えられる。 

令和４年度の第２回山形清掃問題審議会の議事録を見

ると、出席委員より山形市でも千葉市と同様の制度を導入

することに対して前向きな意見も出ている。 

また、日野市のように「レジ袋兼ごみ袋」にデザインを施

し、そのデザインを市内の小中高や大学で公募すれば、市

民のレジ袋削減についての意識も醸成されていくものと考

えられる。 

マイバックの持参率の向上を引き続き図るとともに、「レジ

袋兼ごみ袋」の導入も是非検討されたい。 

意見 265 

42 （食品ロス削減マッチングサービスの導入について） 

令和５年３月に改訂された山形市一般廃棄物処理基本

意見 277 
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No. 監査結果及び意見要約 区分 参照 

ページ 

計画において、事業系の食品ロスの主な原因である「販売

時の売れ残り」に対応する施策が設けられていない。 

市として他の先進自治体の例を参考にして検証を加え、

「販売時の売れ残り」にも対応した施策の追加を検討された

い。 
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第２章 山形市の清掃事業の概要 

第１ 廃棄物処理について 

１ 我が国における廃棄物処理に関する取組み 

我が国における廃棄物処理に関する取組みは、環境省が作成、公表している「環境・循環型社

会・生物多様性白書」に示されている。令和４年度版においては、第２部「各分野の施策等に関す

る報告」の第３章「循環型社会の形成」において、一般廃棄物に関する報告が行われており、下記

のとおり説明されている。 

 

第１節 廃棄物等の発生、循環的な利用及び処分の現状 

 

１ 我が国における循環型社会 

我が国における循環型社会とは、「天然資源の消費の抑制を図り、もって環境負荷の低減を

図る」社会です。ここでは、廃棄物・リサイクル対策を中心として循環型社会の形成に向けた、廃

棄物等の発生とその量、循環的な利用・処分の状況、国の取組、各主体の取組、国際的な循環

型社会の構築について説明します。 

 

(１)我が国の物質フロー 

私たちがどれだけの資源を採取、消費、廃棄しているかを知ることが、循環型社会を構築する

ための第一歩です。「第四次循環型社会形成推進基本計画」(20１8 年 6 月閣議決定。以下、循

環型社会形成推進基本計画を「循環基本計画」という。)では、どの資源を採取、消費、廃棄して

いるのかその全体像を的確に把握し、その向上を図るために、物質フロー(物の流れ)の異なる

断面である「入口」、「循環」、「出口」に関する指標にそれぞれ目標を設定しています。以下で

は、物質フロー会計(MFA)を基に、我が国の経済社会における物質フローの全体像とそこから

浮き彫りにされる問題点、「第四次循環基本計画」で設定した物質フロー指標に関する目標の

状況について概観します。 

 

ア 我が国の物質フローの概観 

我が国の物質フロー(2019 年度)は、図３－１－１のとおりです。 
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イ 我が国の物質フロ一指標に関する目標の設定 

「第四次循環基本計画」では、物質フローの「入口」、「循環」、「出口」に関する指標について

目標を設定しています。 

それぞれの指標についての目標年次は、2025 年度としています。各指標について、最新の

達成状況を見ると、以下のとおりです。 

[1] 資源生産性(=GDP/天然資源等投入量)(図３－１－２)2025 年度において、資源生産性を

49 万円/トンとすることを目標としています(2000 年度の約 25.3 万円/トンからおおむね２倍)。

2019 年度の資源生産性は約 43.6 万円/卜ンであり、2000 年度と比べ約 72%上昇しました。しか

し、2010 年度以降は横ばい傾向となっています。 

[2] 入口側の循環利用率(=循環利用量/(循環利用量十天然資源等投入量))(EB-L3)2025 年

度において、入口側の循環利用率を 18%とすることを目標としています(2000 年度の約 10%から

おおむね８割向上)。2000 年度と比ベ、2019 年度の入口側の循環利用率は約６ポイント上昇し、

約 15.7%でした。しかし、近年は伸び悩んでいます。 

[3] 出口側の循環利用率(=循環利用量/廃棄物等発生量)(図３－１－４)2025 年度において、

出口側の循環利用率を 47%とすることを目標としています(2000 年度の約 36%からおおむね 2 割

向上)。2000 年度と比ベ、2019 年度の出口側の循環利用率は約 7 ポイント上昇し、約 43.0%でし

た。しかし、近年は伸び悩んでいます。 

[4] 最終処分量〈=廃棄物の埋立量)(図３－１－５)2025 年度において、最終処分量を 1,300 万ト

ンとすることを目標としています(2000 年度の約 5,600 万トンからおおむね 8 割減)。2000 年度と

比ベ、2019 年度の最終処分量は約 77%減少し、1,300 万トンでした。 
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(2) 廃棄物の排出量 

ア 廃棄物の区分 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号。以下「廃棄物処理法」とい

う。)では、廃棄物とは自ら利用したり他人に有償で譲り渡したりすることができないために不要に

なったものであって、例えば、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿等の汚物又は不要物で、

固形状又は液状のものを指します。 

廃棄物は、大きく産業廃棄物と一般廃棄物の二つに区分されています。産業廃棄物とは、事

業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46 年

政令第 300 号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)で定められた 20 種類のものと、廃棄物処

理法に規定する「輸入された廃棄物」を指します。一方で、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の

廃棄物を指し、し尿のほか主に家庭から発生する家庭系ごみのほか、オフィスや飲食店から発

生する事業系ごみも含んでいます(図３－１－６)。 
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イ 一般廃棄物 (ごみ)の処理の状況 

2020 年度におけるごみの総排出量は 4,167 万トン(東京ドーム約 112 杯分、一人一日当たり

の排出量は 901 グラム)です(図３－１－７)。このうち焼却、破砕・選別等による中問処理や直接

の資源化等を経て、最終的に資源化された量(総資源化量)は 833 万トン、最終処分量は 364 万

トンです(図３－１－８)。 
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ウ 一般廃棄物(し尿)の処理の状況 

2020 年度の水洗化人口は 1 億 2,120 万人で、そのうち下水道処理人口が 9,720 万人、浄化

槽人口が 2,400 万人(うち合併処理人口は 1,442 万人)です。また非水洗化人口は 554 万人で、

そのうち計画収集人口が 548 万人、自家処理人口が 6 万人です。 

総人口の約２割(非水洗化人口及び浄化槽人口)から排出された、し尿及び浄化槽汚泥の量

(計画処理量)は 2,001 万 kL で、年々減少しています。そのほとんどは水分ですが、１kL を１トン

に換算して単純にごみの総排出量(4,167 万トン)と比較すると、その数値が大きいことが分かりま

す。それらのし尿及び浄化槽汚泥は、し尿処理施設で 1,835 万 kL、ごみ堆肥化施設及びメタン

化施設で 13 万 kL、下水道投入で 145 万 kL、農地還元で 2 万 kL、その他で 6 万 kL が処理さ

れています。なお、下水道終末処理場から下水処理の過程で排出される下水汚泥は産業廃棄

物として計上されます。 

（出典：環境省「環境・循環型社会・生物多様性白書」） 

 

２ 廃棄物処理法 

廃棄物処理の基本となる法律は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」

という。）であり、その目的は以下のとおりとされている。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より抜粋 

 

（目的） 
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第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、

再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆

衛生の向上を図ることを目的とする。 

 

また、廃棄物処理法において、市町村の責務等について、以下のとおりとされている。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より抜粋 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進

を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の

処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改

善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。 

（中略） 

４ 国、都道府県及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するた

め、これらに関する国民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。 

 

（市町村の処理等） 

第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生

活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生することを含む。）

しなければならない。 

（以下省略） 

 

 

第２ 一般廃棄物対策事業の概要 

１ ごみ処理事業・生活排水処理事業の経緯 

（１）ごみ処理事業の経緯 

市のごみ処理事業の経緯は、「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」資料編に記載

がある。下表のとおりである。 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

 

（２）生活排水処理事業の経緯 

市の生活排水処理事業の経緯は、ごみ処理事業と同様に「山形市一般廃棄物処理基本計画

（2023 年３月）」資料編に記載がある。下表のとおりである。 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 
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２ 組織の概要 

（１） 組織図 

市のごみ処理事業・生活排水処理事業は、環境部ごみ減量推進課及び廃棄物指導課で担当

している。 

 

（出典：山形市 HP） 
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３ 職務分掌 

市の職務分掌は「山形市行政組織規則」に定められており、環境部の職務分掌は下表のとおり

である。 

 

（出典：山形市「山形市行政組織規則」） 

部 課室係 分掌事務
(１)　部内の総合調整
(２)　環境計画の策定
(３)　環境施策の企画、整備及び推進
(４)　自然環境及び生活環境の保全
(５)　地球温暖化対策の推進
(６)　空き缶等散乱防止の促進
(７)　環境マネジメントシステムの運用管理
(８)　美化緑化運動の推進
(９)　土石採取の適正化の促進
(10)　鳥獣保護
(11)　公害の防止
(12)　水質汚濁、大気汚染、騒音その他の生活環境の監視
(13)　地下水利用の適正化
(14)　所管に係る税外収入金の調定及び徴収
(15)　部内他課の所管に属さない事項
(１)　一般廃棄物処理計画の策定
(２)　所管に係る一般廃棄物処理施設建設計画の策定
(３)　指定ごみ袋の製造の承認及び指導
(４)　家庭系ごみ用証紙及び粗大ごみ用証紙の売りさばき人
の指定及び指導
(５)　家庭系ごみ用証紙及び粗大ごみ用証紙の交付及び出
納保管
(６)　山形広域環境事務組合との連絡調整
(７)　ごみ減量事業の推進
(８)　ごみ減量運動の指導及び啓発
(９)　容器包装廃棄物の分別収集に関する計画の策定
(10)　ごみ集積所の設置等の承認及び指導
(11)　全市一斉清掃の実施計画
(12)　環境保健推進協議会の育成
(13)　市有施設のごみの収集運搬

　(14)　一般廃棄物処理の実施
(１)　産業廃棄物処理業並びに使用済自動車の解体業及び
破砕業の許可及び指導監督
(２)　使用済自動車の引取業及びフロン類回収業の登録及
び指導監督
(３)　一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の設
置の許可及び指導監督
(４)　多量排出事業者の指導監督
(５)　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の指導
(６)　一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可及び指
導監督
(７)　不法投棄防止対策
(８)　公衆便所（他課の所管に属するものを除く。）の維持管
理及び清掃
(９)　し尿の収集運搬
(10)　し尿用証紙の売りさばき人の指定及び指導
(11)　し尿用証紙及び廃棄物処理用証紙の交付及び出納
保管
(12)　浄化槽の設置等の届出の受付及び維持管理に係る
指導
(13)　浄化槽保守点検業者の登録及び指導監督
(14)　上野最終処分場
(15)　所管に係る一般廃棄物処理施設建設計画の策定
(16)　廃棄物搬入承認申請の受付及び承認書の交付
(17)　一般廃棄物処理手数料（粗大ごみを除く。）の減免

環境部

環境課
　地球温暖化対策係
　自然共生係
　環境保全係

ごみ減量推進課
　循環型社会計画係
　減量推進係
　分別収集係

廃棄物指導課
　産業廃棄物係
　一般廃棄物係
　施設係



30 

 

４ 地域の概要 

（１）位置・地勢 

市は、山形県の内陸部である村山地域の東南部に位置し、山々に囲まれた山形盆地の中にあ

る。総面積は県全体の 4.1％にあたる 381.58 ㎢である。 

市は県庁所在地であり、東北自動車道酒田線（山形自動車道）、東北中央自動車道が交差し、

山形新幹線等高速交通系の整備をはじめ、高次の都市機能が集積する中核都市圏となっている。 

市の一般廃棄物については、上山市、山辺町及び中山町の２市２町で構成する山形広域環境

事務組合の所管する、エネルギー回収施設（立谷川・川口）、立谷川リサイクルセンターで中間処

理を行っている。最終処分は上野最終処分場で行っている。 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

 

（２）気候 

市における月別の降水量及び気温の状況は下表のとおりである。市に所在する山形地方気象

台での平成 29 年から令和３年の月別平均降水量は７月から 10 月の梅雨期から秋雨期にかけて

集中している。令和３年の月別降水量は７月から 12 月にかけて多くなっており、12 月が特に多くな

っている。令和３年度の月別平均気温は、ほぼ例年どおりに推移している。 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

 

（３）人口・世帯数 

市の人口推移をみると、令和３年 10 月１日現在の人口は 246,102 人であり、平成 24 年度から

3.2％、前年度より 0.6％減少している。また、世帯数は平成 24 年度から令和元年度まで増加傾向

で推移しているが、それ以降令和３年度まで横ばい傾向で推移している。平均世帯人員は平成 24

年度から令和３年度まで減少傾向で推移している。 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

 

人口動態は、自然動態（出生・死亡）と社会動態（転入・転出）の２つの要素により示される。 

自然動態は出生数が死亡数を上回る場合に「増加」、下回る場合に「減少」となる。市では、出

生数が減少傾向、死亡数は増加傾向で推移している。 

社会動態は、転入数が転出数を上回る場合に「増加」、下回る場合に「減少」となる。市では、近

年、転入数と転出数は概ね同数で推移している。 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

 

市における年齢３区分別人口を見ると、15 歳未満及び 15～64 歳の人口は減少傾向、65 歳以

上の人口は増加傾向で推移している。 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

 

一般世帯数は、102,101 世帯で、世帯人員別の割合をみると、１人世帯が 35％で最も多く、次い

で２人世帯の 27％となっており、１、２人世帯で全体の約６割を占めている。 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

 

高齢単独世帯の増加が進んでおり、令和２年の高齢単独世帯を見ると、市における１人世帯

（35,538 世帯）の 28.6％を占める 10,154 世帯となっている。 

 

 
（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 
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（４）産業 

平成 28 年における民営の事業所数は 13,121 事業所、従業員数は 123,247 人で、いずれも第

３次産業が全体の 80％以上を占めている。 

平成 28 年における事業所数を産業（大分類）別にみてみると、「卸売業、小売業」が最も多く、

次いで「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」の順となっている。従業員数

は、「卸売業、小売業」が最も多く、次いで「医療、福祉」、「製造業」の順となっている。 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 
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５ ごみ処理の体系 

市では、下表の 10 区分でごみの分別を行い、収集・運搬は民間委託で実施している。もやせる

ごみや資源ごみは委託業者によりステーション回収方式で収集を行っている。 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

 

 

また、ごみ処理について、もやせるごみについては、焼却施設で焼却処理を行い、もやせないご

みについては、分別後、リサイクル施設で資源化を行い、埋立ごみについては、最終処分場で埋

立処分する。 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 
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                                 （出典：山形市「ごみ減量・分類大百科」） 
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６ 施設の概要 

（１）焼却施設 

市のもやせるごみ、プラスチック類、可燃性粗大ごみは、山形広域環境事務組合が所管するエ

ネルギー回収施設（立谷川・川口）で処理している。 

エネルギー回収施設では、ロードヒーティング等で融雪に活用する「サーマルリサイクル」を行っ

ている。また、焼却後の灰はスラグ化している。スラグは道路の路盤材等に利用され、これにより最

終処分量の削減にもつながっている。 

 

（２）破砕処理施設及び粗大ごみ処理施設 

市のビン・カン、ペットボトル、雑貨品・小型廃家電類、不燃性粗大ごみは山形広域環境事務組

合の立谷川リサイクルセンターにおいて破砕・選別・圧縮処理等により資源化している。可燃性粗

大ごみは、エネルギー回収施設の粗物切断機で破砕し、焼却処理している。立谷川リサイクルセ

ンターは稼働開始から約 30 年経過しており、定期的な整備・補修を実施している。令和２年度に

は破砕設備の改修工事を行った。 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 
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（３）最終処分場 

市の上野最終処分場では、エネルギー回収施設で排出された溶融飛灰処理物、一般家庭から

の埋立ごみ等を処分している。また、最終処分場の長期運用を図るため、上野最終処分場の埋立

容量を増加する「二期整備事業」を令和元年度より実施しており、令和９年度より供用開始予定で

ある。 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 
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７ ごみ収集処理の状況 

（１）市のごみに関する統計データの推移 

総務省から公表されているごみ総排出量（総量）、ごみ処理量（総量）及び１人１日当たりのごみ

排出量に関する統計データの平成 22 年度（2010 年度）から令和２年度（2020 年度）の推移は下図

のとおりである。 

ごみ総排出量は 9 万トンをピークに新型コロナウイルスの影響もあり、８万２千トン台まで減少して

いる。これに伴い、１人１日当たりのごみ排出量も同様に減少傾向にある。ごみ処理量（総量）は、7

万 7 千トンから 8 万トンの間で推移している。 

 

 
（出典：総務省統計局 統計ダッシュボード） 
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（２）ごみに関する統計データの他自治体との比較 

①県内他自治体との比較 

市のごみ総排出量は令和２年度（2020 年度）で 82,559 トンを計上し、県内 35 市町村の中で最

も多い排出量となった。平均値である 10,041 トンと比較すると約８倍の水準にある。最も多い排出

量となった理由は県内市町村の中で人口数が多いことも影響しており、次頁で記載の１人１日当た

りのごみ排出量で比較が必要である。 

 

（ごみ総排出量（総量）【ｔ】 2020 年度） 

 

（出典：総務省統計局 統計ダッシュボード） 
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市の１人１日当たりのごみ排出量は令和２年度（2020 年度）で 932 グラム／人日を計上し、県内

では６番目に高い水準となった。平均値である 830 グラム／人日と比較すると 12％ほど高い水準と

なっている。市の人口数から鑑みれば、山形市民がごみの排出量を抑えれば県内のごみ総排出

量の削減に寄与するため、更なるごみ排出の削減に努める必要がある。 

 

（１人１日当たりのごみ排出量【g/人日】 2020 年度） 

 

（出典：総務省統計局 統計ダッシュボード） 
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市のごみ処理量は令和２年度（2020 年度）で 76,974 トンを計上し、ごみ総排出量が最も多くなっ

ていることと同様にごみ処理量も県内では最も多くなっている。平均値である 9,633 トンと比較する

と約 7.9 倍の水準となっている。 

 

（ごみ処理量（総量）【ｔ】 2020 年度） 

 

（出典：総務省統計局 統計ダッシュボード） 
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②他の中核市等との比較 

市のごみ総排出量（総量）は中核市 68 団体（平成 17 年度（2005 年度）以降、政令指定都市に

移行した６市を含む。以下同じ。）の中で下から８番目（60 位）の水準にある。平均値である 134,940

トンと比較すると約 38％低い水準である。なお、人口数の影響もうけるため、次頁の１人１日当たり

のごみ排出量で検討を行う。 

（ごみ総排出量（総量）【ｔ】 2020 年度） 

 

（出典：総務省統計局 統計ダッシュボード） 
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市の１人１日当たりのごみ排出量は中核市等の中で 31 番目に高い水準にある。平均

値である 935 グラム／人日と比較するとほぼ同水準にある。 

 

（１人１日当たりのごみ排出量【g/人日】 2020 年度） 

 

（出典：総務省統計局 統計ダッシュボード） 
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市のごみ処理量（総量）は中核市等の中で下から７番目（61 位）に低い水準にある。平

均値である 129,612 トンと比較すると約 40％低い水準にある。 

 

（ごみ処理量（総量）【ｔ】 2020 年度） 

 

（出典：総務省統計局 統計ダッシュボード） 
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９ 再利用の状況 

（１）市のリサイクル率の推移 

市のリサイクル率は 17％台から 20％程度で推移している。なお、リサイクル率は下記の算定式

によって算定されている。 

 
（出典：：総務省統計局 統計ダッシュボード） 

（リサイクル率の算定式） 

 

（出典：国立研究開発法人国立環境研究所 HP） 

（ゴミ処理フロー） 

 

（出典：国立研究開発法人国立環境研究所 HP） 
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（２）リサイクル率の他自治体との比較 

①県内他自治体との比較 

市のリサイクル率は令和２年度（2020 年度）で 18.7％と県内 35 市町村の中で３位となっている。

平均値である 11.2％と比較すると 7.5 ポイント高い水準となっている。 

 

 

（出典：総務省統計局 統計ダッシュボード） 
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②他の中核市等との比較 

市のリサイクル率は中核市等の中で 32 位となっている。平均値である 18.8％とほぼ同水準とな

っている。 

 

（出典：総務省統計局 統計ダッシュボード） 
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10 ごみ処理費用の状況 

（１）県内他自治体との比較 

市のごみ処理費用は令和３年度（2021 年度）で 1,085,506 千円を計上し、県内のごみ処理を行

っている自治体または一部事務組合 42 団体の中で６番目に高い水準となっている。 

 

 

（出典：環境省「一般廃棄物処理実態調査結果 令和３年度」） 
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（各事務組合等の構成市町村） 

・山形広域環境事務組合…山形市、上山市、山辺町、中山町 

・東根市外二市一町共立衛生処理組合…東根市、村山市、天童市、河北町 

・西村山広域行政事務組合…寒河江市、大江町、朝日町、西川町 

・置賜広域行政事務組合…米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、小国町

飯豊町 

・尾花沢市大石田町環境衛生事務組合…尾花沢市、大石田町 

・最上広域市町村圏事務組合…新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村

鮭川町、戸沢村 

・酒田地区広域行政組合…酒田市、庄内町、遊佐町 
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11 し尿処理、浄化槽事業について 

市における汲取りし尿及び浄化槽汚泥は、山形広域環境事務組合のし尿処理施設（山形広域

クリーンセンター）で処理している。 

汲取りし尿の収集運搬は、業務委託により行っており、浄化槽汚泥の収集運搬は、許可により行

っている。これらの収集運搬の状況は下表のとおりである。し尿及び浄化槽汚泥の収集量はともに

減少傾向で推移している。 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 
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第３章 山形市の清掃事業に関する施策 

第１ 山形市の清掃事業に関する政策 

１ 山形市の清掃事業に関する政策 

（１）政策枠組み 

「環境基本法」、「循環型社会形成推進基本法」、その他廃棄物処理及びリサイクル関連の法律

等の法令に応じ、市では、清掃事業に関する政策として、下記の例規を定めている。 

 

名称 発令年月日 担当課 

山形市清掃問題審議会条例 平成３年３月２６日 環境部ごみ減量推進課 

山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関

する条例 

平成８年３月２８日 環境部ごみ減量推進課 

山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関

する条例施行規則 

平成８年４月１日 環境部ごみ減量推進課 

山形市廃棄物の処理及び清掃に関する法

律の施行に関する規則 

平成３１年３月２９日 環境部廃棄物指導課 

山形市浄化槽保守点検業者の登録に関す

る条例 

平成３０年１２月２１

日 

環境部廃棄物指導課 

山形市浄化槽保守点検業者の登録に関す

る条例施行規則 

平成３１年３月２９日 環境部廃棄物指導課 

山形市浄化槽保守点検業者登録簿閲覧規

則 

平成３１年３月２９日 環境部廃棄物指導課 

山形市浄化槽法の施行に関する規則 平成３１年３月２９日 環境部廃棄物指導課 

 

また、環境省が定める「ごみ処理基本計画策定指針」では、市町村に対して、区域内の一般廃

棄物の処理に関する計画を定めること、目標年次を概ね１0 年先から 15 年先において、概ね５年

ごとに改定することのほか、いわゆる PDCA サイクルにより継続的な点検、評価、見直しを行うことを

求めている。 

市では、下記の計画等の関係も考慮した上で策定している。 

 

名称 策定年月日 

山形市環境基本計画 令和３年３月（第４次：令和３年度～12 年度対象） 

山形市地球温暖化対策実行計画 令和５年３月（令和５年度～32 年度対象） 

環境分野関連の各関連計画 ― 
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（出典：山形市「第４次山形市環境基本計画」） 

 

（２）第４次山形市環境基本計画の概要 

市では令和３年度から令和 12 年度を対象として、「第４次山形市環境基本計画」を策定してい

る。これまでの計画策定の経過は下記のとおりである。 

 

名称 計画期間 

山形市環境計画（第１次） 平成５年度～平成 12 年度 

山形市新環境計画（第２次） 平成 13 年度～平成 22 年度 

山形市環境基本計画（第３次） 平成 23 年度～令和２年度 

第４次山形市環境基本計画 令和３年度～令和 12 年度 

 

第４次山形市環境基本計画は、「『山形市基本構想』に掲げるめざす将来都市像『みんなで創

る山形らしさが輝くまち ～健康医療先進都市～』の実現を環境面から推進するとともに、本市の良

好な環境の保全及び創造に関する各種施策の方向と体系を明らかにすること」を目的とし、「山形

市基本構想」及び「山形市発展計画 2025」の下位計画として策定されており、５つの基本目標に対

して、施策と評価指標を設けている。概要は下記のとおりである。 
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（出典：第４次山形市環境基本計画より監査人作成） 

 

計画の対象

評価指標 現在値 目標値
市内の温室効果ガス総排出量 1,541 千 t-CO2 1,448 千 t-CO2
市内の再生可能エネルギー導入量
（温室効果ガス削減見込量）

98,754 千 kWh
（58 千 t-CO2）

117,446 千 kWh
（69 千 t-CO2）

評価指標 現在値 目標値
山形市リサイクル指標 25.60% 27.80%
市民一人一日あたりの家庭系ごみ排出量 572 g/人・日 544 g/人・日
事業系ごみ排出量 23,604 ｔ 21,700 t

　評価指標 現在値 目標値
民有林における森林整備面積 61.37 ha/年 70.00 ha/年
新規就農者数（累計） 105 人 277 人
野生動物による人的被害及び物的被害件数 （農
作物を除く）

５件 ０件

学校給食における地場産農作物の使用割合 23.90% 25.00%

　評価指標 現在値 目標値
環境基準の達成率（水質） 100% 100%
市民一人あたりの都市公園面積（累計） 15.76 m2 /人 16.32 m2 /人

　評価指標 現在値 目標値
環境学習への取組み率
（市民意識調査結果）

25.10% 50%

「国民運動 COOL CHOICE」の認知度
 （市民意識調査結果）

8.10% 50%

自然学習（活動）の参加者延べ人数 75,152 人 85,000 人

　施策 1-1 省エネルギーの推進

生活環境（廃棄物、大気、水質、土壌、騒音・振動、悪臭、有害化学物質）
自然環境（動植物、森林、自然景観、里地里山、河川、地下水）
都市環境（公園、緑地、文化、歴史、都市景観）

地球環境（地球温暖化、エネルギー対策）

 10 年後のめざす姿：≪脱炭素に向けた取組みが進む地球にやさしいまち≫
〔基本目標１〕 脱炭素社会（ゼロカーボンシティ）

〔基本目標３〕自然との共生

　施策 3-1 生物多様性保全の推進

　施策 1-2 エネルギーの地産地消の推進
　施策 1-3 地球環境にやさしいまちづくりの推進
　施策 1-4 気候変動への適応

10 年後のめざす姿：≪3R 活動が推進され限りある資源を大切にするまち≫

　施策 2-2 廃棄物の適正処理の推進

〔基本目標２〕循環型社会

　施策 2-1 ごみ減量とリサイクルの推進

10 年後のめざす姿：≪健康で快適に暮らせるうるおいあるまち≫

　施策 4-1 安全安心に暮らせる良好な環境の保全

　施策 5-1 環境情報の共有の推進

10 年後のめざす姿：≪豊かな自然の恵みを未来につなぐまち≫

　施策 3-2 自然環境が持つ多面的機能の維持・向上
　施策 3-3 野生動物との共生

〔基本目標５〕環境意識の向上

〔基本目標４〕生活環境の保全

 10 年後のめざす姿：≪情報が共有化され環境にやさしいライフスタイルが広がるまち≫

　施策 5-2 多様な場での環境教育・学習の充実
　施策 5-3 自主的な環境保全活動と協働の推進

　施策 4-3 うるおいのあるまちづくりの推進
　施策 4-2 清潔な環境の保全
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（３）一般廃棄物処理基本計画の概要 

市は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条１項に基づき、一般廃棄物の処理に関す

る長期的な計画として、「ごみ処理基本計画策定指針」及び「生活排水処理基本計画策定指針」

に則し「山形市一般廃棄物処理基本計画」を策定している。当該計画は「ごみ処理基本計画」と

「生活排水処理基本計画」より構成されている。 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月策定）」） 

 

直近の計画策定の経過は下記のとおりであり、対象期間 10 年間の計画を策定しながら中間に

当たる 5 年目で見直しを行いながら運用している。 

 

策定年月 対象期間 

平成 24 年３月 平成 25 年～平成 34 年度 

平成 30（2018）年３月 平成 30 年度～平成 39 年度 

令和５（2023）年３月 令和５年度～令和 14 年度 

 

山形市一般廃棄物処理基本計画のうち、ごみ処理基本計画で定める施策概要は下記のとおり

である。 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月策定）」） 

 

（４）山形市清掃問題審議会 

市の清掃行政に係る諸問題に関して、市長の諮問に応じ調査審議する「山形市清掃問題審議

会」を設けている。その運営は、「山形市清掃問題審議会条例」に基づき行われる。 

「山形市清掃問題審議会」は下記の通り 12 名以内の委員により構成される。 

 

「山形市清掃問題審議会条例」より抜粋 

 

第４条 審議会は、委員 12 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 知識経験を有する者 

(２) 関係団体等の代表 
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(３) 関係行政機関及び団体の代表者 

 

 

令和４年度では３回開催されており、第３章 1（３）に記載の「山形市一般廃棄物処理基本計画」

の令和５年３年の計画見直しの骨子等について審議しており、主な議事内容は下記のとおりであり、

議事録は山形市ホームページにて公開されている。 

 

 

（出典：山形市清掃問題審議会議事録より、監査人作成） 

 

第１回　令和４年7月　開催

　　・プラスチックのサーマルリサイクルとマテリアルリサイクルについて

・次期山形市一般廃棄物処理基本計画の策定案について

　　・新しい生活様式の数値目標等への影響について
　　・他自治体の取り組みついて
　　・市民へのわかりやすい周知について

　　・プラスチックのサーマルリサイクルとマテリアルリサイクルについて

　　・SDGｓの盛り込みについて

　　・ごみの10分別の継続について
　　・目標の立て方の方針について
　　・ゴミ分別大百科の更新とデジタル化について

　　・プラスチックのサーマルリサイクルとマテリアルリサイクルについて

　　・メルカリとの包括連結協定締結後の活動進捗について

・次期山形市一般廃棄物処理基本計画の策定素案について
第３回　令和５年１月　開催

　　・下水道整備の郊外での整備状況と単独・合併浄化槽について

　　・他自治体との数値の比較可能性について

　　・上野最終処分場の残余収容量と第二期工事について

・山形市一般廃棄物処理基本計画の目標値に係る令和３年度の進捗状況の説明

・次期山形市一般廃棄物処理基本計画の策定案骨子について
第２回　令和４年10月　開催
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（５）山形県の動向 

山形県は、循環型社会の構築に向け、「全国一ごみの少ない県を目指して」、「リサイクル等の

循環型産業を振興」、「裸足で歩ける庄内海岸」の３つを基本計画として掲げ、令和２年度に「第３

次山形県循環型社会形成推進計画」を策定している。第３次山形県循環型社会形成推進計画

は、従来の位置付けのほか、「食品ロスの削減の推進に関する法律」に定める都道府県食品ロス

削減推進計画及び「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並び

に海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」に定める海岸漂着物対策

を推進するための計画（地域計画）としても位置付け、これらの課題等に一体的に取組むことにし

ている。 

 

（出典：山形県「第３次山形県循環型社会形成推進計画」） 

 

県では、「第３次山形県循環型社会形成推進計画」の取組みを推進するため、市町村、消費者

団体、NPO、更には建設業、製造業等の産業界の代表からなる「ごみゼロやまがた推進県民会議」

を設置している。 
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市町村、消費者団体、NPO、産業界（建設業、製造業等）代表委員及び公募委員の 24 名で構

成されており、令和４年度は総会、県民部会、産業部会の３会議を各１回開催している。主な議事

内容は下記のとおりであり、議事録は山形県のホームページにて公開している。 

 

 

（出典：ごみゼロやまがた推進県民会議議事録より監査人作成） 

  

県民部会　令和５年２月開催

・令和４年度「ごみゼロやまがた県民運動」の展開方針（案）について

・展開委方針について、各団体におけるより一層の周知を依頼
　　・「てまえどり」POPをはじめとした、消費者の目につきやすい周知について

・令和４年度「ごみゼロやまがた県民運動」活動内容（案）について
・ごみゼロやまがた推進功労者表彰について

総会　令和４年５月　開催
・山形県循環型社会形成推進計画に係る県の取組みの令和３年度実績及び令和４年度計画並び
に数値目標の達成状況等について
・ごみゼロやまがた県民運動の令和３年度活動実績について
・ごみゼロやまがた推進県民会議各委員所属団体の活動に係る令和３年度実績について

産業部会　令和５年３月開催
・ごみゼロやまがた推進県民会議各委員の所属団体における活動状況等について
・令和３年度「ごみゼロやまがた県民運動」（職場編）展開方針（案）について
・令和３年度「ごみゼロやまがた県民運動」の活動内容（案）について
　　・飲食店での食べきり運動について（飲食店での小盛りメニューの活用等）
・展開委方針について、各団体におけるより一層の周知を依頼

・ごみゼロやまがた推進県民会議各委員の所属団体における活動状況等について
　　・山形市のメルカリアプリの利用について
・令和４年度「ごみゼロやまがた県民運動」（家庭編）展開方針（案）について
　　・フードバンクについて
・令和３年度「ごみゼロやまがた県民運動」の活動内容（案）について
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第４章 監査の結果（個別事項） 

第１ 前計画の進捗状況 

１ 前計画の作成の目的  

市は、平成 27 年度にこれまでの経営計画を見直し、「山形市発展計画」を策定した。当該計画

の政策のひとつである「山形の自然を生かした環境にやさしいまちづくり」を実現すべく、市民・事

業者との連携によるごみの減量の推進及び適正な廃棄物処理体制の充実を掲げ、循環型社会の

形成を目指している。平成 30 年３月策定の「山形市一般廃棄物処理基本計画（以下「前計画」と

いう。）」は、当該政策の実現のために策定されており、「山形市発展計画」を上位計画とし、「山形

市環境基本計画」等の関連する計画と整合を図っている。 

前計画は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいた、一般廃棄物の処理に関する長

期的な計画として定められており、「ごみ処理基本計画策定指針（平成 29 年 9 月改定：環境省）」

及び「生活排水処理基本計画策定指針」（平成２年 10 月：厚生省）に則している。 

なお、前計画を策定した平成 30 年当時は、家庭系ごみの排出量が順調に減少している一方、

事業系ごみは平成 24 年度に大きく増加して以降、横ばいで推移している状況であった。そのため、

循環型社会の形成を実現させるためには、事業系ごみを減量させることが主な課題であった。 

 

（家庭系ごみの排出量の推移） 
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（事業系ごみの排出量の推移） 

 

             （出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 
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２ 前計画の施策体系 

前計画は、「みんなでつくる循環型の暮らし」と「循環型ごみ処理システムの構築」の２つの基本

方針のもと、４つの個別方針及び 10 種類の施策から構成されている。 

さらに 10 種類の施策のそれぞれについて具体的な取組みを策定しており、計画期間において

適切に取組むことで、政策・方針に沿った環境にやさしいまちづくりを目指している。 

以下は前計画の施策体系図である。 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 
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３ 前計画の進捗状況の確認 

市は、令和５年３月に、新しい計画となる「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」（以

下「新計画」という。）」を策定している。新計画は、前計画が中間目標年度を迎えたことから、近年

の循環型社会をめぐる情勢を考慮し、前計画以降に定められた法律や計画、社会状況の変化等

を踏まえ、前計画を見直し策定したものである。 

新計画においても、「山形市発展計画」の政策の実現という観点では前計画の目的と整合して

おり、市は前計画の進捗状況を踏まえた上で新計画を策定していることから、新計画がより政策実

現に向けたものになっているかどうかを確認するために、前計画の取組み状況を検証する。 

 

（前計画の「基本方針」の概要） 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 

 

 

（１）基本方針１ 「みんなでつくる循環型の暮らし」 

①個別方針１ 「発生抑制・排出抑制」 

    ア 施策１ 「家庭系ごみの発生抑制・排出抑制の推進」 

     施策１は、市民がごみ減量に対する意識を持つことにより、日常生活において、ごみを出

さないライフスタイルが定着し、ひいては家庭系ごみ全体の減量化を目指すことを目的とし
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ている。市民にいかにごみ減量の意識付けを行えるかが重要であり、啓発方法の工夫が目

的達成のポイントとなる。 

      前計画策定時の具体的取組み、及びその進捗状況は以下のとおりである。 

 

 前計画策定時の具体的取組み 

 

 

（出典：「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 
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新計画策定時の前計画の進捗状況 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

  

施策１の総括 

施策１は各取組みの実施により、市民にごみを出さないライフスタイルを定着させ、結果とし

て家庭系ごみを減量することを目的としている。 

取組みの結果、市民１人１日当たりの家庭系ごみの排出量の推移は以下のとおりである。 

 

（市民１人１日当たりの家庭系ごみの排出量の推移） 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 
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令和３年度の市の１人１日当たりの家庭系ごみの排出量は 575ｇであり、平成 30 年度までは減少

傾向にあったものの、令和元年度以降増加傾向で推移している。 

これは、各取組みを実施したものの、令和元年度に蔓延した新型コロナウイルスの影響による外

出自粛や、リモートワーク等により市民の家庭時間が増え、家庭におけるごみの排出量が増加した

ことが原因と考えられている。 

新型コロナウイルス感染症の拡大という誰もが想定できなかった事態を考えると止むをえない結

果ではあるが、リユースに関する㈱メルカリとの包括連携協定や生ごみやさいクル事業等、新たな

取組みも実施していることから、新計画における目標達成に期待したい。 

 

家庭時間が増えるという新しいライフスタイルが構築された中、新計画による取組みによってい

かに家庭系ごみを減らすことができるかが重要となる。市民１人１人に意識付けを行うためには、細

やかかつ具体的な情報提供が必要であり、市報の配布やポスターの掲示のみでは限界があると感

じる。新しいライフスタイルが定着した市民に、ごみ減量を訴えかけるには、実践力のある市民団体

とより連携を強固にし、また、例えば SNS で先進自治体や市民団体の取組みの紹介や市民に影響

力のある有名人の起用によるごみ減量の呼びかけ等により、新しいライフスタイルに合わせた、ご

み減量化の情報提供に期待したい。【意見】 

 

なお、施策１の個別論点については以下に記載を行う。 

     

市民１人１日当たりの家庭系ごみの排出量の目標値について、新型コロナウイルスの影響により

新しいごみが増えたことを理由により、令和９年度の目標値が、前計画策定時と新計画策定時で

以下のように変動している。 

 令和４年度 令和９年度 令和 14 年度 

前計画による目標値 550ｇ/日 536ｇ/日 － 

新計画による目標値 ― 556ｇ/日 537ｇ/日 

 

マスクや梱包材等、新たなごみの発生により、１日当たりのごみの排出量が増える想定は理解で

きるが、「山形市発展計画2025」で掲げる「持続的発展が可能な希望あるまちづくり」の政策実現の

ためには、前計画で掲げた令和９年度の目標値は下げるべきではないと考える。 

内容 記載箇所 

食品ロス削減 第６ 個別事業 １ 30・10（さんまる・いちまる）運動 

生ごみやさいクル事業 第６ 個別事業 ３ 家庭系ごみの減量 

もったいないねット山形 第６ 個別事業 ５ 「ごみ減量・もったいないねット山形」活動

活性化事業 

メルカリ事業 第６ 個別事業 ６ 市役所庁内不要品等リユース 
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例えば、マスクや梱包材の増加を家庭系ごみの排出量の増加要因と想定するのであれば、新

計画期間では、これらのごみの排出抑制方法の新たな取組みも加えるよう検討されたい。【意見】 

 

   新計画の施策１ 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

イ 施策２ 「事業系ごみの発生抑制・排出抑制の推進」 

施策１にて、「市民」に対するごみの発生抑制・排出抑制を目指した取組みを策定している一方、

施策２では、「事業者」に対する同目標の取組みを策定している。「１ 前計画の作成の目的」に記

載のとおり、市では事業者のごみの削減を課題としていたことから、前計画の中でも、特に重要な

施策と考える。 

前計画策定時の具体的取組み、及びその進捗状況は以下のとおりである。 

 

前計画策定時の具体的取組み 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 

 

新計画策定時の前計画の進捗状況 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 
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施策２の総括 

事業系ごみの削減に向けた取組みとして、主に各事業者に対して法令遵守に対する調査や指

導徹底、情報発信等を行っている。事業者に対する事業系ごみの減量とリサイクルを促すよう意識

付けの徹底に尽力したことが想定できる。 

なお、事業系ごみは家庭系ごみに反して、新型コロナウイルス感染症の影響による事業活動が

停滞したことを理由に、その排出量は令和２年度から大幅に減少している。 

市による指導徹底、情報発信等がどの程度事業系ごみの削減に寄与したかは結果が見えづら

いため、事業活動の再開した際の事業系ごみの増加をいかに食い止める事ができるかがポイント

になると考える。 

 

前計画の具体的な取組みの中に、大規模事業者に対して「事業系廃棄物減量等計画書」を作

成してもらい、他事業者の取り組み事例等の情報を提供し普及啓発を図る、とあるが、監査の結果、

前計画期間では、実際に事業者に対して、他の事業者の減量・リサイクル事例の紹介は確認でき

なかった。他の事業者、特に同じ業種の事業者が行った減量・リサイクルの取り組み事例の紹介は、

紹介を受けた事業者にとっては、ごみ減量の意識向上として効果的な取組みと考える。 

大規模事業者に対して、「事業系廃棄物減量等計画書」の作成、提出を徹底している以上、優

良な取組み事例は、積極的に情報提供を行うべきである。 

 

なお、施策２の個別論点については以下に記載を行う。 

内容 記載箇所 

事業系廃棄物の削減対策 第６ 個別事業 ２ 事業系一般廃棄物削減対策事業 
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新計画の施策２ 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

ウ 施策３ 「環境教育、意識啓発の実施」 

施策３では、ごみの発生・排出抑制を目的として、市民及び事業者に対して、ごみの減量や再

資源化の推進の意識付けを目的とした情報提供、環境学習の機会の提供に関する取組みを実施

している。施策３における環境教育、意識啓発の結果が、施策１、２の推進にも直接的に結びつく

ことから、施策３は、施策１、２を支える重要な施策となる。 

前計画策定時の具体的取組み、及びその進捗状況は以下のとおりである。 
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前計画策定時の具体的取組み 

 

（出典：「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 
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新計画策定時の前計画の進捗状況 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

施策３の総括 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で行動が制限された中、感染対策を行いながら継続して

各教育活動や啓発活動の取組みを行ったことは、市民及び事業者に対し、ごみ減量や再資源化

推進の意識付けに大いに貢献したと考える。 

 

ごみの発生・排出抑制につながる環境教育の提供や意識啓発は、より多くの市民、事業者に周

知する必要があるが、市報等の広報誌やポスターの掲載では周知に限界があり限られた費用で大

人数への情報提供は困難である。一方、前計画の取り組みに記載のある SNS での情報発信は費

用負担もなく、より広範囲に情報を発信できると考えられる。 

他の自治体では、自治体公式 YouTube チャンネル（例１）や自治体のホームページ（例２）にて、

ごみ問題に関する動画を作成している事例もあり、例えばイベントや施設見学に参加できない（も

しくはそもそも参加する意欲のない）市民・事業者にごみ問題を意識啓発する工夫が行なわれてい

る。 

山形市においても、環境教育や意識啓発の提供の方法として、既存の市の公式 YouTube チャ

ンネル（例３）等を利用して、情報発信を行う工夫を検討されたい。【意見】 
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（例１） 

 

（出典：YouTube 江戸川区公式チャンネル） 

 

（例２） 

 

（出典：埼玉県熊谷市 HP） 

 

（例３） 

 

（出典：YouTube 山形市公式チャンネル） 
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  新計画の施策３ 

 

 

（出典：「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

②個別方針２ 「循環資源の有効活用」 

ア 施策４ 「家庭系ごみのリサイクルの推進」  

施策４では、循環資源の有効利用のために、市民に対して家庭系ごみのリサイクル方法の啓蒙

活動に取り組んでいる。 

前計画策定時の具体的取組み、及びその進捗状況は以下のとおりである。 
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前計画策定時の具体的取組み 

 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 
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新計画策定時の前計画の進捗状況 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

施策４の総括 

家庭系ごみの減量化のためには、リサイクルの推進は欠かせないため、市民のリサイクル活動

への積極的参加が家庭系ごみの減量化に向けた重要なポイントとなる。そのため、市民がリサイク

ルを行うための意識付け（施策３にて実施）や効果的で多様な機会の提供が必要であり、施策４で

は機会の提供に視点を置いた政策となっている。 

機会の提供という観点では、スーパー等での店頭キャンペーンや、こでん里帰りプロジェクト、生

ごみやさいクル事業は、市民の関与の頻度により成果が決まる事業であるが、新計画でも予定され

ている個別事業であることから、今後も市民の関与が増大するような政策に期待したい。 

 

家庭系ごみのリサイクルのためには、効果的で多様な機会の提供が重要であるが、市民の身近

にあるスーパー等の協力による店頭回収は最も効果的なリサイクル機会の提供と考えられる。その

ため、市民のためにどの店舗でどの資源物が回収可能か等のより詳細な情報を提供することが重

要である。 

しかし、現状の市のホームページ上で公開されている店舗ごとの「回収品目」の状況は令和３年

６月１日時点の古い情報のままとなっており、また、詳細な回収品目は市民から各店舗へ問い合わ

せを促す記載となっている。一方、県のホームページでは店舗ごとの回収情報の掲載があり、市の

ホームページと比較すると、より詳細な情報となっている。市も山形県のホームページを参考に、店

舗ごとの品目の一覧の作成を検討し、また頻度の高い情報のアップデート及び山形市公式ＬＩＮＥ
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等の情報提供媒体の拡大を検討されたい。【意見】 

 

（市のホームページにおける店頭回収事業者・回収品目一覧） 

 

（出典：山形市 HP）  
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（山形県のホームページにおける山形市の店頭回収事業者・回収品目一覧）  

 

（出典：山形県 HP） 
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新計画の施策４ 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

イ 施策５ 「事業系ごみのリサイクルの推進」 

施策５では、循環資源の有効利用のために、事業者に対して、事業系ごみのリサイクルを促すよ

う、リサイクルの推進に向けた啓蒙活動等に取り組んでいる。 

前計画策定時の具体的取組み、及びその進捗状況は以下のとおりである。 

 

 

 

 



92 

 

前計画策定時の具体的取組み 

 

（出典：「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 

 

新計画策定時の前計画の進捗状況 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

施策５の総括 

事業系ごみの排出量については、平成 24 年度以降横ばいで推移しており（「１ 前計画の作成

の目的」参照）、前計画策定時には、事業系ごみの削減が大きなテーマとなっていた。そのため、

事業者によるごみの減量化やリサイクルの推進は、「山形市発展計画」の政策実現に向けた非常

に重要な取組みとなる。リサイクルの推進に向けた啓発活動により、事業者のリサイクルに対しての

意識付けが強まることに期待する。 
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前計画の進捗状況をみると、主な取組みの中に、「ごみ減量推進功労者感謝状」の贈呈とある

が、これは、事業者の模範となる減量化・再資源化に取り組んでいる事業者も表彰することにより、

他の事業者にも事業系ごみの減量化等の意識を向上させることが目的である。 

しかし、山形市ごみ減量推進功労者感謝状贈呈要綱では、贈呈基準が、「本市におけるごみの

減量や再資源化に積極的に取り組んでいる個人、事業者又は団体」との記載のみに留まり、表彰

基準が明確化されていない。また、令和元年度から令和４年度の実際の表彰者を確認したが、民

間事業者への表彰実績はなかった。 

主な取組みに、「ごみ減量推進功労者感謝状の贈呈」を含める以上、表彰基準の明確化、及び

基準を満たした事業者への積極的な表彰並びに表彰者に関する他の事業者への情報提供を行う

べきである。【指摘事項】 

 

「山形市ごみ減量推進功労者感謝状贈呈要綱」より抜粋 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、ごみの減量や再資源化に関する取組みに携わり、他の模範となる者に対

し、感謝状を贈呈することについて必要な事項を定めるものとする。 

（贈呈基準） 

第２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、次条に規定する審査委員会に

おいて選考した者に対し、感謝状を贈呈する。 

（１） 地区環境保健推進協議会会長の職の経験者で、山形市環境保健推進協議会会長か 

らの推薦のあったもの 

（２） 各地区において、概ね７年以上にわたりごみの減量や再資源化に関する取組みに携 

わっている個人、事業者又は団体で、地区環境保健推進協議会会長からの推薦のあっ 

たもの。ただし、推薦者数については、地区環境保健推進協議会で把握している地区 

世帯数の区分に基づき、次のとおりとする。 

     ア 2,000 世帯までの地区は、１名（団体）以内 

     イ 2,001 世帯から 4,000 世帯までの地区は、２名（団体）以内 

     ウ 4,001 世帯以上の地区は、３名（団体）以内 

（３） 本市におけるごみの減量や再資源化に積極的に取り組んでいる個人、事業者又は団 

   体 
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新計画の施策５ 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

山形市リサイクル指標の令和３年度実績は、計画値に達しなかった。これは、新型コロナウイル

ス感染症拡大の影響による集団資源回収量の減少や事業活動の停滞による大規模事業所回収

量の減少が理由と考えられている。 

 

（山形市リサイクル指標の実績）                                （単位：％） 

H28 

前計画 

H30 R３ R４ 

中間目標年次 

R9 

目標年次 

24.1 25.1 

（24.6） 

25.2 

（26.5） 

－ 

（27.0） 

－ 

（29.0） 

（  ）は前計画策定時の計画値 

 

なお市は、「リサイクル指標」について、国が示す「リサイクル率」の算出式に、以下の①～③の

資源物回収量を加えることにより、市におけるごみの資源化の実態をより正確に把握するために、

市独自の計算を行っている。 

① 大規模事業所回収量・・・大規模事業所（多量排出事業所）からの資源物回収量 

② 店頭による回収量・・・スーパー等の店頭における資源物回収量 

③ 新聞販売店による回収量・・・新聞販売店が行う資源物回収量  
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（国が示す「リサイクル率」） 

 

 

（山形市独自の「山形市リサイクル指標」） 

 

 

令和３年度の山形市リサイクル指標は以下の計算式による。 

 内容 数量（ｔ） 備考 

A 家庭系ごみ排出量 51,614  

B 事業系ごみ排出量 21,136  

C 集団資源回収等回収量 8,403 地域団体による資源回収 5,436ｔ、古紙類等の

集積所からの回収 2,949ｔ、その他 18ｔ 

D 

 

リサイクルセンター資源物

搬出量 

3,450 立谷川リサイクルセンター搬出分（山形市分） 

E エネルギー回収施設で発

生する資源物発生量 

3,068 エネルギー回収施設搬出分（山形市分） 

F 大規模事業所回収量 4,678 事業系廃棄物減量等計画書における事業所

からの再生利用量を集計 

G 店頭による回収量 2,176 資源物の店頭回収状況調査票による対象店

舗からの回答を集計 

H 新聞販売店による回収量 490 資源物の回収調査票による新聞販売店からの

回答を集計 
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国が示す市の「リサイクル率」の結果 

 

C（8,403）＋D（3,450）＋E（3,068）   

A（51,614）＋B（21,136）＋C（8,403） 

   

 

山形市独自の「山形市リサイクル指標」の結果 

 

C（8,403）＋D（3,450）＋E（3,068）＋F（4,678）＋G（2,176）＋H（490）   

A（51,614）＋B（21,136）＋C（8,403）＋F（4,678）＋G（2,176）＋H（490） 

 

  

山形市リサイクル指標は、市独自の指標のため、他の市町村との比較調査は行っていないが、

国が示す「リサイクル率」の計算では、令和３年度時点で山形県の市町村の中では３番目に高い結

果となっている。 

 

（出典：令和 4 年度版 山形県循環型社会白書） 

 

×100＝18.4％ 

×100＝25.2％ 

 



97 

 

（２）基本方針２ 「循環型ごみ処理システムの構築」 

基本方針２では、循環型社会の形成に資するごみ処理システムを構築することを目的に、収集

運搬、中間処理、最終処分の各段階で、適正な処理・処分の安定的な実施を図るとともに、廃棄

物処理時に発生する資源・エネルギーの有効活用の推進を目指している。 

以下、個別方針３、個別方針４の順番に各施策の検証を行う。 

①個別方針３ 「適正処理の推進」 

ア 施策６ 「適正排出」 

施策６は、ごみの適正処理の推進のために、法律（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）によ

り市町村ごとに定めが義務付けられているごみ分別区分の市民への周知・啓発に関する取組み、

及び不法投棄防止対策に関する取組みを実施している。 

前計画策定時の具体的取組み、及びその進捗状況は以下のとおりである。 
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前計画策定時の具体的取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 
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新計画策定時の前計画の進捗状況 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

施策６の総括 

ごみ分別区分については、市民へ「家庭系ごみの分け方・出し方」のホームページへの掲載や

ポスターの配布、また令和５年 10 月から稼働開始したごみの分別アプリの提供等により、様々な工

夫を凝らして、市民への情報提供に尽力している。 

ごみ分別区分は、ごみ処理施設の性能等の違いから、自治体ごとに取り決めなければならない

ことが法律で定められている。ごみの適正処理のためには、より区分してごみを収集する必要があ

るが、反対に区分を細かくし過ぎると市民への理解が進まず、誤った廃棄につながってしまうおそ

れもあるため、市民に対する、周知・啓発活動が重要となる。 

中でも、「プラスチックごみ」に関しては、現状、「もえるごみ」とともにエネルギー回収施設にて焼

却されているため、効率性やごみ収集のコストを総合的に考えると、「プラスチックごみ」も「もやせる

ごみ」に含めて回収しても良いのではないか、という発想も生まれる可能性がある。しかし、環境負

荷低減の観点からはマテリアルリサイクルが重要であり、将来のマテリアルリサイクルの実現に備え

て分別は継続して行っておく必要がある。 

令和４年４月には、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行し、プラスチッ

ク使用製品廃棄物の区分も変更されたことから、市も当法律に対する立場を明確にし、先進自治

体に遅れをとらないよう取組みを迅速化していく必要がある。 

ごみの分別区分については、ごみ収集時に全てのごみの中身を確認することは不可能であるこ

とから、市民の適切な行動に頼らざるをえない。未だに分別区分が守られず、特に充電池内蔵家

電の誤った区分での廃棄により、収集車や中間処理施設での発火事故も多発している。当発火事

故を未然に防ぐ観点からも、市民に対しさらに十分な周知徹底の必要性がある。 
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なお、施策６の個別論点については以下に記載を行う。 

内容 記載箇所 

不法投棄の防止 第６ 個別事業 ８ 不法投棄対策事業 

 

 

新計画の施策６ 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

イ 施策７ 「適正な収集・運搬」 

施策７では、指定場所へ排出後の家庭系ごみの適正処理の推進のために、安全かつ効率的な

ごみ収集・運搬となるための取組みや、ごみ集積所まで排出することが困難な高齢者や障がいの

ある人へのごみ出し支援の取組み、ごみ集積所の衛生的な環境づくりの取組みを実施している。 

前計画策定時の具体的取組み、及びその進捗状況は以下のとおりである。 

 

前計画策定時の具体的取組み 

 

（出典：「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 
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新計画策定時の前計画の進捗状況 

 

 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

施策７の総括 

家庭系ごみの運搬業務は、市が委託した業者により実施されている。当該委託業務の適切性等

については、「第４章 第２ ごみ収集運搬業務」にて詳細に記載している。 
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ごみ集積所の管理については、「山形市ごみ集積所の設置及び維持管理に関する要綱」により

町内会にて設置、管理することになっており、ごみ集積所の管理においては、町内会の協力が必

要不可欠となっている。少子・高齢化の進行やライフスタイルの多様化に伴い、地域づくりの担い

手となる人材不足や組織力の低下により町内会の運営も年々厳しくなっている問題もあるため、継

続的な市の支援等に期待したい。 

 

なお、施策７の個別論点については以下に記載を行う。 

内容 記載箇所 

ごみ出し支援 第 6 個別事業 9 ごみ出し支援事業 

 

 

 

新計画の施策７ 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 
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ウ 施策８ 「適正な中間処理・最終処分」 

施策８では、中間処理施設運搬後のごみの適正処理の推進のために、山形広域環境事務組合

に委託運営している中間処理施設の維持・管理や、最終処分場の長期的な運用計画等に取り組

んでいる。 

前計画策定時の具体的取組み、及びその進捗状況は以下のとおりである。 

 

 

前計画策定時の具体的取組み 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 

 

新計画策定時の前計画の進捗状況 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

施策８の総括 

ごみの中間処理業務に関しては「山形広域環境事務組合」に委託していることから、市としては、

間接的な関与となるものの、新計画に記載のとおり立谷川リサイクルセンターは稼働開始から約 30



106 

 

年が経過しているため、市としても「循環型ごみ処理システム」の維持のための対策が必要である。

また、立谷川リサイクルセンターでは、「充電池内蔵家電」による発煙・発火により事故が多発して

いる。「充電池内蔵家電」の廃棄方法に関する市民の理解不足が主な原因と考えられることから、

ピックアップ回収や消火設備の整備の他にも、発煙・発火事故を最小限に防止するためのさらなる

施策が期待される。 

 

なお、施策８の個別論点については以下に記載を行う。 

内容 記載箇所 

中間処理業務 第３ ごみの中間処理業務 

充電池内蔵家電の回収業務 第６ 個別事業 ７ 「充電式家電・充電池回収ボックス」の設置 

 

新計画の施策８ 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 
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②個別方針４ 「ごみ処理の高度化」 

 

施策９ ごみ焼却施設の整備 

施策 10 ごみから資源、エネルギーの回収 

 

個別方針４として、ごみ処理の高度化を掲げ、施策９では、エネルギー回収施設の整備・運営、

施策 10 では、ごみ焼却の副産物の資源の有効活用を取組みとしている。 

 なお後述するが、この施策９は、ごみ焼却施設の整備完了により前計画期間にて取組みが完了

しており、新計画では、前計画の施策 10 の「ごみから資源、エネルギーの回収」を施策９とし、施策

10 では「プラスチック資源循環の推進」を新たな施策として設けている。 

施策９・10 の前計画策定時の具体的取組み、及びその進捗状況は以下のとおりである。 

 

前計画策定時の具体的取組み 
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（出典：「山形市一般廃棄物処理基本計画」 平成 30 年（2018）３月） 

 

新計画策定時の前計画の進捗状況 
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   （出典：「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

新しい焼却処理施設となるエネルギー回収施設は、平成 29 年 10 月に山形市立谷川に、また

平成 30 年 12 月に上山市川口にそれぞれ整備が完了し稼働を開始している。 

なお、運営等は山形広域環境事務組合に委託しており、市は当組合が適切に施設を運営して

いることを監視する立場となる。 

施設の整備完了をもって前計画の取組みは全て完了したことから、新計画においては、個別方

針が「ごみ処理の高度化」から、「資源循環に配慮したごみ処理の推進（新計画）」に変更し、施策

９についても、「ごみ焼却施設の整備（前計画）」から「ごみから資源・エネルギーの回収（新計画）」

へ変更している。 

新計画における施策９の取り組みは以下のとおりである。 
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新計画の施策９ 

 

  （出典：「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

前計画、新計画ともに、あくまでエネルギー回収施設の運営は、受託者である山形広域環境事

務組合が行っており、当該計画の中では、当取組みにおける市の立場が明確化されていない。 

新計画における、ごみ処理副産物の有効活用やごみ焼却施設の余熱利用の推進も、市は取組

みを委託する立場であることから、市民に対しては、どのように山形広域環境事務組合と関わって

当取組みを実施し、個別方針を実現していくかを明確化する必要がある。 

また、サーマルリサイクルの実施により、市民に対してどのような効果があるのかも明確に示す必

要がある。例えば、施設の電気代の節約や、除雪費用の削減等、コスト面からサーマルリサイクル

が社会に寄与し、ひいては市民にも恩恵がある等、数字における測定結果または目標数値等があ

ると、より市民に具体性のある取組みをアピールできると考える。【意見】 
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新計画の施策 10 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」 2023 年３月） 

 

令和４年４月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の制定により、

市では、プラスチックの分別を継続的に取り組んでいくこと、及び再商品化の調査の実施を計画し

ている。 

他の自治体に目を向けると、既にアクションプランを制定し、プラスチックの削減に向けて取組み

を加速させている自治体も見受けられる（例：青森県八戸市のプラスチック分別回収実証事業、岩

手県岩手町の自立分散型プラスチック再資源化事業に向けたリサイクル検証事業、福島県猪苗代

町の商品プラスチックの再資源化事業）。 

プラスチックの資源化は、ごみ減量化のみならず、環境問題の面からも重要な施策である。市と

して、当法律に準じて具体的なアクションプランを市民に向けて発信し、基本方針の実現に向けて

発信していくことに期待したい。 
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第２ ごみ収集運搬業務 

１ 目的 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条及び第６条の２の定めに従い、市では市民の生

活環境の保全及び公衆衛生の向上を目的として、ごみの収集運搬を行っている。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より抜粋 

 

第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃

棄物処理計画」という。）を定めなければならない。 

 

第６条の２ 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生

活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生することを含

む。・・・（中略）・・・）しなければならない。 
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２ 事業内容 

市では、家庭系ごみについては、地域毎の収集日程により収集・運搬するステーション回収方

式によってごみ収集運搬業務を行っている。 

ただし、引越しごみ等、一時多量に排出されるごみは、排出者自ら又は山形市が許可した収集・

運搬業者に依頼して運搬する。 

家庭系ごみの排出者は、「家庭系ごみの分別区分・出し方」に従い「山形市家庭系ごみ証紙付

有料指定袋」に入れて、市長の承認を得て町内会等が設置したごみ集積所に排出する。 

また、令和５年３月時点で、市長の承認を得て設置しているごみ集積所は 5,447 か所である。 

 

 
（出典：山形市「令和 5 年度山形市一般廃棄物処理実施計画」） 

 

ごみの収集・運搬業務については、蔵王温泉地区以外は山形市から「一般廃棄物（ごみ）及び

古紙収集運搬等業務」を受託した「山形環境保全協同組合」が実施している。蔵王温泉地区につ

いては、「蔵王温泉地区ごみ収集運搬業務」を受託した「有限会社べにばな清掃社」が実施してい

る。 

また、引越しごみ等一時多量に排出されるごみを排出者から依頼を受ける業者は、山形市が許

可した収集運搬許可業者に限られる。 
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（出典：山形市「令和 5 年度山形市一般廃棄物処理実施計画」） 

 

「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」より抜粋 

 

（収集又は運搬の禁止等） 

第 15 条の２ 市長及び規則で定める者以外の者は、前条第３項の所定の集積所又は市長が指

示する場所に搬出された廃棄物のうち、資源物（一般廃棄物処理計画に基づき古紙類、ビン・

カン及びペットボトルの区分により分別して排出されるべき廃棄物をいう。以下この条において

同じ。）を収集し、又は運搬してはならない。 

２ 市長は、前項の規定に違反して資源物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行

わないよう命ずることができる。 

３ 市長、市民及び事業者は、資源物が有効に再利用されるよう、相互に協力し連携して、第１

項の規定により禁止される行為の防止に努めるものとする。 

 

 

「山形市廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関する規則」より抜粋 
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第２条 法第７条第１項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬の事業（以下「一般廃棄物収

集運搬業」という。）の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書（別記様

式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 法第７条第６項の規定により一般廃棄物の処分の事業（以下「一般廃棄物処分業」という。）

の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書（別記様式第２号）を市長に提出

しなければならない。 

 

 

市民がごみの収集・運搬に関して負担する主な支出は、「山形市家庭系ごみ証紙付有料指定

袋」を売りさばき人より購入する際に生じる。 
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３ 委託契約 

（概要） 

本市における委託契約は、一般廃棄物（ごみ）及び古紙収集運搬等業務委託や家庭系ごみ証

紙付有料指定袋等調達・製品管理業務委託、家庭系ごみ証紙付有料指定袋等配送業務委託等、

多岐にわたっている。委託している業務内容としては、市内に設置されたごみ収集所からの運搬だ

けでなく、ごみを集めるにあたって使うごみ袋の作成、管理及び販売店への配送等、市民にとって

不可欠な業務となっている。 

契約事務については、「山形市財務規則」、「山形市契約規則」及び関連する規程等によって定

められている。 

 

「山形市財務規則」より抜粋 

 

（支出命令） 

第 59 条  支出命令権者（市長又は市長が別に定める支出命令に関する専決者及び補助執

行者をいう。以下同じ。）は、支出をしようとするときは、債権者の請求によらなければならない。

ただし、次に掲げる経費は、債権者の請求がない場合であつても支出することができる。 

（１）報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費、旅費のうち

会計年度任用職員通勤費用弁償並びに交際費 

（２）市債の元利償還金 

（３）負担金補助及び交付金で支払金額の確定したもの並びに扶助費 

（４）貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金並びに繰出金 

（５）土地、建物及び工作物の借料 

（６）官公署に対して支出する経費 

（７）前各号に掲げるもののほか、債権者の請求によることが困難なもの 

２ 支出命令権者は、会計管理者に支出の命令をしようとするときは、支出命令書に支出負担

行為の確認を受けるために必要な書類を添えて、これを送付しなければならない。 

（物品の検収） 

第 120 条 契約課長は、物品の納付があったときは、発注書兼検収調書、契約書等の関係書類

と照合し、その性質、形状、数量等の適否を検査し、発注書兼検収調書に検収済みの証明をす

るものとする。 

 

「山形市契約規則」より抜粋 

 

第１章 総則 

（契約書の作成及び省略） 
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第２条 市長又はその委任を受けた者（以下「契約担当者」という。）と契約を締結しようとする者

（以下「契約者」という。）は、契約金額、契約の目的及び内容、履行期限、契約保証金額、契約

違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を

２通作成し、契約に必要な書類及び契約保証金の必要なものについては、契約保証金の領収

書を添えて契約担当者に提出し、当事者記名押印の上それぞれ１通を保管するものとする。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合（山形市長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例（平成 17 年市条例第 24 号）に規定する契約を締結する場合を除く。）は、契約書

の作成を省略することができる。 

(１) １件 100 万円を超えない契約（一般競争入札による契約を除く。） 

(２) せり売に付するとき。 

(３) 物品の売払いの場合であって買受人が直ちに代金を納付してその物品を引きとるとき。 

(４) その他第１号以外の随意契約について契約担当者が契約書を作成する必要がないと認め

るとき。 

 

（引渡し） 

第 15 条 物件購入の場合における目的物の引渡しは、当該引渡しの場所において検査に合

格したときをもって完了する。 

２ 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。ただし、本市が故意又は過

失によって生ぜしめた損害については、この限りでない。 

 

（予定価格調書） 

第 21 条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する設計書、仕

様書等によって予定価格調書を作成し、これを封書し開札場所に置かなければならない。ただ

し、公有財産売却システム案件の場合にあっては、予定価格調書を封書にすることを要しない。 

 

第３章 指名競争入札による契約 

（指名競争入札参加者の指名） 

第 26 条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、前条第２項の規定により登載さ

れた者で、別に定める資格を有する者のうちから、３人以上の入札者を指名しなければならな

い。 

（準用規定） 

第 27 条 第 20 条から第 24 条までの規定は、指名競争入札による契約について準用する。 

 

第４章 随意契約 

（見積書） 
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第 28 条 随意契約によろうとするときは、２人以上の見積書を徴さなければならない。ただし、こ

れにより難い場合は、この限りでない。 

 

（予定価格の決定） 

第 29 条 契約担当者は、設計書、仕様書その他参考資料によって予定価格を定めておかなけ

ればならない。 

 

（実施した手続） 

監査人は、ヒアリング及び現地調査を行い、事務の概要を把握するとともに、サンプルとして抽

出した取引に関して、「山形市財務規則」、「山形市契約規則」及び関連する規程等に基づいて、

支出・契約事務手続が実施されているかの検証を行った。また、随意契約を行っている場合の当

該理由の妥当性についてもあわせて確認した。 

なお、監査にあたっては、市役所の内部事務処理システムから支出命令ごとに出力した予算執

行データに基づき、監査手続を実施した。監査対象とした支出命令の件数及び金額は下表のとお

りである。 

 

 件数 金額（支出命令額） 

ごみ収集運搬業務 215 件 3,148,712,089 円 

 

（監査の結果） 

（１） 一般廃棄物（ごみ）及び古紙収集運搬等業務委託 

契 約 期 間 令和３年度～令和６年度 

委 託 金 額 794,376,000 円 

委 託 先 山形環境保全協同組合 

契 約 方 式 随意契約（１者） 

落 札 率 99.98％ 

 

① 収支実績報告等について 

当該契約に関して、単年度ごと及び契約期間終了時に業務報告を受けているが、収支に関す

る収支実績報告等を受けていなかった。下表のとおり、予定価格の算定において、積算項目が分

かれているが、収支実績報告等を受けていないことから、各費目でどの程度の費用が必要となっ

たか把握できていない。 

 

積算区分 積算項目（単年度） 

１．人件費 ①基本給 ⑤有給休暇に係る代替勤務者の給料 

②時間外勤務手当 ⑥退職手当積立金 
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積算区分 積算項目（単年度） 

③賞与 ⑦福利費 

④通勤・扶養手当 ⑧社会保険料 

２．被服費 運転手及び作業員（２名分、毎年度購入を前提） 

３．車両等燃料費 ①軽油 

４．車両等関係費 ①減価償却費 ⑤保険料 

②車両消耗品費 ⑥自動車税 

③修繕費 ⑦自動車重量税 

④車検料 ⑧リサイクル料 

５．予備車経費 ４．車両等関係費の日割計算 

 

多様な費目が積算に含まれている場合、収支実績報告等を受けないと業務の実状に合致した

金額で委託することが困難となり、余剰となっている費目を節減し、本来必要な費目に増額するよ

うに調整することができない。現在のような物価高、人件費の見直しに対応するためにも、見積書

の内訳を入手した上で、収支実績報告等を受け、今後の予定価格の積算時の検討材料として生

かされたい。【意見】 

また、車両等関係費の修繕費や被服費等、毎年、同額の費用が必要とならない費目も含まれて

いると考える。書面上の収支実績だけで判断することがないように、実際の業務内容を適切に把握

し、予定価格を積算されたい。【意見】 

 

② 予備車経費について 

上記で記載のとおり、当該委託料の積算において、予備車経費という費目が含まれている。一

般廃棄物及び古紙の収集運搬業務に使用する収集車が車検等により稼働できないときに備えて

予備車の手配を行っているものである。 

市の担当者へのヒアリングにおいて、当該予備車は実態としてフル稼働状態にあるとの回答を

得た。仮にフル稼働状態であれば、現状のような通常使用車に必要な車両関係費を日割計算した

単価で算定したのでは過少となり、実態と合っていない積算となる可能性がある。 

以上より、毎年度提出されている業務報告から業務実態に合った積算となるように長期継続契

約の積算時等で定期的に見直すように検討されたい。【意見】 

 

（２） 蔵王温泉地区ごみ収集運搬業務委託 

契 約 期 間 令和４年度 

委 託 金 額 4,356,000 円 

委 託 先 有限会社べにばな清掃社 

契 約 方 式 随意契約（１者） 

落 札 率 97.78％ 
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① １者随意契約の長期継続について 

当該契約に関して、長期にわたり１者随意契約にて同委託者と契約を締結している。随意契約

理由書には下記のとおり記載されている。 

当該業務は、蔵王温泉地区の一般家庭から出されたごみ及び資源物を収集し、指定搬入先

まで運搬するものである。 

同地区から排出されるごみの大部分が観光業に関する事業系のごみであることから、同地区

観光協会が事業系ごみの処理を委託する業者に履行させることで、業務の効率的な遂行が可

能であるため、競争入札に適しない。 

 

蔵王温泉観光協会が事業系ごみの処理を委託していることを踏まえ、業務の効率性から同企業

へ委託しており、一定の合理性があるものと考える。当該委託先業者は山形市内の蔵王温泉に近

い場所に本社を置く企業であり、当該蔵王温泉地区に支店等を置いているわけではない。そのた

め、山形市内の他の企業でも対応可能といえば可能と言えるが、市としては、令和３年度に参考見

積を徴し、現契約と比較したところ、明らかに現契約額が低いことから、現事業者が最も効率的に

業務を遂行できる事業者であると確認したことから、１者随意契約を継続しているとのことである。そ

のため、当該 1 者随意契約の長期継続については、市としては検討を加えたうえでの判断といえ

る。 

ただし、総務省から公表されている「地方公共団体における民間委託の推進等に関する研究会

報告書」によれば、下記のとおり、「民間事業者が定期的に入れ替わる機会が担保されていること

が重要である」とされているため、当該機会の確保については留意されたい。 

「地方公共団体における民間委託の推進等に関する研究会報告書（概要）」より抜粋 

 

Ⅰ 民間委託等に関する基本的考え方 

２ 民間委託等の効果が発揮される環境の整備 

(３) 民間委託等における競争環境の維持 

民間委託等の推進により効率的な行政を実現するためには、公共サービスの提供に競争環

境を確保することが必要であり、民間事業者が定期的に入れ替わる機会が担保されていること

が重要である。 

 

 

（３） ごみ減量・分別大百科 

支 出 命 令 日 令和５年１月 20 日 

金 額 2,376,000 円 

購 入 先 藤庄印刷株式会社 

契 約 方 式 随意契約（１者） 

落 札 率 － 
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① 予定価格の物価高騰に係る加算率の根拠について 

市ではごみの出し方や処理状況、分別するごみの種類ごとの具体的な例示等をまとめた「ごみ

減量・分別大百科」を作成し、公表している。当該契約では、「ごみ減量・分別大百科」の版権を持

つ企業と１者随意契約で増刷にかかる費用を支出している。 

「ごみ減量・分別大百科」は写真やイメージ図を用いて、ごみの出し方や分別が必要なごみの種

類をわかりやすく説明しており、監査人としても一住民の目線からわかりやすい資料となっている。

そのため、「既存の『ごみ減量・分別大百科』の増刷であることから、原稿データの版権を所有する

同業者に受注することで、作業を効率よく進めることが可能であるため」とする随意契約の理由は

妥当なものと考える。 

一方で、当該契約に関して、予定価格の算出にあたり、前年度の契約単価と比較して 10％の値

上がりを見込んでいる。予定価格の算出にあたり、紙の価格の値上がりを想定したもので、随意契

約を締結している企業から入手した参考見積書に基づいている。これに関して、監査人独自で調

べた限りではあるが、日本製紙グループでは令和４年８月出荷分以降の印刷用紙が 15％以上の

値上げ、さらに令和５年２月出荷分以降も 15％以上の値上げを行っている。他の製紙会社も同様

の値上げを行っている。１者随意契約を前提とした予定価格の算出にあたり、値上がりが見込まれ

るタイミングで契約見込み先からの参考見積書のみを根拠としたのでは値上がりの水準の妥当性

を検討する根拠としては弱いものと考えられる。 

以上より、１者随意契約を前提とした予定価格の算出にあたっては、予算額を優先とした考え方

ではなく、値上げ率が適正水準となるように、市況や他社からの参考見積書を入手する等、値上が

りの要因に合致した根拠の入手を検討されたい。【意見】 
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４ 収入事務 

ごみ収集・運搬業務に関する収入は、主に個人経営者・法人等の代表者といった「山形市家庭

系ごみ証紙付有料指定袋」の売りさばき人に販売した際に生じる。なお、売りさばき人は、一定の

要件を満たす個人経営者・法人代表者で「家庭系ごみ用証紙及び粗大ごみ用証紙売りさばき人

指定申請書」を山形市に提出し審査を経たものである。 

また、当該収入を計上するための収入事務については、「山形市財務規則」、「山形市廃棄物の

減量及び適正処理等に関する条例」、及び「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

施行規則」によって定められている。 

 

 
（出典：山形市家庭系ごみ用証紙及び粗大ごみ用証紙取扱概要） 

 

「山形市財務規則」より抜粋 

 

（歳入の調定） 

第 35 条 歳入調定権者（市長が別に定める歳入の調定、納入の通知及び督促に関する専決

者及び補助執行者をいう。以下同じ。）は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調

査確認して、当該歳入の調定をしなければならない。ただし、その性質上事前に調定しがたいも
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のは、現金を領収した日をもつて調定するものとする。 

(１) 契約締結等が適法であること。 

(２) 所属年度、歳入科目、納付すべき金額及び納入義務者等に誤りがないこと。 

(３) 納期限が適正であること。 

(４) 法令その他に違反していないこと。 

２ 前項の規定により歳入の調定をするときは、調定伺書によりこれを行うものとする。 

 

 

「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」より抜粋 

 

（一般廃棄物処理手数料） 

第 31 条 市長は、この市が行う一般廃棄物の処理に関し、別表第１に掲げる区分に応じ、同表

に定める手数料を徴収する。 

 

（手数料の証紙による徴収） 

第 33 条 前２条の手数料は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 231 条の２第１項の規定

に基づき、証紙による収入の方法により徴収するものとし、証紙の種類及び券面額は、次の表の

左欄に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に定めるとおりとする。 

区分 証紙の種類 券面額 

別表第１に規定する家庭系ごみに係る手

数料 

家庭系ごみ用証紙 60 円、35 円、20 円、10 円 

別表第１に規定する粗大ごみに係る手数

料 

粗大ごみ用証紙 500 円 

別表第１に規定するし尿に係る手数料 し尿用証紙 230 円、2,300 円 

その他の廃棄物に係る手数料 廃棄物処理用証紙 100 円、500 円、1,000 円、

5,000 円、10,000 円 

２ 証紙の形式は、規則で定める。 

３ 前２条の手数料の納付は、第１項の表の左欄に掲げる手数料の区分に応じた証紙を市長又

は次項に規定する証紙売りさばき人から購入することにより行うものとし、購入後の証紙の取扱

いについては、規則に定めるところによる。この場合において、証紙により手数料を納付した者

に対しては、領収書を発行しない。 

４ 市長は、第１項の表の中欄に規定する家庭系ごみ用証紙、粗大ごみ用証紙及びし尿用証紙

を売りさばく証紙売りさばき人を指定することができるものとし、指定したとき又は指定を取り消し

たときは、直ちにこれを告示しなければならない。 

５ 著しく汚染し、又はき損した証紙は、無効とする。 
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６ 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただ

し、第１項及び第２項の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は

第４項に規定する証紙売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認め

るときは、この限りでない。 

 

別表第１（第 31 条関係） 

一般廃棄物処理手数料 

区分 単位 金額 

家 庭 系 ご

み 

燃 や せ る ご

み 

この市が行う収集及

び運搬を受ける場合 

規則で定めるごみ袋（以下こ

の表において「指定袋」とい

う。）特大（容量が 60 リットル相

当のものをいう。）１袋につき 

60 円 

指定袋大（容量が 35 リットル相

当のものをいう。以下同じ。）１

袋につき 

35 円 

指定袋小（容量が 20 リットル相

当のものをいう。以下同じ。）１

袋につき 

20 円 

指定袋極小（容量が 10 リットル

相当のものをいう。以下同じ。）

１袋につき 

10 円 

プラスチック

類及び雑貨

品・小型廃家

電類 

指定袋大１袋につき 35 円 

指定袋小１袋につき 20 円 

上記の項目

の 中 で 指 定

袋 に 入 ら な

いごみ 

１品目につき 60 円 

埋立ごみ この市が行う収集、運

搬及び処分を受ける

場合 

指定袋小１袋につき 20 円 

指定袋極小１袋につき 10 円 

指定袋に入らないごみ１品目

につき 

60 円 

埋立ごみ 第 19 条の処理施設20 キログラムまでごと 200 円 
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に自ら又はその者に

代わって一般廃棄物

収集運搬業者が搬入

し、処分を受ける場合 

粗大ごみ この市が行う収集及

び運搬を受ける場合 

１品目につき 2,000 円以内で

規 則 で 定 め る

額 

し尿 この市が行う収集及

び運搬を受ける場合 

180 リットルまで 2,300 円 

180 リットルを超える分 18 リット

ルにつき 

230 円 

備考 区分の欄のごみ等の内容については、市長が別に定める。 

全部改正〔平成 26 年条例 34 号〕 

 

 

「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」より抜粋 

 

（財務規則の適用） 

第 33 条 この規則に定めるもののほか、証紙収入に関する会計事務については、山形市財務

規則（昭和 45 年市規則第８号）に規定するところによる。 

 

 

（実施した手続） 

監査人は、令和４年度に計上されているごみ用証紙代金について、担当であるごみ減量推進課

へのヒアリング及び関連資料の閲覧により事務の概要を把握し、「山形市財務規則」、「山形市廃

棄物の減量及び適正処理等に関する条例」、及び「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関す

る条例施行規則」等に基づいて収入事務手続きが実施されているかの検証を行った。 

 

（監査の結果） 

売りさばき人からの「家庭系ごみ用証紙及び粗大ごみ用証紙買受請求書」、「家庭系ごみ用証

紙及び粗大ごみ用証紙受注確認書」、「納品書」、「調定書」及び関連資料を閲覧した結果、いず

れの証憑も内容に異常性はなく、また、事務処理ミスを防止するようなダブルチェックが適時に行

われており、事務手続きは規定に基づいて行われていた。 
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５ 資産管理 

「山形市家庭系ごみ証紙付有料指定袋」については、「家庭系ごみ証紙付指定袋等調達・製品

管理業務」の受託者である「オビサン株式会社」が管理している。受託者が管理する山形市家庭系

ごみ証紙付有料指定袋については、ごみ減量推進課が管理する「ごみ証紙受発注管理システム」

を用いて、入出庫を把握している。 

 

（実施した手続） 

監査人は、令和４年度の山形市家庭系ごみ証紙付有料指定袋の資産管理について、ごみ減量

推進課へのヒアリング、資料の閲覧及びごみ証紙受発注管理システムの実機の視察を行い、事務

の概要を把握し、財産管理が資産の保全の観点から適切に行われているかについて検証を行っ

た。 

 

（監査の結果） 

ごみ証紙受発注管理システムの実機の視察、受託者が山形市に提出する「出荷実績報告書」、

「指定袋入庫時 数量確認表」、「山形市家庭系ごみ証紙付有料指定袋等在庫管理台帳」及び関

連証憑を閲覧した結果、いずれの証憑も内容に異常性はなく、また、受託者から資料の提出を受

けるだけでなく、ごみ減量推進課担当者が受託者の倉庫に月次で訪問し実数の確認を行っており、

さらに、各ごみ袋の生産ロットについてサンプルで不良品が混在していないかの確認を行っており、

山形市家庭系ごみ証紙付有料指定袋の財産管理は保全の観点から適切に実施されていた。 

 

  



127 

 

６ 情報セキュリティ管理 

 ごみ減量推進課では、「家庭系ごみ証紙付指定袋等調達・製品管理業務」の受託者である「オ

ビサン株式会社」の在庫状況を把握するため、「ごみ証紙受発注管理システム」を用いている。 

ごみ証紙受発注管理システムの概要は下記のとおりである。 

システム名 メーカー 主な使途 

ごみ証紙受発注管理システム 株式会社 エム・エ

ス・アイ 

製造業者の登録・改廃、売りさばき人の

登録・改廃、配送指示の作成等 

 

ごみ証紙受発注管理システムの情報セキュリティ管理については、「山形市電子情報処理規則」

において、次のように定めている。 

「山形市電子情報処理規則」より抜粋 

 

（目的） 

第 1 条 この規則は、この市における電子情報処理及び情報セキュリティ対策について必要な

事項を定め、もって電子情報処理及び情報セキュリティ対策の適正かつ効率的な推進を図るこ

とを目的とする。 

 

（情報セキュリティポリシーの策定） 

第 18 条 この市の情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するための対策を総合的、体

系的かつ具体的に整備するため、山形市情報セキュリティポリシー（以下この章において「情報

セキュリティポリシー」という。）を定めるものとする。 

 

（情報セキュリティポリシーの構成） 

第 19 条 情報セキュリティポリシーは、情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準

をもって構成する。 

 

（情報セキュリティ基本方針） 

第 20 条 情報セキュリティ基本方針は、対象とする情報資産への脅威、職員等の遵守義務、情

報セキュリティ対策の体系等、この市が実施する情報セキュリティ対策についての基本的な考え

方を定めるものとする。 

 

（情報セキュリティ対策基準） 

第 21 条 情報セキュリティ対策基準は、情報セキュリティ基本方針に基づき、この市の情報資産

を取り扱ううえで遵守すべき行為及び判断等の基準等、情報セキュリティ対策を実施するうえで

必要となる基本的な事項について定めるものとする。 
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第 20 条の「情報セキュリティ基本方針」は、市が実施する情報セキュリティ対策についての基本

的な考え方を定めており、目的に「本基本方針は、本市が保有する情報資産の機密性、完全性及

び可用性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定める

ことを目的とする。」と定めている。 

第 21 条の「情報セキュリティ対策基準」は、情報セキュリティ基本方針に基づき、市の情報資産

を取り扱ううえで遵守すべき行為及び判断等の基準等をより詳細に規定したものである。 

対策基準において、電磁的記録媒体等の業務利用、ID 及びパスワードの管理に関して規定さ

れている。さらに、パスワードに関して、使用すべき文字数、文字種等のルールが「山形市 ID・パ

スワード等の管理に関する実施手順」において、具体的に定められている。 

 

（実施した手続） 

監査人は、ＩＤ及びパスワード管理が適切になされているか、記録媒体等による情報の持出しが

制限されているか、バックアップ管理やシステムのバージョンアップ管理が適切に行われているか

について、担当者へのヒアリング、資料の閲覧を行った。 

 

（監査の結果） 

①パスワードの未更新について 

証紙受発注管理システムにログインする際に、ＩＤとパスワードが求められる仕様となっているが、

ＩＤとパスワードを複数担当者で共有しており、パスワードが長期間未更新となっていた。【指摘事

項】 

「山形市 ID・パスワード等の管理に関する実施手順」は、複数の職員等で共用するパスワード

は毎年度変更しなければならない旨を定めている。 

 

②ID 及びパスワードの共用について 

証紙受発注管理システムにログインする際に、ＩＤとパスワードが求められる仕様となっているが、

ＩＤとパスワードを複数担当者で共有しており、ID とパスワードを担当者別に発行せず共有すること

の適否について検討されたい。【意見】 

 

この他、情報の出力は主に紙面によっており、また、マスタメンテナンス機能については一部のＩ

Ｄでのみ操作可能なように制限がかけられていた。さらに、バックアップファイルは定期的に取得さ

れており、「山形市情報セキュリティ対策基準」に照らして適切に管理されていた。 
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第３ ごみの中間処理業務 

１ ごみの中間処理の概要  

（１）ごみ処理の流れ 

①一般廃棄物 

市の一般廃棄物について、山形市、上山市、山辺町及び中山町の２市２町で構成する山形広

域環境事務組合の所管する、エネルギー回収施設（立谷川・川口）、立谷川リサイクルセンターで

中間処理を行っている。もやせるごみについては、焼却施設で焼却処理を行い、もやせないごみ

については、分別後、リサイクル施設で資源化を行い、埋立ごみについては、最終処分場で埋め

立て処理を行う。 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

   

②生活排水 

生活排水とは日常生活や事業活動に伴い排出されるし尿と生活雑排水のことを指す。本市にお

ける汲取りし尿及び浄化槽汚泥は、山形広域環境事務組合のし尿処理施設（山形広域クリーンセ

ンター）で処理している。 
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（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

 

（出典：山形広域環境事務組合 HP） 
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（２）処理施設の状況 

①焼却施設 

市のもやせるごみ、プラスチック類、可燃性粗大ごみは、山形広域環境事務組合が所管するエ

ネルギー回収施設（立谷川・川口）で処理している。 

エネルギー回収施設では、焼却処理の際に熱から蒸気を発生させて、タービン発電機で発電を

行ったり、ロードヒーティング等で融雪に活用する「サーマルリサイクル」を行っている。 

また、焼却後の灰はスラグ化している。スラグは道路の路盤材等に利用され、これにより最終処

分量の削減につながっている。 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

  

②破砕処理施設及び粗大ごみ処理施設 

市のビン・カン、ペットボトル、雑貨品、小型廃家電類、不燃性粗大ごみは山形広域環境事務組

合の立谷川リサイクルセンターにおいて破砕・選別・圧縮処理等により資源化している。 

可燃性の粗大ごみは、エネルギー回収施設の粗物切断機で破砕し、焼却処理をしている。立谷

川リサイクルセンターは稼働から約 30 年経過しており、定期的な整備・補修を実施している。また、

令和２年度に破砕設備の改修工事を行っている。 

 
（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 
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③汲取りし尿・浄化槽汚泥の処理施設   

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

 

（３）焼却処理量の推移 

①市の焼却処理量の推移（横軸は年度である） 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 
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②２市２町の焼却処理量の推移（横軸は年度である） 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 
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２ 山形広域環境事務組合について 

（１）山形広域環境事務組合の概要 

①名称 

山形広域環境事務組合 

（特別地方公共団体…地方自治法第１条の３ 地方公共団体の組合） 

 

②沿革 
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（出典：「山形広域環境事務組合 HP」） 

③構成市町 

山形市、上山市、東村山郡山辺町及び同郡中山町 

 

④構成市町の現況（令和５年４月現在） 

 

（出典：山形広域環境事務組合 HP） 
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⑤規約等 

「山形広域環境事務組合規約（最終改正 平成 19 年３月）」より抜粋 

 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、山形広域環境事務組合（以下「組合」という。）と称する。 

（組合を組織する市町） 

第２条 組合は、山形市、上山市、東村山郡山辺町及び同郡中山町（以下「関係市町」という。）

をもって組織する。 

第３条 組合が共同処理する事務及びその共同処理の対象となる関係市町は、次の表のとおり

とする。 

  

 

（事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、山形市旅篭町二丁目３番 25 号山形市役所内に置く。 

（議会の組織及び議員の選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「組合議員」という。）の定数は、14 人とし、組合議員は、関係

市町の議会において議員のうちから選挙された者とする。 

２ 前項の関係市町の議会において選挙される組合議員の選挙区分は、次のとおりとする。 

  山形市 ７人 

  上山市 ３人 

  山辺町 ２人 

  中山町 ２人 

（管理者及び副管理者） 

第８条 組合に管理者１名及び副管理者３人を置く。 

２ 管理者は、山形市長をもって充てる。 

３ 副管理者は、上山市長、山辺町長及び中山町長をもって充てる。 

４ 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。 

（会計管理者） 
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第 10 条 組合に関係管理者 1 名を置く。 

２ 会計管理者は、山形市会計管理者をもって充てる。 

（経費の支弁の方法） 

第 13 条 組合の経費は、組合の事業から生ずる収入及びその他の収入をもってこれに充て、な

お不足するときは、組合の条例に基づき、組合の議会の決議を経て関係市町が負担する。 

 

 

⑥費用負担 

・総務負担金（総務経費…組合総務、議会費等） 構成市町 各々25％ 

・し尿負担金（し尿処理費…山形広域クリーンセンター） 搬入割合 

・粗大ごみ処理負担金（粗大ごみ処理費…立谷川リサイクルセンター） 搬入割合 

・塵芥処理総務費  搬入割合 

・塵芥処理費（ごみ焼却処理負担金…エネルギー回収施設立谷川） 搬入割合 

・塵芥処理費（ごみ焼却処理負担金…エネルギー回収施設川口） 搬入割合 

 

「山形広域環境事務組合分担金条例（最終改正 平成 30 年７月）」より抜粋 

 

（目的） 

第１条 この条例は、山形広域環境事務組合規約第 13 条の規定に基づき、この組合の経常的

な経費に関する構成市町の分担金（以下「分担金」という。）の支弁方法について、必要な事項

を定めることを目的とする。 

（分担金の支弁方法） 

第２条 分担金の種別、内容及び負担割合は、次の表のとおりとする。 
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ごみ処理施設（立谷川リサイクルセンター）での発火発煙事故は、リチウムイオン電池が原因の

大半を占め、平成 28 年度から発生件数が急増している（後述の第４章監査の結果（個別事業） 第

６個別事業 ７「充電式家電・充電池回収ボックス」の設置参照）。ごみ処理施設機能に致命的なダ

メージを与える火災が発生し費用負担の必要性が生じた場合、ヒアリングによると現時点では当該

年度の搬入割合で算定するとのことであるが、搬入割合とする規定等は特になく、組合内部で決

めているとのことである。なお、搬入されたごみはピットに貯留されるが、発煙等がないことを確認の

上ピットに投入するため、投入後の火災発生の原因物の特定は困難とのことである。 

発火事故の発生件数が急増している状況では、ごみ処理施設機能に致命的なダメージを与え

る火災が発生し多額の費用負担が生じる可能性は低くはない。その際の費用負担方法を明確に

規定で定めておかなければ、実際の費用負担の際に構成市町間で費用負担の調整が難航し修

繕に多大な時間がかかるおそれがある。 

搬入割合で修繕費を負担する場合、搬入量が圧倒的に多い本市が多額の費用負担をすること

になるため、明確に規定で定めておくことを検討されたい。【意見】 
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⑦決算の状況 
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（出典：山形広域環境事務組合 HP） 
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３ 災害等の緊急時の対応 

災害もしくは廃棄物処理施設の重大な故障等により廃棄物を処分（焼却処理、粗大ごみ処理、

埋立処理、し尿処理）することができなくなったとき又はそのおそれがあるとき、廃棄物処分の相互

援助を行うため、「緊急時における廃棄物処分相互援助協定書」を締結している。 

 

「緊急時における廃棄物処分相互援助協定（平成 16 年４月１日締結）」より抜粋 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、別表第１に定める地方公共団体（以下「関係団体」という。）間の緊急時に

おける廃棄物処分の相互援助に関し必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）緊急時 災害若しくは廃棄物処理施設の重大な故障等により廃棄物を処分することができ

なくなったとき又は廃棄物を処分することができなくなるおそれがあるときをいう。 

（２）廃棄物 援助を要請する関係団体（以下「要請団体」という。）自身が処分している一般廃棄

物等をいう。 

（３）援助団体 援助の要請を受けた関係団体をいう。 

（要請） 

第３条 要請団体は、緊急時に廃棄物処分の援助を要請しようとするときは、援助団体に対し、

次に掲げる事項を記載した文書を提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合

は、電話等により要請し、要請後速やかに文書を提出しなければならない。 

（１）緊急の状況及び要請する理由 

（２）援助の要請の期間 

（３）廃棄物の種類及び量 

（４）その他要請団体が必要と認める事項 

（援助の実施） 

第４条 要請団体は、一般廃棄物の処理及び業務に支障のない限り、当該要請に応じるものと

する。 

（廃棄物の搬入） 

第５条 要請団体は、廃棄物を援助団体の指示する廃棄物処理施設に搬入するものとする。た

だし、要請団体において搬入することができない場合は、双方協議のうえ、搬入方法を決

定するものとする。 

（経費） 

第６条 第４条の規定による援助の実施及び前条の規定による廃棄物の搬入に要した費用は、

要請団体が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用の額については、関係団体で協議して別に定めるものとする。 
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（有効期間及び更新） 

第８条 この協定の有効期間は、平成 16 年４月１日から平成 19 年３月 31 日までとする。ただ

し、有効期間満了前 30 日までに、いずれの関係団体からも協定を改定する旨の申し出が

ない場合は、更に３年間有効期間を延長するものとし、以後の期間についても同様とする。 

（実施細目） 

第９条 実施細目については、別に定めるものとする。 

（疑義等の決定及び改定） 

第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたとき、又は協定を改定する

必要が生じたときは、関係団体が協議して定めるものとする。 

 

別表第１ 

関係団体 

 山形市 

 山形広域環境事務組合 

 東根市外二市一町共立衛生処理組合 

 西村山広域行政事務組合 

 置賜広域行政事務組合 

 尾花沢市大石田町環境衛生事務組合 

 最上広域市町村圏事務組合 

 

 

（構成市町村） 

・東根市外二市一町共立衛生処理組合…東根市、村山市、天童市、河北町 

・西村山広域行政事務組合…寒河江市、大江町、朝日町、西川町 

・置賜広域行政事務組合…米沢市、長井市、南陽市、高畠町、川西町、白鷹町、小国町 

飯豊町 

・尾花沢市大石田町環境衛生事務組合…尾花沢市、大石田町 

・最上広域市町村圏事務組合…新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村 

鮭川町、戸沢村 

 

「実施細目（協定書関係解釈）」より抜粋 

 

緊急時における廃棄物処分相互援助協定書の実施細目は、次のとおりとする。 

２．緊急時における廃棄物処分相互援助協定書における用語の解釈及び運用は次のとおりと

する。 

（１）第２条に定める緊急時の解釈 
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②廃棄物処理施設の重大な故障等とは、施設の修復におおむね１週間以上を要する場合と

する。 

（５）第６条第２項に定める費用の額は、災害の場合においては次のとおりとし、施設の故障等の

場合は、災害の場合の 1.5 倍とする。 

 ①ごみ 援助団体の条例単価 

 ②し尿 3,700 円/KL（消費税相当額を含む。） 

この実施細目は、平成 16 年４月１日から運用するものとする。 

 

ごみ処理単価 

各団体の条例単価                                       

団体名 焼却 粗大・不燃 埋立 

山形市 － － 200 円/20kg 

山形広域環境事務組合 140 円/10kg 140 円/10kg  

東根市外二市一町共立衛生処理組合 180 円/10kg 180 円/10kg  

西村山広域行政事務組合 150 円/10kg 150 円/10kg  

置賜広域行政事務組合 180 円/10kg 180 円/10kg  

尾花沢市大石田町環境衛生事務組合 180 円/10kg 180 円/10kg  

最上広域市町村圏事務組合 180 円/10kg 180 円/10kg  

 

し尿処理単価 

各団体の処理経費（令和４年度実績）                            （単位：円/KL） 

山形広域 東根市外 西村山広域 置賜広域 尾花沢広域 最上広域 

7,066 5,060 3,032 4,426 5,073 12,724 

6 団体の平均処理経費＝6,300 円/KL 

 

令和５年９月 28 日付けの書面で協議した「緊急時における廃棄物処分相互援助の会連絡責任

者会議（書面会議）」において、し尿処理単価について協議が行われ、処理単価を 6,300 円/KL

（消費税含む）に変更することになり、実施細則を令和６年４月１日から改正することになっている。 

なお、現時点で「緊急時における廃棄物処分相互援助協定」による相互援助の実績はない。 

 

  



145 

 

４ 山形広域環境事務組合との土地賃貸借契約 

市は山形広域環境事務組合の運営するエネルギー回収施設（立谷川）、立谷川リサイクルセン

ター（立谷川）、山形広域クリーンセンター（沼木）で使用する土地を山形広域環境事務組合に賃

貸している。 

山形広域クリーンセンター（沼木）へ賃貸している土地については、地籍調査の成果に基づき合

筆が行われたが、賃貸借契約書上では、合筆前の情報が記載されている。また、「山形市公有財

産の取得、管理及び処分に関する規則」に基づく財産異動報告も遅延しており、公有資産台帳に

正しく反映されていない。このことから、土地の実態と契約書の内容及び公有資産台帳の内容を一

致させるべきである。【指摘事項】 

 

「山形市公有財産の取得、管理及び処分に関する規則」より抜粋 

 

第２章 取得 

（現状の把握） 

第 18 条 各部等の長は、常にその所管する公有財産の現状と調査し、特に次に掲げる事項に

注意しなければならない。 

（５）公有財産台帳及びその附属資料と公有財産との照合 

 

第５章 台帳 

（台帳） 

第 41 条 

２ 台帳には、公有財産に係る次に掲げる事項を記載するとともに、当該事項について変動があ

ったときは、遅滞なく補正しておかなければならない。ただし、公有財産の性質によっては、記載

事項を省略することができる。 

（１）区分及び種目（土地においては地目） 

（２）所在 

（３）数量 

（４）価格 

（５）得喪・変更の年月日 

（６）その他必要な事項 
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第４ ごみの最終処理業務 

１ 目的 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条及び第６条の２の定めにより、市では生活環境の

保全及び公衆衛生の向上を目的として、山形市上野最終処分場を設けている。 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より抜粋 

 

第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃棄

物処理計画」という。）を定めなければならない。 

 

第６条の２ 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活

環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生することを含む。・・・

（中略）・・・）しなければならない。 

 

 

山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」より抜粋 

 

（処理施設） 

第 19 条 この市に、廃棄物を適正に処理するための処理施設を設置する。 

２ 前項の処理施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 

山形市上野最終処分場 山形市蔵王上野字南坂 738 番地 
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２ 事業内容 

山形市上野最終処分場では、ごみ集積所より収集された植木鉢、ガラス、瀬戸物等の「埋め立

てごみ」や焼却処分時に発生する「溶融飛灰」、「溶融残渣」等を埋め立て、覆土処理を行っている。 

年間処分量は下記のとおりであり、近年は２か所のエネルギー回収施設が稼働した影響もあり

減少傾向にある。 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2018 年３月)」） 
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（出典：山形市「令和４年度山形市一般廃棄物処理実施計画」） 
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 なお、上記の「最終処分量の推移」のグラフの横軸は年度である。 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月)」） 

 

山形市上野最終処分場の埋立容量 506,471 ㎥に対し令和４年３月末時点の残余容量は

117,471 ㎥である。このため、長期運用を図るため埋立容量を増加する「二期整備事業」を令和元

年より実施しており、令和９年度より供用開始を予定している。 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月)」） 
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３ 委託契約 

（概要） 

本市における委託契約は、市の施設である上野最終処分場に係る上野最終処分場運転管理

等業務委託や施設内で使用する機械棟の修繕費、上野最終処分場の拡張工事に係る第二期整

備事業に伴う環境影響評価業務委託等、多岐にわたっている。 

なお、契約事務に係る規程は「第２ ごみ収集運搬業務」で記載しているため、参照されたい。 

 

（実施した手続） 

監査人は、ヒアリング及び現地調査を行い、事務の概要を把握するとともに、サンプルとして抽

出した取引に関して、「山形市財務規則」、「山形市契約規則」及び関連する規程等に基づいて、

支出・契約事務手続が実施されているかの検証を行った。また、随意契約を行っている場合の当

該理由の妥当性についてもあわせて確認した。 

なお、監査にあたっては、市役所の内部事務処理システムから支出命令ごとに出力した予算執

行データに基づき、監査手続を実施した。監査対象とした支出命令の件数及び金額は下表のとお

りである。 

 

 件数 金額（支出命令額） 

ごみの最終処理業務 67 件 141,587,130 円 

 

（監査の結果） 

（１） 雨具 

支 出 命 令 日 令和４年９月 29 日 

金 額 237,600 円 

購 入 先 株式会社川井スポーツ 

契 約 方 式 随意契約（見積合わせ） 

落 札 率 － 

 

① 雨具の被服貸与について 

当該契約において、モンベル社製のレイントレッカージャケット９着分の被服（雨具）を取得した。

市の担当課職員の屋外作業用として、担当課職員が普段から不法投棄現場確認や投棄物回収

対応があり、その際に使用するため購入したものである。また、担当課職員は災害廃棄物の処理

担当であり、その際の着用も想定しており、使用見込期間は市の「山形市職員に対する被服貸与

規程」に定める「雨衣」として、「使用に耐えられる期間」と定めている。なお、「使用に耐えられる期

間」に具体的な年数の規程はなく、損耗の程度により使用できなくなるまで使用することとなる。 

「山形市職員に対する被服貸与規程」より抜粋 
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（貸与品） 

第２条 職員のうち、常時勤務する者（臨時的に任用された職員を除く。）に対する被服の被貸

与者の区分、貸与品及び貸与期間は、別表による。 

（期間の計算） 

第３条 貸与期間の計算は、貸与した月から月をもつて計算する。 

２ 貸与期間満了前の返納品を貸与した場合の貸与期間については、前の実貸与期間を全て

通算する。 

３ 被服の貸与を受けた者が、配置換等により同一の品目の被服を貸与される職員となつた場

合には、その同一の品目の貸与品に限り、異動前の貸与品を引き続き貸与するものとし、貸与

期間は通算するものとする。 

４ 貸与期間は、その満了に際し、使用の事実及び損耗の程度により、その期間を延長すること

ができる。 

 

雨具の取得に関して、市ではモンベル社製の雨具を購入した理由として、不法投棄現場確認や

投棄物回収は、突発的に作業が発生し、山林等の作業がほとんどで、かつ、その作業用には機能

性と耐久性が必要であるため、モンベル製品と同等の機能の製品が必要と考え、当該雨具を発注

した、との回答を得た。監査人としても、上野最終処分場の現場を確認した限りで、施設が設置さ

れているのが山間部であり、屋外での作業を前提としていることから、雨具製品の性能は一定程度

高いものが要請されることは理解されるところである。 

一方で、担当課職員のうち、前段のような業務に従事する職員の人数と購入した雨具を職員間

で共有することの可否を質問した。回答としては、不法投棄現場の確認等には、２～４名の人数で

対応しており、通報を受けた後の対応となるため、突発的に対応が生じるのに加えて、災害時の対

応等の際は、より多人数で対応が必要となる、との回答を得た。また、雨具の複数人数での共有は、

各自サイズが異なるため、そもそも共有は不可能であり、衛生面や感染症対策の観点からも、共有

は行わない、とのことである。職員間の共有に関しては、市からの回答のとおり、衛生面、感染症対

策の観点から適切ではないことは理解されるところである。しかし、今回購入したのは９着分の雨具

であり、市から回答があった現場確認等の職員は「２～４名」であることから考慮すると、余分に雨具

を購入しているのではないかとの疑念がある。 

また、職員は人事異動により数年で別の部署に異動することが想定されるが、異動先に今回購

入した雨具を引き続き持参して使用することができる規定となっている。仮に、異動先の部署で屋

外作業がない場合には、購入した雨具は使用されずにそのまま保管されることとなる。もし、異動

元の部署に雨具を貸与されていない職員が配属された際には、また新たに雨具を購入する必要

があり、衛生的にも、被服の損耗も激しくなければ、サイズが合えば使用していない雨具をマッチン

グして使用することも可能である。 

なお、現状の貸与されている被服の管理は、各職員が被服貸与簿を作成し、貸与されている被

服をリストアップした上で、人事異動があれば当該被服貸与簿にて異動先で管理されることとなる。
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あくまで貸与される被服は各職員が管理するもので、担当課が管理する体制になっていない。 

「山形市職員に対する被服貸与規程」より抜粋 

 

（貸与品の検査等） 

第 10 条 所属長は、被服貸与簿（別記様式）を備え付け、常に貸与品の貸与状況を把握し、随

時貸与品の検査を行なわなければならない。 

 

以上より、職員が共通して着用する被服は従前どおり、異動先で継続して使用することは問題な

いが、不法投棄の見回りのような業務特有の事情で必要となる被服に関しては担当課で一括して

管理することで、貸与する被服が使用されない期間がないように管理することを検討されたい。【意

見】 

 

（２） 山形市上野最終処分場運転管理等業務委託 

契 約 期 間 令和３年度～令和６年度 

委 託 金 額 43,626,000 円 

委 託 先 山形環境保全協同組合 

契 約 方 式 随意契約（１者） 

落 札 率 － 

 

① 請求日の記載漏れについて 

当該契約に関して、３年間の長期継続契約にて契約を行い、各年度では毎月委託料を分割し

て委託先に支払いを行っている。令和４年度のうち、８月分の請求に関して、請求書に請求日の記

載がなく、文書の不備が確認された。 

当該請求書は市の指定した様式にて委託先から請求されており、同請求書には検収日の記載

もできる様式となっている。市の担当者による検収の証跡及び検収日は記載されているものの、請

求日の記載がない状態であり、適切な支払事務となっていない。なお、同契約の令和４年度分の

請求書を確認したが、請求日の記載が漏れていたのは８月分のみである。 

以上より、単純なケアレスミスと考えられるが、電子決裁での事務処理を推し進めている市にお

いて、公文書の管理はより一層適切かつ慎重に行う必要があるため、請求日の記載漏れ等のよう

な公文書の不備がないように庁内での周知徹底を行うべきである。【指摘事項】 

 

（３） 山形市上野最終処分場浸出水処理施設機器洗浄用動噴ポンプ修繕 

支 出 命 令 日 令和４年 11 月１日 

金 額 9,350 円 

購 入 先 三菱農機販売株式会社 

契 約 方 式 随意契約（見積合わせ） 
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落 札 率 － 

 

① 随意契約による場合の見積合わせの実施について 

当該契約に関して、見積合わせを行ったうえで業者選定を行い、修繕工事を行っている。市が

定めている「財務会計の手引」によれば、下記のとおり規定されている。 

「財務会計の手引」より抜粋 

 

４ 業者選定 

【随意契約による場合】 

名簿登載者等から、２人以上の見積者を選定し、見積業者選定調書を作成する。これにより難

い場合は、見積業者選定調書にその理由を記載する。（設計金額が 50 万円までは理由の記載

を省略することができる。）見積業者選定調書は○秘 扱いとし、起案は課長専決の場合は担当す

る係長又は担当者が、部長以上専決の場合は担当課等の長が行い、決定者において封入・封

印する。なお、課長専決のものについては封入・封印を省略することができる。 

○省 設計金額が 50 万円までのものは、見積業者選定調書の作成を省略することができる。 

 

上記規定によれば、随意契約による場合、設計金額が 50 万円までは見積業者選定調書の作

成を省略できるが、見積業者の選定そのものを省略できるものでないと解される。この点に関して、

市へ質問をした結果、下記のような回答を得た。 

予定価格が 130 万円までの各課執行の機器修繕などの工事又は製造の請負は地方自治法施

行令第 167 条の２第１項第１号及び山形市契約規則第３条第１項第１号の規定により随意契約

による事ができ、随意契約による場合は名簿登録業者等から２人以上の見積者を選定し見積合

わせを行っております。令和５年度もこれらは変更せず同様に行っております。 

 

以上より、見積業者選定調書の作成を省略できる場合であっても、説明責任を果たすためにも

業者選定にあたっての考え方を省略することが無いように、見積合わせの実施に関して庁内で共

通認識を引き続き持つように留意されたい。 

 

（４） 山形市上野最終処分場管理棟漏水検知装置用プリンター他修繕 

支 出 命 令 日 令和５年３月 28 日 

金 額 213,400 円 

購 入 先 有限会社シスト電工 

契 約 方 式 随意契約（見積合わせ） 

落 札 率 － 
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① 随意契約による場合の見積合わせの実施について 

当該契約に関して、見積合わせを行ったうえで業者選定を行い、修繕工事を行っている。詳細

な検討の内容は（３）の契約と同様であるため、記載を省略する。 

 

（５） 炭酸ソーダ（上野最終処分場浸出水処理用） 

支 出 命 令 日 令和４年５月 20 日 

金 額 538,395 円 

購 入 先 株式会社細谷信吉商店 

契 約 方 式 随意契約（見積合わせ・単価契約） 

落 札 率 － 

 

① 予定価格の物価高騰に係る加算率の根拠について 

当該契約では、上野最終処分場浸出水処理用に使用する塩化第二鉄、硫酸、炭酸ソーダを企

業から調達している。 

予定価格の算出にあたり、前年度の契約単価と比較して塩化第二鉄と硫酸は 15％の値上がり、

炭酸ソーダは 45％の値上がりを見込んでいた。市では、前年度の見積合わせの結果や業者から

の情報収集等による市場調査に基づき、加算水準を決定していたが、電話等で情報交換をしなが

ら、業界の市況等の聴き取りを基にしていたため、情報収集した資料は残っていなかった。 

昨今の原油価格の高騰等を考慮すれば、値上がりすることはやむを得ないと考えるが、それを

予定価格にどの程度織り込み決定すべきかについては、客観的な情報、根拠に基づく必要があり、

予定価格の決定権限者にとって非常に重要な情報となる。 

以上より、値上がりを見込む予定価格の算出にあたっては、市況や関連企業からの参考見積書

を入手する等、値上がりの要因に合致した根拠の入手を検討されたい。【意見】 
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４ 収入事務 

山形市上野最終処分場に関する収入は、主に市民又は市民から委託を受けた業者が埋立ご

みを搬入した際に収受する埋立料金である。市民又は市民から委託を受けた業者は、持ち込んだ

埋立ごみの重量に応じて一般廃棄物処理手数料を現金ないし後納にて支払う。 

また、当該収入を計上するための収入事務については、「山形市財務規則」、「山形市廃棄物の

減量及び適正処理等に関する条例」、及び「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

施行規則」によって定められている。 

「山形市財務規則」より抜粋 

 

（歳入の調定） 

第 35 条 歳入調定権者（市長が別に定める歳入の調定、納入の通知及び督促に関する専決

者及び補助執行者をいう。以下同じ。）は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調

査確認して、当該歳入の調定をしなければならない。ただし、その性質上事前に調定しがたいも

のは、現金を領収した日をもつて調定するものとする。 

(１) 契約締結等が適法であること。 

(２) 所属年度、歳入科目、納付すべき金額及び納入義務者等に誤りがないこと。 

(３) 納期限が適正であること。 

(４) 法令その他に違反していないこと。 

２ 前項の規定により歳入の調定をするときは、調定伺書によりこれを行うものとする。 

 

 

「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」より抜粋 

 

（一般廃棄物処理手数料） 

第 31 条 市長は、この市が行う一般廃棄物の処理に関し、別表第１に掲げる区分に応じ、同表

に定める手数料を徴収する。 

 

別表第１（第 31 条関係） 

一般廃棄物処理手数料 

区分 単位 金額 

家 庭 系 ご

み 

燃 や せ る ご

み 

この市が行う収集及

び運搬を受ける場合 

規則で定めるごみ袋（以下こ

の表において「指定袋」とい

う。）特大（容量が 60 リットル相

当のものをいう。）１袋につき 

60 円 

指定袋大（容量が 35 リットル相35 円 
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当のものをいう。以下同じ。）１

袋につき 

指定袋小（容量が 20 リットル相

当のものをいう。以下同じ。）１

袋につき 

20 円 

指定袋極小（容量が 10 リットル

相当のものをいう。以下同じ。）

１袋につき 

10 円 

プラスチック

類及び雑貨

品・小型廃家

電類 

指定袋大１袋につき 35 円 

指定袋小１袋につき 20 円 

上記の項目

の 中 で 指 定

袋 に 入 ら な

いごみ 

１品目につき 60 円 

埋立ごみ この市が行う収集、運

搬及び処分を受ける

場合 

指定袋小１袋につき 20 円 

指定袋極小１袋につき 10 円 

指定袋に入らないごみ１品目

につき 

60 円 

埋立ごみ 第 19 条の処理施設

に自ら又はその者に

代わって一般廃棄物

収集運搬業者が搬入

し、処分を受ける場合 

20 キログラムまでごと 200 円 

粗大ごみ この市が行う収集及

び運搬を受ける場合 

１品目につき 2,000 円以内で

規 則 で 定 め る

額 

し尿 この市が行う収集及

び運搬を受ける場合 

180 リットルまで 2,300 円 

180 リットルを超える分 18 リット

ルにつき 

230 円 

備考 区分の欄のごみ等の内容については、市長が別に定める。 
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（実施した手続き） 

監査人は、上野最終処分場に訪問し一般廃棄物処理手数料について、担当である廃棄物指導

課へのヒアリング及び関連資料の閲覧により事務の概要を把握し、「山形市財務規則」、「山形市

廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」、及び「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関

する条例施行規則」等に基づいて収入事務手続きが実施されているかの検証を行った。 

 

（監査の結果） 

市民又は市民から委託を受けた業者が持ち込んだ結果は、重量計と連動する端末より「計量記

録日報」として出力される。「計量記録日報」には計量された時刻をはじめ、社番、事業者区分（市

民又は市民から委託を受けた業者か）、ごみ種区分、重量、料金等の情報が記載される。同様の

情報は同一の端末から「金券（金種）日報」、「区分別集計日報」等として出力される。 

「計量記録日報」、「金券（金種）日報」、「区分別集計日報」を閲覧した結果、いずれの証憑にも

異常性はなく、重量計に連動して自動で集計されるものであることから事務処理ミスは防止されて

おり、事務手続きは規定に基づいて行われていた。 
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５ 資産管理 

（１） 資産の管理台帳の整備・運用状況 

①資産の区分について 

市は「財務会計の手引」及び「山形市公有財産の取得、管理及び処分に関する規則（以下「公

有財産の規則」という。）」において、資産の区分を以下のとおり定めている。 

 

「財務会計の手引」より抜粋 

 

第８章 備品 

１ 物品の区分  

 物品は、次のとおり区分する（財務規則 109）  

（１）備品    その性質、形状が変わることなく、比較的長期間継続使用できるもの及び動物      

（消耗品に属するものを除く。） 

（２）消耗品   その性質、形状が１回又は短期間の使用によつて、消費されるもの 

（３）原材料   生産又は加工するための原料及び材料並びに工事材料 

（４）生産物品 製造、耕作、捕獲及び加工等により取得したもの 

（５）不用品   使用の必要がないもの又は使用することができないもので、財務規則第 130 条

の規定により不用の決定があったもの 

 

２ 備品の定義と取扱 

（１）備品の定義 

 備品整理区分表に登載されてあるものは、原則として備品とする。その他については、次に掲

げる要件に該当するものを備品とする。 

ア  その性質又は形状を変えないで、比較的長期間（原則として 1 年以上）使用に耐える物品

で、一品の取得見積価格が 1 万円以上の物品を備品とする。 

イ  １冊１万円以上の図書及び図書館又は図書室等の蔵書は備品とする。ただし、年鑑、職員

録、その他年度版六法全書等で、加除追録がなく当該年度を経過すれば比較的使用価値

のないものは消耗品扱いとする。 

ウ  単体で使用できる物品を一式又は一組等セットで購入した場合に、セット価格が 1 万円以

上であれば備品とし、単体で買い足し、交換する場合でも価格が 1 万円以上であれば備品と

する。  

（２）備品の取扱要領 

ア  備品は備品整理区分表のとおり分類するので、これを基準に取扱う。 

イ  事務用備品（調度品）を購入（学校備品を除く）する場合は、管財課に合議する。 

ウ  寄付等を受けた備品は、購入品と同じ取扱とする。ただし、評価額は取得時の時価等によ

り算定する。 
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エ  美術品を取得した場合は、美術品カードに写真貼付のうえ管財課に提出する。 

オ  重要備品とは、取得価格（美術品にあっては評価額）が 50 万円以上の備品をいう。 

カ  「備品シール」を作成し、備品本体の外部から見易い場所に貼付する。 

キ  備品の取扱について疑義のある場合又は例外的な物品等については、その都度管財課

と協議する。 

 

「公有財産の規則」より抜粋 

 

第５章 台帳 

第 41 条 財政部長は、常に公有財産の状況を明らかにしておくため、公有財産台帳（以下この

条から第 45 条まで及び別表第２において「台帳」という。）を備え、法第 238 条第３項に規定す

る分類に従い、取得した公有財産について台帳に登録するなど、この章に定めるところにより

台帳の整備を行わなければならない。 

２ 台帳には、公有財産に係る次に掲げる事項を記載するとともに、当該事項について変動のあ

ったときは、遅滞なく補正しておかなければならない。ただし、公有財産の性質によっては、記

載事項を省略することができる。 

（１）区分及び種目（土地においては地目） 

（２）所在 

（３）数量 

（４）価格 

（５）得喪・変更の年月日 

（６）その他必要な事項 

３ 台帳に登録すべき公有財産の区分及び種目は、別表第１のとおりとする。 

 

第 42 条 台帳には、前条第１項の規定により登録される土地、建物及び地上権等並びに必要と

認める立木及び工作物についての図面その他の資料を附属させ、異動のあった都度補正して

おかなければならない。 

２ 前項に定める図面の調製基準は、市長が別に定めるものとする。 

 

第 43 条 台帳に記載する価格は、購入にかかるものは購入価格、交換にかかるものは交換当時

の評価額、収用にかかるものは補償金額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定め

るものとする。 

（１）土地については、類地の時価を考慮して算定した金額 

（２）建物、工作物及び動産については、建築費又は見積価額 

（３）立木については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準

として算定することが困難なものは見積価額 
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（４）法第 238 条第１項第４号又は第５号に掲げる権利については、取得価格によることが困難

なものは見積価額 

（５）法第 238 条第１項第６号及び第７号に掲げる財産のうち、株券については払込金額、出資

による権利については出資金額、その他のものについては額面金額 

２ 台帳に記載する価格に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 台帳価額は、３年ごとにその年の３月 31 日における現況において、市長の定めるところにより

評価のうえ、これを改定するものとする。 

 

 

（実施した監査手続） 

上野最終処分場にて管理されている固定資産及び備品が、市の規程のとおりに適切に管理さ

れていることを確認するために、実査による資産の実在性の確認及び台帳等の網羅性の確認を行

った。 

 

（監査の結果） 

イ 固定資産の現物の確認 

上野最終処分場の公有財産台帳より建物を４件、建物以外の公有財産を 11 件サンプルとして

抽出し、固定資産現物の実査を行った結果、特に問題となる点は発見されなかった。 

 

（建物） 

建物物件

番号 

用途 延床面積

（㎡） 

異動日 

（※１） 

取得価格 

（円） 

結果 

1495 一般事務所 221.35 2020/4/1 372,100,952 問題なし 

1496 車庫 134.00 2020/4/1 16,904,490 問題なし 

1497 車庫 140.00 2020/4/1 20,225,623 問題なし 

1498 機械棟（処理場） 839.60 2020/4/1 310,922,858 問題なし 

 

（建物以外） 

公有財産

番号 

用途 備考 異動日（※１） 取得価格 

（円） 

結果 

13960 樹木 樹木 2020/4/1 2,805,773 問題なし 

13965 築庭 築庭 2020/4/1 2,281,178 問題なし 

13969 貯槽 貯槽 2020/4/1 19,551,893 問題なし 

13971 原動装置 蒸気ボイラー 2020/4/1 16,372,825 問題なし 

13972 伝動装置 ポンプ・攪はん機・ 2020/4/1 198,814,850 問題なし 
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公有財産

番号 

用途 備考 異動日（※１） 取得価格 

（円） 

結果 

ブロック掻寄機 

13973 作業装置 チェーンブロック・薬

品溶解 

2020/4/1 57,816,303 問題なし 

13976 雑工作物 その他建物附属設

備 

2020/4/1 8,727,198 問題なし 

13977 雑工作物 その他プラント設備 2020/4/1 189,951,590 問題なし 

13978 雑工作物 ITV 機器 2020/4/1 17,069,035 問題なし 

13979 雑工作物 二重シート構造 2020/4/1 1,513,016,375 問題なし 

20039 雑工作物 H28 表面雨水排除

工設置 

2020/4/1 57,402,000 問題なし 

（※１）2020 年４月１日に所管が変更されたことから、同一日付になっている。 

 

②備品の現物の確認 

上野最終処分場の備品台帳より備品を 15 件サンプルとして抽出し、備品現物との実査を行った

結果、特に問題となる点は発見されなかった。 

 

（備品） 

備品番号 分類名称 品名名称 取得日 取得価格（円） 結果 

57180 機械器具類 ジャッキ 1977/3/12 58,000 問題なし 

53275 厨房調理機器類 ガスレンジ 1987/6/6 15,600 問題なし 

55762 機械器具類 その他の農業機器 1990/5/26 31,312 問題なし 

55763 機械器具類 その他の農業機器 1990/5/26 31,312 問題なし 

54984 機械器具類 電気洗濯機 1991/5/29 39,655 問題なし 

49924 光学通信音響機

器類 

無線機 1994/5/6 25,750 問題なし 

57591 車両類 原動機付自転車 1996/5/31 126,136 問題なし 

54454 機械器具類 洗車機 1998/5/18 367,500 問題なし 

57621 車両類 除雪機 1999/10/29 383,250 問題なし 

48201 計量機器類 距離計 2000/2/28 36,708 問題なし 

54851 機械器具類 電気掃除機 2000/3/31 26,775 問題なし 

31242 調度品類 整理棚 2000/6/12 94,500 問題なし 

54464 機械器具類 ＦＲＰユニットプール 2000/6/12 61,582 問題なし 

57463 車両類 小型貨物自動車 2000/6/12 1,016,886 問題なし 
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備品番号 分類名称 品名名称 取得日 取得価格（円） 結果 

50760 光学通信音響機

器類 

テレビ 2009/10/15 137,130 問題なし 

 

（監査の結果）  

サンプル抽出した備品の実在性は問題なかったが、備品台帳の網羅性を確かめるために上野

最終処分場に保管されている備品が適切に備品台帳に登録されているか（備品シールの貼付が

あるかどうか）確認したところ、以下の問題点が発見された。 

・備品台帳に登録されていない備品が存在する（備品シールが貼られていない、または所定の

備品シールが貼られていない）。 

（乾燥機）                      （洗濯機） 

 

（ポット） 

 



163 

 

比較的、最近に購入した備品について、備品台帳に未登録（備品シールの未貼り付けや、備品

番号等の記載がない所定外のシールが貼られている）のケースが散見された。 

備品は、原則として１年以上使用する市の財産である。そのため、紛失、盗難等を防ぐ目的や、

老朽化した備品を適切な時期で更新する目的から、備品番号や取得日等の情報を記載した備品

シールを貼り付けの上、すべての備品を備品台帳に適切に登録すべきである。【指摘事項】 

 

③薬品の管理状況について 

上野最終処分場では、浸出水処理施設における浸出水処理時に使用する薬品や、浸出水分

析時に使用する試薬等、使用用途によって様々な薬品を保管している。保管されている薬品の中

には毒物や劇物も含まれており、薬品の盗難、紛失、漏洩の防止観点から徹底した管理が必要で

ある。 

なお、毒物及び劇物となる薬品に関しては、毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）及

び厚生労働省からの通知文書により、徹底した管理が義務付けられており、市は当該法律等に基

づき、管理を行っている。 

「毒物及び劇物取締法」より抜粋 

 

第 11 条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失す

ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。 

 

「厚生労働省発出文書 薬生薬審発 0202 第５号」より抜粋 

 

１ 「毒物及び劇物の保管管理について」（昭和 52 年３月 26 日付け薬発第 313 号薬務局長

通知）、「毒物及び劇物の適正な保管管理等の徹底について」（平成 10 年７月 28 日付け医

薬発第 693 号医薬安全局長通知）等を踏まえ、毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 

303 号）第 11 条第１項等に基づき、適切に、毒物及び劇物の保管管理がなされているかを改

めて点検すること。  

２ 特に、毒物及び劇物を貯蔵、陳列等する場所について、かぎをかける設備等のある堅固な施

設とした上で、そのかぎの管理方法についても適切な措置をとること。  

３ また、毒物及び劇物の盗難、紛失の事態が生じた場合には、毒物及び劇物取締法第 16 条

の２第２項等に基づき、直ちに警察署及び関係行政機関に届け出る等の適切な処置を講じるこ

と。 

 

（実施した監査手続） 

上野最終処分場にて管理されている薬品の管理方法や市に対する保管状況の報告方法につ

いて、質問や資料の閲覧により確認を行った。 
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（参考：施設内の薬品保管の状況） 

 

 

確認の結果、以下の取決め等により、市では、以下の方法にて薬品の管理を行っていた。 

ア 浸出水処理施設にて浸出水処理に使用する薬品管理 

運転管理受託者（以下「受託者」という。）が、一日一回以上、薬品タンク、薬品注入装置、配

管からの薬品の漏洩がないか点検すると同時に、タンク残量の確認を行う。 

イ 浸出水分析に使用する試薬の薬品管理 

受託者にて薬品を使用する際、薬品庫から取出し、使用後に残量を確認してから薬品庫へ

戻し保管する。薬品在庫量の定期点検としては、月末に棚卸をし、入庫量、使用量と突合した

結果を薬品在庫管理表に記載する。 

ウ 市への報告   

受託者が薬品管理状況等を記載した「委託業務報告書」を作成し、市へ報告を行う。市は当

該報告により、薬品の管理状況を確認している。 

 

なお、これらの管理方法についてはマニュアル等の作成はなく、人事異動等による担当者の変

更時には、口頭や資料の回覧等により引継ぎ業務を行っている。 

 

（監査の結果） 

毎月末に市へ薬品の在庫量を報告する際に使用している「薬品管理表」を確認したところ、残量

の報告は、浸出水処理施設で浸出水処理に使用する薬品のみの記載となっており、浸出水分析

に使用する試薬については、残量の記載はなく、「薬品管理表」の下部に、「分析用薬品庫（施錠

状況、在庫確認）状況」と記載した欄を設け、良否（○か×）の記載のみに留めている。 

浸出水分析に使用する試薬は、浸出水処理に使用する薬品よりも取扱量が少ないことから簡易

な報告としているが、これは試薬が薬品よりも取扱量が少ないことによる「合理的な差」であると考え
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られる。 

また、薬品の日々の入出庫を記録している「薬品在庫管理表」には、薬品を出し入れした担当者

（管理表では記入者と記載）が押印するという運用が行われていた。 
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第５ し尿処理業務 

１ 目的 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第６条及び第６条の２の定めにより、市では生活環境の

保全及び公衆衛生の向上を目的として、ごみの収集運搬及び処理を行っている。また、し尿の放

流は下水道又は浄化槽にて処理した場合にのみ認めている。 

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より抜粋 

 

第６条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画（以下「一般廃

棄物処理計画」という。）を定めなければならない。 

 

第６条の２ 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生

活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分（再生することを含

む。・・・（中略）・・・）しなければならない。 

 

 

「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」より抜粋 

 

第 29 条 下水道法（昭和 33 年法律第 79 号）第２条第６号に規定する終末処理場又は法第

８条第１項に規定するし尿処理施設で処理する場合を除き、何人も、浄化槽による処理をした

後でなければ、し尿を河川その他の公共の水域に放流してはならない。 
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２ 事業内容 

市では、し尿について、個別の申し込みに応じて、し尿の収集・運搬を行っている。し尿の収集・

運搬業務については、山形市から「一般廃棄物（し尿）収集運搬等業務委託」を受託した「山形清

掃衛生協同組合」が実施している。 

し尿の収集・運搬を希望する市民は、「山形清掃衛生協同組合」に対して、収集・運搬の依頼を

行う。この際、収集・運搬を希望する市民は「し尿用証紙」を売りさばき人でもある「山形清掃衛生協

同組合」より購入する。 

 

「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」より抜粋 

 

３ し尿を排出する者は、条例別表第１に定める処理手数料に相当する額のし尿用証紙を収

集の際に市長に納付しなければならない。 
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３ 委託契約 

（概要） 

本市における委託契約は、一般廃棄物（し尿）収集運搬等業務委託や公衆便所清掃等管理業

務委託、北山形駅西口公衆トイレ（バリアフリートイレ）新築工事等の委託や工事を行っている。 

なお、契約事務に係る規程は「第２ ごみ収集運搬業務」で記載しているため、参照されたい。 

 

（実施した手続） 

監査人は、ヒアリング及び現地調査を行い、事務の概要を把握するとともに、サンプルとして抽

出した取引に関して、「山形市財務規則」、「山形市契約規則」及び関連する規程等に基づいて、

支出・契約事務手続が実施されているかの検証を行った。また、随意契約を行っている場合の当

該理由の妥当性についてもあわせて確認した。 

なお、監査にあたっては、市役所の内部事務処理システムから支出命令ごとに出力した予算執

行データに基づき、監査手続を実施した。監査対象とした支出命令の件数及び金額は下表のとお

りである。 

 

 件数 金額（支出命令額） 

し尿処理業務 14 件 24,002,000 円 

 

（監査の結果） 

（１） 一般廃棄物（し尿）収集運搬等業務委託 

契 約 期 間 令和３年度～令和６年度 

委 託 金 額 115,907,000 円 

委 託 先 山形清掃衛生協同組合 

契 約 方 式 随意契約（１者） 

落 札 率 97.78％ 

 

① 収支実績報告等について 

当該契約に関して、「第２ ごみ収集運搬業務」の「５ 委託業務」（１）でも記載のとおり、単年度

ごと及び契約期間終了時に業務報告を受けているが、収支に関する収支実績報告等を受けてい

なかった。下表のとおり、設計金額の算定において、積算項目が分かれているが、収支実績報告

等を受けていないことから、各費目でどの程度の費用が必要となったか把握できていない。 
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設計区分 設計項目(単年度) 

１．人件費 

①給料 

（班長・副班長・運転手・作業員・

事務員） 

⑤社会保険料 

  ②賞与 ⑥退職手当積立金 

  ③時間外勤務手当 ⑦福利費 

  ④通勤・扶養手当 ⑧被服費 

２．車両等経費 ①燃料費 ④車検費用 

  ②車両償却費 ⑤自動車税 

  ③車両消耗品費 ⑥脱臭装置・液面計 

3．維持管理経費 ①事務費 ④事務所減価償却費 

  ②通信費 ⑤雑費 

  ③光熱水費 ⑥データ管理システム維持費 

４．諸経費 １～３の合計額×諸経費率 

 

多様な費目が積算に含まれている場合、収支実績報告等を受けないと業務の実状に合致した

金額で委託することが困難となり、余剰となっている費目を節減し、本来必要な費目に増額するよ

うに調整することができない。現在のような物価高、人件費の見直しに対応するためにも、見積書

の内訳を入手した上で、収支実績報告等を受け、今後の予定価格の積算時の検討材料として生

かされたい。【意見】 

また、車両等経費の修繕費や被服費等、毎年、同額の費用が必要とならない費目も含まれてい

ると考える。また、車両償却費と脱臭器が耐用年数３年で償却計算されているが、法定耐用年数を

参考にしているものと考えられる。しかし一般的に耐用年数は省令で定めた目安の使用見込み期

間であるため、減価償却後も継続して使用することがある。実際に３年ごとに買い替えを行っている

ことに対して費用負担しているのであれば理解できるが、減価償却後も使用している場合は市は

過大な費用負担をしていることになる。書面上の収支実績だけで判断することがないように、実際

の業務内容を適切に把握し、予定価格を積算されたい。【意見】 

 

② 諸経費率の算定根拠について 

上記①で記載のとおり、当該委託料の設計において、諸経費率が含まれている。人件費、車両

等経費及び維持管理経費の合計額に対して、諸経費率を乗じて設計金額を算定している。 

諸経費率に関して、市に質問を行った結果、国土交通省の示す諸経費率と、「環境省における

委託業務経費の算出等に関する基本方針」の一般管理費率 15％等を参考に算定しており、当該

参考値と比較して現設計の諸経費率が妥当であると判断した、との回答を得た。 

諸経費率に関しては、契約によって業務内容等、様々な業務形態があるため、契約ごとに比率

が異なっており、庁内で統一的な方針を定めるのは困難であると考えられる。そのため、環境省等
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の示す一定の諸経費率を参考にその水準の傾向をつかみ、適切な金額で予算要求できるよう引

き続き留意されたい。【意見】 

 

③ 人件費の設計金額について 

上記①で記載のとおり、当該委託料の設計において、人件費に班長等の給料が含まれている。

給料の水準は「山形市一般職の職員の給与に関する条例」及び「山形市技能労務職員の給与等

に関する規則」に基づき算定されている。設計金額の積算にあたっては、従事職員に一定の経験

年数を経た人員が配置されると想定して技能労務職員給料表の等級から給与水準を決定してい

た。また、当該委託料の設計において、「山形市一般職の職員の給与に関する条例」で支給が規

定されている扶養手当も含まれている。 

民間委託の目的として、業務の効率化を図ることに加え、コスト面での効率化も図ることが挙げら

れる。現状のような１者随意契約で落札率が 97％を超えるような状況下においては、委託料の大

部分を占める人件費は市が直接運営している状況と変わりがなく、コスト面で効率化が図られてい

るとは言えない状況である。 

以上より、設計金額の算定にあたっては、県内の平均賃金や同種事業の平均賃金等を参考に

するとともに、各種手当の支給についても県内企業の状況を確認した上で水準を検討されたい。

【意見】 

なお、平均賃金の調査にあたっては、厚労省から公表されている賃金構造基本統計調査等も

参考とされたい。 

 

（２） 公衆便所清掃等管理業務委託（長期継続契約） 

契 約 期 間 令和３年度～令和６年度 

委 託 金 額 6,314,000 円 

委 託 先 山形清掃衛生協同組合 

契 約 方 式 随意契約（１者） 

落 札 率 99.08％ 

 

① 収支実績報告等について 

当該契約に関して、上記（１）と同様に、収支実績報告等を受け取っていない。詳細な検討及び

意見の内容は（１）の契約と同様であるため、記載を省略する。【意見】 

また、書面上の収支実績だけで判断することがないように、実際の業務内容を適切に把握し、予

定価格を積算されたい。【意見】 

 

② 諸経費率の算定根拠について 

当該契約に関して、上記（１）と同様に、当該委託料の設計において、諸経費率が含まれている。

詳細な検討及び意見の内容は（１）の契約と同様であるため、記載を省略する。【意見】 
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③ 人件費の設計金額について 

当該契約に関して、上記（１）と同様に、当該委託料の設計において、人件費に運転手と作業員

の給料が含まれている。詳細な検討及び意見の内容は（１）の契約と同様であるため、記載を省略

する。【意見】 
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４ 収入事務 

し尿収集・運搬業務に関する収入は、「し尿用証紙」の売りさばき人に販売した際に生じる。なお、

売りさばき人は、主に山形市より「一般廃棄物（し尿）収集運搬等業務」を受託した「山形清掃衛生

協同組合」である。 

また、当該収入を計上するための収入事務については、「山形市財務規則」、「山形市廃棄物の

減量及び適正処理等に関する条例」、及び「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

施行規則」によって定められている。 

 

「山形市財務規則」より抜粋 

 

（歳入の調定） 

第 35 条 歳入調定権者（市長が別に定める歳入の調定、納入の通知及び督促に関する専決

者及び補助執行者をいう。以下同じ。）は、歳入を収入しようとするときは、次に掲げる事項を調

査確認して、当該歳入の調定をしなければならない。ただし、その性質上事前に調定しがたいも

のは、現金を領収した日をもつて調定するものとする。 

(１) 契約締結等が適法であること。 

(２) 所属年度、歳入科目、納付すべき金額及び納入義務者等に誤りがないこと。 

(３) 納期限が適正であること。 

(４) 法令その他に違反していないこと。 

２ 前項の規定により歳入の調定をするときは、調定伺書によりこれを行うものとする。 

 

 

「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」より抜粋 

 

（一般廃棄物処理手数料） 

第 31 条 市長は、この市が行う一般廃棄物の処理に関し、別表第１に掲げる区分に応じ、同表

に定める手数料を徴収する。 

 

（手数料の証紙による徴収） 

第 33 条 前２条の手数料は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 231 条の２第１項の規定

に基づき、証紙による収入の方法により徴収するものとし、証紙の種類及び券面額は、次の表の

左欄に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に定めるとおりとする。 

区分 証紙の種類 券面額 

別表第１に規定する家庭系ごみに係る手

数料 

家庭系ごみ用証紙 60 円、35 円、20 円、10 円 



173 

 

別表第１に規定する粗大ごみに係る手数

料 

粗大ごみ用証紙 500 円 

別表第１に規定するし尿に係る手数料 し尿用証紙 230 円、2,300 円 

その他の廃棄物に係る手数料 廃棄物処理用証紙 100 円、500 円、1,000 円、

5,000 円、10,000 円 

２ 証紙の形式は、規則で定める。 

３ 前２条の手数料の納付は、第１項の表の左欄に掲げる手数料の区分に応じた証紙を市長又

は次項に規定する証紙売りさばき人から購入することにより行うものとし、購入後の証紙の取扱

いについては、規則に定めるところによる。この場合において、証紙により手数料を納付した者

に対しては、領収書を発行しない。 

４ 市長は、第１項の表の中欄に規定する家庭系ごみ用証紙、粗大ごみ用証紙及びし尿用証紙

を売りさばく証紙売りさばき人を指定することができるものとし、指定したとき又は指定を取り消し

たときは、直ちにこれを告示しなければならない。 

５ 著しく汚染し、又はき損した証紙は、無効とする。 

６ 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただ

し、第１項及び第２項の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は

第４項に規定する証紙売りさばき人の指定を取り消したとき、その他市長がやむを得ないと認め

るときは、この限りでない。 

 

別表第１（第 31 条関係） 

一般廃棄物処理手数料 

区分 単位 金額 

家 庭 系 ご

み 

燃 や せ る ご

み 

この市が行う収集及

び運搬を受ける場合 

規則で定めるごみ袋（以下こ

の表において「指定袋」とい

う。）特大（容量が 60 リットル相

当のものをいう。）１袋につき 

60 円 

指定袋大（容量が 35 リットル相

当のものをいう。以下同じ。）１

袋につき 

35 円 

指定袋小（容量が 20 リットル相

当のものをいう。以下同じ。）１

袋につき 

20 円 

指定袋極小（容量が 10 リットル

相当のものをいう。以下同じ。）

１袋につき 

10 円 
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プラスチック

類及び雑貨

品・小型廃家

電類 

指定袋大１袋につき 35 円 

指定袋小１袋につき 20 円 

上記の項目

の 中 で 指 定

袋 に 入 ら な

いごみ 

１品目につき 60 円 

埋立ごみ この市が行う収集、運

搬及び処分を受ける

場合 

指定袋小１袋につき 20 円 

指定袋極小１袋につき 10 円 

指定袋に入らないごみ１品目

につき 

60 円 

埋立ごみ 第 19 条の処理施設

に自ら又はその者に

代わって一般廃棄物

収集運搬業者が搬入

し、処分を受ける場合 

20 キログラムまでごと 200 円 

粗大ごみ この市が行う収集及

び運搬を受ける場合 

１品目につき 2,000 円以内で

規 則 で 定 め る

額 

し尿 この市が行う収集及

び運搬を受ける場合 

180 リットルまで 2,300 円 

180 リットルを超える分 18 リット

ルにつき 

230 円 

備考 区分の欄のごみ等の内容については、市長が別に定める。 

全部改正〔平成 26 年条例 34 号〕 

 

 

「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」より抜粋 

 

（財務規則の適用） 

第 33 条 この規則に定めるもののほか、証紙収入に関する会計事務については、山形市財務

規則（昭和 45 年市規則第８号）に規定するところによる。 
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（実施した手続） 

監査人は、令和４年度に計上されているし尿用証紙代金について、担当である環境部廃棄物指

導課へのヒアリング及び関連資料の閲覧により事務の概要を把握し、「山形市財務規則」、「山形

市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」、及び「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に

関する条例施行規則」等に基づいて収入事務手続きが実施されているかの検証を行った。 

 

（監査の結果） 

売りさばき人からの「し尿用証紙買受請求書」、「し尿用証紙交付書」、「し尿用証紙代金領収

書」、「し尿用証紙取扱手数料領収書」、「調定書」及び関連資料を閲覧した結果、いずれの証憑も

内容に異常性はなく、また、事務処理ミスを防止するようなダブルチェックが適時に行われており、

事務手続きは規定に基づいて行われていた。 
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５ 公衆トイレ 

（１）公衆トイレの設置について 

市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第５条第６項に基づき、駅周辺

や中心市街地に公衆トイレを設置している。  

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より抜粋 

 

（清潔の保持等） 

第五条  

６ 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆ごみ容器を設け、これを衛生的に維持

管理しなければならない。 

 

（２）公衆トイレの一覧 

現在、市で設置している公衆トイレは以下のとおりである（公園等への設置分は除く）。 

 

（廃棄物指導課管轄） ※男性トイレ数は「大」のみ記載 

No. 概要 

１ 名称：印役町公衆便所 

住所：山形市印役町３丁目（ポンプ庫併設(神明神社前バス停北)） 

設置年：平成６年 

男性トイレ数：０ 

女性トイレ数：０ 

男女共用トイレ数：１（和式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：無 

消防ポンプ小屋の建屋を兼ねている。 

  

No. 概要 

２ 名称：諏訪神社公衆便所 

住所：山形市諏訪町１丁目（神社前） 
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設置年：平成 15 年 

男性トイレ数：０ 

女性トイレ数：０ 

男女共用トイレ数：１（洋式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：有 

  

No. 概要 

３ 名称：神明神社前公衆便所 

住所：山形市印役町２丁目（神明公園内） 

設置年：昭和 42 年 

男性トイレ数：０ 

女性トイレ数：０ 

男女共用トイレ数：１（和式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：無 

  

No. 概要 

４ 名称：六椹八幡神社境内公衆便所 

住所：山形市鉄砲町１丁目（境内南） 

設置年：昭和 51 年 

男性トイレ数：１（和式１） 

女性トイレ数：１（和式１） 
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男女共用トイレ数：０ 

車椅子使用者用トイレ有無：無 

  

 

No. 概要 

５ 名称：歌懸稲荷神社公衆便所 

住所：山形市十日町１丁目（ポンプ庫併設 そば処三津屋西） 

設置年：昭和 58 年 

男性トイレ数：０ 

女性トイレ数：０ 

男女共用トイレ数：1（和式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：無 

消防ポンプ小屋の建屋を兼ねている。 
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No. 概要 

６ 名称：霞城三の丸跡西公衆便所 

住所：山形市十日町１丁目(三の丸跡西側 山交第一駐車場向かい) 

設置年：平成６年 

男性トイレ数：０ 

女性トイレ数：０ 

男女共用トイレ数：1（和式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：無 

  

No. 概要 

７ 名称：馬見ヶ崎川河畔公衆便所 

住所：山形市緑町４丁目(山形市消防訓練場南) 

設置年：平成８年 

男性トイレ数：２（和式１、洋式１） 

女性トイレ数：６（和式５、洋式１） 

男女共用トイレ数：1（洋式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：有 
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No. 概要 

８ 名称：千歳駅東口広場公衆便所 

住所：山形市長町（千歳駅東口ロータリー南） 

設置年：平成 11 年 

男性トイレ数：１（和式１） 

女性トイレ数：２（和式２） 

男女共用トイレ数：1（洋式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：有 

 

 

No. 概要 

９ 名称：山形駅西口駅前広場公衆便所 

住所：山形市双葉町１丁目（山形駅西口タクシー乗り場北） 

設置年：平成 13 年 

男性トイレ数：１（和式１） 

女性トイレ数：４（和式３、洋式１） 

男女共用トイレ数：1（洋式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：有 
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No. 概要 

10 名称：北山形駅西口公衆便所 

住所：山形市北山形２丁目(北山形駅西口南) 

設置年：平成 23 年 

男性トイレ数：１（和式１） 

女性トイレ数：１（和式１） 

男女共用トイレ数：1（洋式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：有 

令和４年にバリアフリートイレを別棟で設置している。 

 

No. 概要 

11 名称：ハーモニー山形ビル内公衆便所 

住所：山形市十日町２丁目(ビル１F 併設 駐車場脇) 

設置年：昭和 56 年から協定に基づき設置 

男性トイレ数：０ 

女性トイレ数：０ 

男女共用トイレ数：1（和式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：無 

ハーモニー山形ビル内のトイレの所有者はハーモニー山形ビルであり、市が清掃を

行っている。市との協定によりハーモニー山形ビルのトイレを公衆トイレとして使用して

いるものである。清掃の実施と負担金を負担している。負担金はビルの営業時間を超え

て開放していることに起因する。 
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（観光戦略課管轄） 

No. 概要 

12 名称：面白山高原駅前公衆トイレ 

住所：山形市大字山寺地内（藤花山荘東） 

設置年：平成 20 年 

男性トイレ数：１（洋式１） 

女性トイレ数：１（和式１） 

男女共用トイレ数：1（洋式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：有 

 

No. 概要 

13 名称：コスモスベルグ公衆トイレ 

住所：山形市大字山寺地内（旧ロッジかもしか東側） 

設置年：平成２年 

男性トイレ数：１（洋式１） 

女性トイレ数：３（和式２、洋式１） 
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男女共用トイレ数：０） 

車椅子使用者用トイレ有無：無 

コスモスの咲く季節のみ（８月～９月頃）の開設でもあり、将来的には取り壊す予定と

なっている。毎年、解体の予算要求をあげている。 

 

No. 概要 

14 名称：唐松観音多目的広場公衆トイレ 

住所：山形市大字滑川地内(唐松観音多目的広場東端) 

設置年：平成９年 

男性トイレ数：１（洋式１） 

女性トイレ数：３（洋式３） 

男女共用トイレ数：１（洋式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：有 
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No. 概要 

15 名称：笹谷峠公衆トイレ 

住所：山形市大字関沢地内(笹谷峠駐車場南端) 

設置年：昭和 50 年 

令和５年度に解体予定であり、現在仮設トイレを設置して解体工事を進めている。新た

に「仮設快適トイレ」を設置。 

 

No. 概要 

16 名称：古竜湖キャンプ場公衆トイレ 

住所：山形市蔵王山田地内(古竜湖キャンプ場広場中央南) 

設置年： 昭和 61 年 

男性トイレ数：２（和式２） 

女性トイレ数：３（和式３） 

男女共用トイレ数：０ 

車椅子使用者用トイレ有無：無 

管理人にトイレ清掃依頼し、管理人には報償費にて支払いをしている。 
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No. 概要 

17 名称：中央高原公衆トイレ（片貝沼） 

住所：山形市蔵王温泉地内(片貝沼付近) 

設置年： 平成５年 

男性トイレ数：１（洋式１） 

女性トイレ数：３（和式１、洋式２） 

男女共用トイレ数：１（洋式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：有 

トイレ清掃は、蔵王中央高原散策路管理業務委託に含まれている。 

 

 

No. 概要 

18 名称：千歳山萬松寺公衆トイレ 

住所：山形市松波五丁目地内(千歳山萬松寺東側) 

設置年：不明 

男性トイレ数：１（和式１） 

女性トイレ数：２（和式２） 

男女共用トイレ数：０ 

車椅子使用者用トイレ有無：無 
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No. 概要 

19 名称：山寺宝珠橋公園公衆トイレ 

住所：山形市大字山寺地内(山寺宝珠橋公園内) 

設置年：不明 

男性トイレ数：１（洋式１） 

女性トイレ数：２（洋式２） 

男女共用トイレ数：１（洋式１） 

車椅子使用者用トイレ有無：有 

 

 

 

（３）公衆トイレの設置、維持（清掃、修繕等）に関する概要 

①公衆トイレの設置について 

廃棄物指導課所管の公衆トイレについて、現状では統廃合等は検討していない。ただし、大規

模修繕が必要になった場合には廃止の検討もありうるとのことである。現時点で大規模修繕の計画

はないが、令和４年度に No.９の「山形駅西口駅前広場公衆トイレ」についてバリアフリーの増築工

事を行っている。 

観光戦略課所管の公衆トイレについては、No.15 の「笹谷峠公衆トイレ」を令和５年度に解体予

定であり、解体後新たに「仮設快適トイレ」の設置を行う予定である。また、No.13 の「コスモスベル

グ公衆トイレ」はコスモスの咲く季節のみ（８月～９月頃）の開設でもあるため、将来的には取り壊す

予定となっている。新規の設置については、観光地からの要望が出てくれば検討を行うが、現状は

そのような要望は出ていない。 
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②公衆トイレの維持について 

公衆トイレの維持については、業務委託を行っている。 

（廃棄物指導課管轄） 

委託業務 委託先 契約方法 委託料（年額） 

公衆便所清掃等委託業務 山形清掃衛生協同

組合 

随意契約 6,314,000 円 

委託内容 

一括で委託している。通常は日曜及び 12 月 31 日から１月３日を除く毎日の清掃であるが、花

笠まつり等のイベント時は回数を増やすことになっている（仕様書に定めている）。 

詳細は「第５ し尿業務 ３ 委託契約」にて記載している。 

 

（観光戦略課管轄） 

委託業務 委託先 契約方法 委託料（年額） 

面白山高原駅前公衆トイレ管

理業務 

山寺観光協会 随意契約 

 

125,400 円 

委託内容 

委託期間 令和４年４月１日から令和４年 11 月 30 日まで 

 

「面白山高原駅前公衆トイレ管理業務委託仕様書」より抜粋 

４ 業務概要 

（１）日常清掃（原則として週２回実施） 

 ①床の清掃については、隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、

集めたごみは搬出する。また、全面をモップで水拭をする。 

 ②扉及び便所面台のへだての汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 

 ③洗面台・水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 

 ④鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 

 ⑤衛生器具は、適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 

 ⑥汚物容器は、内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きを

する。 

 ⑦壁、窓ガラス、照明器具等、その他日常行き届かない高所等のごみの除去等、適宜清掃す

る。 

 ⑧トイレットペーパーの点検、補充 

（２）ごみの運搬処理 

（３）建物外部の清掃 

６ 費用負担区分 

（１）委託者の負担 
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  ①業務に必要な電気、水道料金 

  ②トイレットペーパー 

  ③ごみ分別容器等清掃管理に必要な管理備品 

  ④その他、委託者が用意したもの 

７ 提出書類 

受託者は、毎月の作業状況について、翌月の初旬に報告書を提出すること。 

 

 

山形市契約規則第３条第１項第６号の規定により 50 万円以下の場合は随意契約ができるため、

随意契約となっている。 

「山形市契約規則」より抜粋 

 

（随意契約） 

第３条 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。）第 167 条の２第 1

項第 1 号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号

の定める額とする。 

（１）工事又は製造の請負 130 万円 

（２）財産の買入れ 80 万円 

（３）物件の借入れ 40 万円 

（４）財産の売払い 30 万円 

（５）物件の貸付け 30 万円 

（６）前各号に掲げるもの以外のもの 50 万円 

（見積書） 

第 28 条 随意契約によろうとするときは、2 人以上の見積書を徴さなければならない。ただし、

これにより難い場合は、この限りでない。 

 

 

令和４年度の委託業務について、各月の報告書及び委託業務完了通知書兼検査報告書が適

切に提出されていることを確認した。 

令和４年度の委託業務について、実際には年度の業務完了時に委託業務完了通知書兼検査

報告書が提出されているが、仕様書には年度の業務完了後の報告書の提出が規定されていない。

仕様書にも年度の業務完了後の報告書の提出を要する旨を記載されたい。【意見】 
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委託業務 委託先 契約方法 委託料（年額） 

面白山高原駅前公衆トイレ浄

化槽維持管理業務 

山形清掃衛生協同

組合 

随意契約 

 

143,316 円 

委託内容 

委託期間 令和３年４月 1 日から令和６年 11 月 30 日まで（長期継続契約） 

 

「面白山高原駅前公衆トイレ浄化槽維持管理業務委託仕様書」より抜粋 

３ 業務の内容（単年度当たり） 

（１）浄化槽法等関係法令を遵守し、浄化槽が正常な機能を維持するための管理業務を行い、

年４回設備を点検し、年１回の清掃を実施するものとする。 

（２）点検等を実施後、甲に報告書を速やかに提出するものとする。 

７ その他 

 各年度の業務完了後は、完了報告書を提出するものとする。 

 

 

山形市契約規則第３条第１項第６号の規定により 50 万円以下の場合は随意契約ができるため、

随意契約となっている。 

令和４年度の委託業務について、年４回の浄化槽保守点検報告書及び委託業務完了通知書

兼検査報告書が適切に提出されていることを確認した。 

 

委託業務 委託先 契約方法 委託料（年額） 

コスモスベルグ仮設トイレ管

理業務 

山寺観光協会 随意契約 

 

31,900 円 

委託内容 

委託期間 令和４年９月 1 日から令和４年 10 月 31 日まで 

 

「コスモスベルグ仮設トイレ管理業務委託仕様書」より抜粋 

４ 業務概要 

（１）日常清掃（原則として週２回実施） 

 ①床の清掃については、隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、

集めたごみは搬出する。また、全面をモップで水拭をする。 

 ②扉及び便所面台のへだての汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 

 ③洗面台・水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 

 ④鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 

 ⑤衛生器具は、適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 

 ⑥汚物容器は、内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きを
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する。 

 ⑦壁、窓ガラス、照明器具等、その他日常行き届かない高所等のごみの除去等、適宜清掃す

る。 

 ⑧トイレットペーパーの点検、補充 

（２）ごみの運搬処理 

（３）建物外部の清掃 

６ 費用負担区分 

（１）委託者の負担 

  ①業務に必要な電気、水道料金 

  ②トイレットペーパー 

  ③ごみ分別容器等清掃管理に必要な管理備品 

  ④その他、委託者が用意したもの 

７ 提出書類 

受託者は、毎月の作業状況について、翌月の初旬に報告書を提出すること。 

 

 

山形市契約規則第３条第１項第６号の規定により 50 万円以下の場合は随意契約ができるため、

随意契約となっている。 

令和４年度の委託業務について、各月の報告書及び委託業務完了通知書兼検査報告書が適

切に提出されていることを確認した。 

令和４年度の委託業務について、実際には年度の業務完了時に委託業務完了通知書兼検査

報告書が提出されているが、仕様書には年度の業務完了後の報告書の提出が規定されていない。

仕様書にも年度の業務完了後の報告書の提出を要する旨を記載されたい。【意見】 

 

委託業務 委託先 契約方法 委託料（年額） 

観光地公衆トイレ清掃業務 有限会社山形サン

クリーン 

指名競争入札 1,201,200 円 

委託内容 

清掃箇所 唐松観音・笹谷峠・千歳山萬松寺・大平椿峠散策路 

委託期間 令和３年４月１日から令和６年３月 31 日まで（長期継続契約） 

 

「観光地公衆トイレ管理業務委託仕様書」より抜粋 

４ 業務概要 

（１）日常清掃 

 ①床の清掃については、隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、

集めたごみは搬出する。また、全面をモップで水拭きをする。 
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 ②扉及び便所面台のへだての汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 

 ③洗面台・水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 

 ④鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 

 ⑤衛生器具は、適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 

 ⑥汚物容器は、内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きを

する。 

 ⑦壁、窓ガラス、照明器具等、その他日常行き届かない高所等のごみの除去等、適宜清掃す

る。 

 ⑧トイレットペーパーの点検、補充 

 ⑨大平椿峠散策路仮設トイレの防臭液の点検、補充。 

（２）ごみの運搬処理 

（３）建物外部の清掃 

６ 費用負担区分 

（１）委託者の負担 

  ①業務に必要な電気、水道料金 

  ②トイレットペーパー 

  ③仮設トイレの防臭液 

  ④ごみ分別容器等清掃管理に必要な管理備品 

  ⑤その他、委託者が用意したもの 

 

７ 提出書類 

No. 提出書類 内容 提出時期 

６ 作業報告書 作業の実施状況及び結果を示したも

の。作業状況を示す写真または図面

を添付したもの 

毎日 

７ 清掃業務報告書 業務全体の実施状況、計画に対する

進捗状況、課題・提案事項等を示し

たもの 

毎月末 

年度末 

 

 

大平椿峠散策路は仮設トイレのため、「（２）公衆トイレの一覧」には記載していない。 

令和４年度の委託業務について、サンプルで４月分の清掃作業報告書を閲覧し、報告書が適

切に提出されていることを確認した。また、年末に年度末報告書及び委託業務完了通知書兼検査

報告書が適切に提出されていることを確認した。 
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委託業務 委託先 契約方法 委託料（年額） 

山寺宝珠橋前公衆トイレ管理

業務 

山寺観光協会 随意契約 

 

441,650 円 

委託内容 

委託期間 令和２年４月１日から令和５年３月 31 日まで（長期継続契約） 

 

「山寺宝珠橋前公衆トイレ管理業務委託仕様書」より抜粋 

４ 業務概要 

（１）日常清掃 

 ①床の清掃については、隅は自在ぼうき、広い場所はフロアダスター又は自在ぼうきで掃き、

集めたごみは搬出する。また、全面をデッキブラシで水洗いをする。 

 ②扉及び便所面台のへだての汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。 

 ③洗面台・水栓は、スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。 

 ④鏡は、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。 

 ⑤衛生器具は、適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。 

 ⑥汚物容器は、内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きを

する。 

 ⑦壁、窓ガラス、照明器具等、その他日常行き届かない高所等のごみの除去等、適宜清掃す

る。 

 ⑧トイレットペーパーの点検、補充 

（２）ごみの運搬処理 

（３）建物外部の清掃 

６ 費用負担区分 

（１）委託者の負担 

  ①業務に必要な電気、水道料金 

  ②トイレットペーパー 

  ③ごみ分別容器等清掃管理に必要な管理備品 

  ④その他、委託者が用意したもの 

７ 提出書類 

（１）受託者は、毎月の作業状況について、翌月の初旬に報告書を提出すること。 

（２）各年度の業務完了後は、速やかに完了報告書を提出すること。 

 

山形市契約規則第３条第１項第６号の規定により 50 万円以下の場合は随意契約ができるため、

随意契約となっている。 

令和４年度の委託業務について、各月の報告書及び委託業務完了通知書兼検査報告書が適切

に提出されていることを確認した。  
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第６ 個別事業 

  

 家庭系ごみ 事業系ごみ 

発生抑制・

排出抑制 

・30・10（さんまる・いちまる）運動～家

庭編～ 

 

・30・10（さんまる・いちまる）運動～宴

会編～ 

・事業系廃棄物減量等計画書 

・庁内不要品等リユースの試行実施 

 

リサイクルの

推進 

・山形市における布類及び紙類の資

源化促進に向けた取組みに関する協

定 

・生ごみやさいクル事業 

・生ごみ処理機等購入補助事業 

・山形市小型家電リサイクル事業（こで

ん里帰りプロジェクト） 

・山形市における布類及び紙類の資

源化促進に向けた取組みに関する協

定 

・お古紙ください協議会 

・事業系廃棄物減量等計画書 

環境教育・

意識啓発 

・ごみ減量・もったいないねット山形 

・山形市「メルカリ Shops」 

 

適正排出 ・充電式家電・充電池回収ボックス 

・デジタル版「ごみ減量・分別大百

科」、山形市公式 LINE、ごみ分別アプ

リ「さんあ～る」 

・監視カメラ・不法投棄防止看板の設

置 

・山形市公式 LINE の通報制度 

・監視カメラ・不法投棄防止看板の設

置 

・山形市公式 LINE の通報制度 

 

適 正 な 収

集・運搬 

・ごみ出し支援事業  

 

１ 30・10（さんまる・いちまる）運動 

（１）「食品ロス」とは 

「食品ロス」とは、まだ食べられる状態にもかかわらず廃棄される食品のことである。これは製造

過程で発生する規格外品や売れ残り、家庭における食べ残しや食材の余り、飲食店での食べ残

しが発生原因とされている。 

日本国内での食品ロスは年間約 523 万トン（内訳：事業系 279 万トン、家庭系 244 万トン）発生

していると推計されている（農林水産省「令和３年度推計」）。 
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（出典：消費者庁「食品ロス削減関係参考資料（令和５年８月 23 日版）」） 

 

（２）食品ロス削減推進法 

食品ロスの削減に関し、「食品ロスの削減の推進に関する法律（食品ロス削減推進法）」が令和

元年 10 月１日に施行され、令和２年３月には食品ロス削減推進法に基づく基本方針が閣議決定さ

れている。 

食品ロス削減推進法では、都道府県及び市町村は、基本方針を踏まえ「食品ロス削減推進計

画」を策定することとされている（努力義務）。 

山形県では、令和３年３月に策定した「第３次山形県循環型社会形成推進計画」を、県の食品ロ

ス削減推進計画としても位置付けている。 

他方、市では同法を見据えながら食品ロス削減の各事業に取り組んでいるが、計画策定は検討

段階にある。 
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（出典：農林水産省 HP） 
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（２）「30・10（さんまる・いちまる）運動」とは 

「30・10（さんまる・いちまる）運動」には家庭編と宴会編がある。「30・10 運動 ～家庭編～」とは、

毎月、30 日と 10 日を「冷蔵庫チェックデー」とし、冷蔵庫の中を定期的に整理整頓する習慣を作る

ことで、食品ロスに取り組む運動である。他方、「30・10 運動 ～宴会編～」とは、宴会において乾

杯後の 30 分間とお開き前の 10 分間は、自席で料理を楽しむことで、飲食店における食べ残しを

減らす運動である。 

市では周知活動として、宴会編用にアナウンス例を作成したり、ごみ減量・もったいないねット山

形との連携による啓発品（冷蔵庫用マグネット・マスクケース、コースター）のイベント配布や事業所

への提供、情報誌や市報掲載による周知活動を行っている。 

 

 

(出典：山形市「ごみ減量・分別大百科」) 
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・アナウンス例 

 

・コースター 

 

（出典：山形市 HP） 
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「食品ロス削減推進法」において、10 月を食品ロス削減月間及び同月 30 日を食品ロス削減の日

とし、食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるための事業を実施することとされている。市では

当該期間中に、やまがた環境展（令和４年度は 10 月 15 日・16 日に開催）での啓発、市報掲載及

び中央駐車場東側のウィンドウディスプレイ掲示を実施している。 

市の食品ロス削減のための主力施策である「30・10 運動」は現状広く認知されている状況とは言

えないため、10 月の食品ロス削減月間を同運動を徹底的に周知する期間とすることを検討された

い。特に家庭編の認知度は低いと感じるため、小中学生から家庭へ情報をフィードバックしてもら

えるよう出前授業の創設も検討されたい。【意見】 

 

「食品ロス削減推進法」より抜粋 

 

（食品ロス削減月間） 

第９条 国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を

設ける。 

２ 食品ロス削減月間は、10 月とし、特に同月 30 日を食品ロス削減の日とする。 

３ 国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨

にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。 
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２ 事業系一般廃棄物削減対策事業  

（１）ごみ処理の現状と課題 

①ごみ排出量の推移 

市の１年間（令和３年度）のごみ排出量は、「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」別に比較してみると、

家庭系ごみが 51,614 トン（全体の約 71％）、事業系ごみが 21,136 トン（全体の約 29％）となってい

る。 

また、それぞれの排出量の推移を見てみると、家庭系ごみは平成 30 年度まで減少傾向で推移

していたが、令和元年以降は増加に転じている一方で、事業系ごみは令和２年度から令和３年度

にかけて大きく減少している。これは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、生活様式に大

きな変化が生じたり、事業活動に制限がかけられたことによるものと考えられている。 

 

（出典：山形市「事業系一般廃棄物の減量・リサイクルの手引き」） 

 

②事業系一般廃棄物とは 

事業系廃棄物（事業系一般廃棄物及び産業廃棄物）は、排出した事業者自ら処理する責任が

ある。これは、「排出事業者責任」と呼ばれるものである。 

廃棄物処理法では、事業者の責務として以下のように排出事業者の自己処理責任の原則を定

めている。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より抜粋 

 

（事業者の責務） 

第３条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しな

ければならない。 

２ 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努

めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合におけ

る処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器

等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提
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供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難に

なることのないようにしなければならない。 

３ 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し

国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

 

 

なお、事業系廃棄物のうち事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、事

務所や店舗等から出る紙類、厨芥類（茶殻、スーパーや飲食店から出る調理くず、食べ残し等）等

で、産業廃棄物以外が該当する。 

 

 

（出典：山形市「事業系一般廃棄物の減量・リサイクルの手引き」） 

 

③市の事業系ごみの課題 

山形市が令和３年度の事務系事務所をサンプルにもやせるごみの組成調査を行った結果、雑

がみや古紙等の削減可能ごみが約 16％混在していた。新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑がみ

等は、もやせるごみではなく、古紙としてリサイクル可能である。また、布類については、状態も良く

そのまま着用できる物は海外に輸出されたり、そのまま着用することが不可能なものや布類（カー

テン、シーツ等）は工業用ウエス（ぞうきん）、反毛原料（自動車内装材や建設断熱材）、再生綿（軍

手等）に再加工されるためリサイクル可能である。そのため、分別徹底によるごみ減量の余地は大

きいと考えられる。 
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（出典：山形市「事業系一般廃棄物の減量・リサイクルの手引き」） 

 

（２）「山形市における布類及び紙類の資源化促進に向けた取組みに関する協定」について 

市では、布類や紙類を含めた資源物については、地域で実施している集団資源回収等でごみ

の減量・資源化を推進している。さらなる資源循環型の社会を目指し、行政だけでなく、市民・事

業者と連携して、ごみとして捨てられている布類や紙類のリサイクルを進めるため、平成 20 年３月

11 日に、資源物引取事業者（下記参照）、市民団体（ごみ減量・もったいねット山形、山形市消費

者連合会）、市の三者にて「山形市における布類及び紙類の資源化促進に向けた取組みに関す

る協定」を締結している。 

 

「山形市における布類及び紙類の資源化促進に向けた取組みに関する協定」より抜粋 

 

（資源物引取事業所の取組み） 

１ 山形市再生資源協同組合は、市民及び事業者に対し、再資源化が可能な布・紙類の無償

引取りの呼びかけ並びに引き取った布・紙類の再資源化に向けた適正な処理に努めます。 

（市民団体の取組み） 

２ ごみ減量・もったいないねット山形及び山形市消費者連合会は、市民及び事業者に対し、

布・紙類の分別並びに山形市再生資源協同組合への布・紙類の持込を呼びかけ、山形市再

生資源協同組合における布・紙類の再資源化に向けた取組みを支援します。 

（山形市の取組み） 

３ 山形市は、「山形市ごみ処理基本計画」の趣旨に基づき、布・紙類の再資源化に向けた取組

みについて、市民や事業者の理解と協力が得られるよう、広報等による支援を行います。 

 

この協定に基づき、三者がそれぞれの立場から協力し、これまでの集団資源回収や集積所にお

ける古紙類回収のほかにも、市民や事業者が布類・紙類を直接、資源物引取事業所に無料で搬
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入できるようになっている（持ち込み可能な品目や曜日・時間は、各資源物引取事業者で異なる）。 

 

資源物取引事業者一覧（令和５年７月１日時点） 

（出典：山形市「ごみ減量・分別大百科」） 

 

市では資源物引取事業者での布類や紙類の引取り状況について、各事業者から提出される月

毎の実績報告をもとに集計している。令和４年度の実績は以下のとおりである。 
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当該取組みについては、山形市発行の「ごみ減量・分別大百科」と市民団体であるごみ減量・も

ったいないねット山形発行の「もったいないマップ（発行部数 4,000 部）」で周知しているとのことで

あるが、資源物引取事業者が 15 か所（令和５年７月１日時点）ある状態で、持込み回数が概ね月

に 30 回に満たない状況では、当該取組みが広く周知されているとは言い難い。市報や公式 LINE

等により、当該取組みの周知を推進されたい。【意見】 

 

（３）「古紙回収システム（お古紙ください協議会）」について 

①古紙回収システム概要 

お古紙ください協議会とは、地域のオフィスから排出される古紙の資源化に向けて、協議会を

設置し会員を募り、集団的に古紙を回収することによって、スケールメリットを活かしながら定期的

に分別回収を実践する、事業系古紙のリサイクルシステムである。 

オフィスから出る資源である古紙（シュレッダーダストも可能）を定期的に回収するシステムであ

り、会員として登録するだけで、量の多少に関わらず、毎月無料で回収する事業である。 

当該システムは、公益社団法人山形青年会議所が事務局となり実施する事業であるが、市は当

該システムを周知する役割を担っている。 

 

 

（出典：山形県ＨＰ） 

 

②実施主体 

・お古紙ください協議会 

・山形市 

・学校法人山本学園  

・株式会社でん六 

・公益社団法人山形青年会議所 

・山形資源株式会社 

・株式会社伊藤会計事務所 
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令和４年度末の登録事業者数はまだ 61 事業者にとどまり、広く利用されているとは言い難い。

当該システムの参加可能事業者数に上限が設けられているわけではないので、市報や公式 LINE

等により、当該システムの周知に積極的に関与し推進されたい。【意見】 
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（４）「事業系廃棄物減量等計画書」について 

①山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 

事業系廃棄物の減量・リサイクルを推進するため、市では一定規模以上の事業所を対象に「山

形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」に基づき、「管理責任者」の選任と「事業系廃

棄物減量等計画書」の提出をお願いしている。 

そのため、対象事業所は、事業所内における廃棄物の排出量の把握、適正処理、減量及びリサ
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イクルが行われるよう、事業系廃棄物の処理・維持管理について職務権限のある者を事業系廃棄

物管理責任者として事業所ごとに選任しなければならない。 

また、事業系廃棄物減量等計画書については、毎年３月 31 日以前の１年間の実績に基づき、４

月１日以降の１年間における計画を作成し、その年の５月 31 日までに提出しなければならないとさ

れている。 

 

（対象事業所） 

・「大規模小売店舗立地法」に規定する小売店舗の所有者（売場面積 1,000 ㎡超） 

※経過措置として、旧法（大店法）に規定する第一種大規模小売店舗（店舗面積 3,000 ㎡以

上）、第二種大規模小売店舗（店舗面積 500 ㎡超 3,000 ㎡未満）の所有者は条例により対

象事業者とみなしている。 

・「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（ビル管理法）に規定する特定建築物 

の所有者（事業者） 

※特定建築物：事業共有部分の床面積 3,000 ㎡以上の建築物。学校の用途に供される建築

物では 8,000 ㎡以上の建築物 

 

「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」より抜粋 

 

（事業系廃棄物管理責任者の選任等） 

第 39 条 規則で定める事業用の大規模建築物からこの市の処理施設に事業系廃棄物を排

出する事業者等及びその他の建築物からこの市の処理施設に多量の事業系廃棄物を排出す

ると市長が認める事業者等は、規則で定めるところにより、事業系廃棄物管理責任者を選任す

るとともに、当該事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画書を作成し、市長に提出

しなければならない。市長の指示等によりこれを変更したときも、同様とする。 

 

「山形市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則」より抜粋 

 

（事業用大規模建築物等） 

第 44 条 条例第 39 条に規定する規則で定める事業用の大規模建築物は、次に掲げるものと

する。  

（１）大規模小売店舗立地法（昭和 10 年法律第 91 号）第２条第２項に規定する大規模小

売店舗  

（２）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和 45 年法律第 20 号）第２条第

１項に規定する特定建築物  

 

（事業系廃棄物管理責任者） 
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第 45 条 条例第 39 条に規定する事業系廃棄物管理責任者は、事業用の大規模建築物及

び多量の事業系廃棄物を排出すると市長が認める事業者が所有若しくは管理又は占有する

建築物から排出される事業系廃棄物の管理について、責任を有する者のうちから選任しなけ

ればならない。  

２ 条例第 39 条に規定する事業系廃棄物管理責任者の選任の届出、事業系廃棄物管理責任

者選任届出書（別記様式第 29 号）により行わなければならない。  

 

（減量計画書等の提出） 

 第 46条 条例第39条に規定する事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画書は、

毎年３月 31 日以前の１年間における実績に基づき、４月１日以降の１年間における計画を事

業系廃棄物減量等計画書（別記様式第 30 号）により作成し、その年の５月 31 日までに市長に

提出しなければならない。  

２ 前項の計画書を変更したときは、変更の日から 10 日以内に、変更に係る計画書を市長に

提出するものとする。 

 

 

②事業系廃棄物資源化率の状況 

 

令和３年度「種別」ごとの資源化率（令和４年度提出の報告より） 

種別 資源化率 
紙 類 資 源 化 率 内 訳 

新聞 段ボール 雑誌 OA 用紙 

紙 類 96％   92％ 99％ 99％ 89％ 

厨芥類 30％ 

ビン類 71％ 

カン類 94％ 

 

 

資源化率の推移 

年 度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 

総発生量(t) 14,913 14,175 13,789 13,205 12,395 12,366 12,489 

再生利用量(t) 8,065 7,858 7,610 7,209 6,615 6,811 6,944 

資源化率(%) 54.1 55.4 55.2 54.6 53.4 55.1 55.6 

報告事業所数 172 172 175 183 178 174 183 
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年 度 R１ R２ R３ 

総発生量(t) 11,260 10,326 10,892 

再生利用量(t) 5,912 5,332 5,568 

資源化率(%) 52.5 51.6 51.1 

報告事業所数 201 182 186 

 

令和３年度「業種（建物用途）別」の資源化率（令和４年度提出の報告より） 

複合ビル（18事業所） 

種別 資源化率 
紙 類 資 源 化 率 内 訳 

新聞 段ボール 雑誌 OA 用紙 

紙 類 98％ 100％ 100％ 99％ 89％ 

厨芥類 70％ 

ビン類 64％ 

カン類 95％ 

 

民間会社等事務所・金融機関（32事業所） 

種別 資源化率 
紙 類 資 源 化 率 内 訳 

新聞 段ボール 雑誌 OA 用紙 

紙 類 95％ 100％ 100％ 100％ 90％ 

厨芥類 ５％ 

ビン類 93％ 

カン類 88％ 

 

官公庁（14 事業所） 

種別 資源化率 
紙 類 資 源 化 率 内 訳 

新聞 段ボール 雑誌 OA 用紙 

紙 類 96％ 100％ 100％ 99％ 100％ 

厨芥類 ０％ 

ビン類 64％ 

カン類 97％ 
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各種学校（17 事業所） 

種別 資源化率 
紙 類 資 源 化 率 内 訳 

新聞 段ボール 雑誌 OA 用紙 

紙 類 74％ 56％ 99％ 97％ 56％ 

厨芥類 13％ 

ビン類 83％ 

カン類 76％ 

 

ホテル・旅館（15 事業所） 

種別 資源化率 
紙 類 資 源 化 率 内 訳 

新聞 段ボール 雑誌 OA 用紙 

紙 類 46％ 92％ 45％ 97％ 75％ 

厨芥類 １％ 

ビン類 71％ 

カン類 88％ 

 

スーパー（32 事業所） 

種別 資源化率 
紙 類 資 源 化 率 内 訳 

新聞 段ボール 雑誌 OA 用紙 

紙 類 100％ 100％ 100％ 84％ 100％ 

厨芥類 38％ 

ビン類 58％ 

カン類 100％ 

 

専門小売店・ホームセンター（37 事業所） 

種別 資源化率 
紙 類 資 源 化 率 内 訳 

新聞 段ボール 雑誌 OA 用紙 

紙 類 98％ 68％ 100％ 100％ 88％ 

厨芥類 ０％ 

ビン類 86％ 

カン類 98％ 
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その他：劇場・催事場・公民館・図書館・博物館・美術館・研修施設・体育施設等（19 事業所） 

種別 資源化率 
紙 類 資 源 化 率 内 訳 

新聞 段ボール 雑誌 OA 用紙 

紙 類 99％ 100％ 99％ 100％ 99％ 

厨芥類 ０％ 

ビン類 87％ 

カン類 99％ 

 

③事業系廃棄物減量等計画書の記載例 
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（出典：山形市「事業系一般廃棄物の減量・リサイクルの手引き」） 

 

④事業系廃棄物減量等計画書の活用について 

任意の３件の事業系廃棄物減量等計画書を入手し、記載内容を確認した。主な記載内容は以

下のとおりであった。 

 現在取り組んでいる減量等の具体的方

法 

今後取り組もうとする減量等の具体

的方法 

サンプル１ ・生ごみ分別による肥料化の推進 

・段ボールの有価取引 

・廃油のリサイクル継続中 

・特になし 

サンプル２ ・分別による資源のリサイクル（アルミ缶・

スチール缶分別、プラスチック類の再利

用化） 

・ペーパーレス化の推進 

・リサイクルできる資源ごみの周知 

サンプル３ ・商品梱包材・緩衝材の削減 

・カフェ事業の食品ロスの削減 

・商品梱包材・緩衝材の削減 

・カフェ事業の食品ロスの削減 

 

事業系廃棄物減量等計画書を入手することで、資源化率等のデータは収集できている。しかし

ながら、平成 30 年に作成した「山形市一般廃棄物処理基本計画（前計画）」において実施すること

になっていた「他事業所の取り組み事例等の情報提供」は、共有すべき事由がなかったということ
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で実際には行われていない。 

事業系廃棄物減量等計画書の現在の記載欄は詳細な情報を記入できるほどのスペースが確保

されていない。計画書の様式が、共有すべき有益な情報が得られる体裁になるよう検討が必要で

ある。【意見】 

また、事業者から共有すべき有益な情報を提供してもらうためには、計画書作成の負担を負う事

業者にも何らかのメリットが必要である。有益な取組みを行っている事業者は、環境に配慮した取り

組みを行っている事業者として市がホームページ上に掲載したり表彰したりする等、事業者にとっ

ても企業のイメージアップにつながるようなインセンティブを設けるよう検討されたい。【意見】 

 

３ 家庭系ごみの減量  

（１）乾燥生ごみと野菜等の交換事業「生ごみやさいクル」について 

①事業の目的 

市の補助制度（後述の（２）「生ごみ処理機等購入補助事業」参照）を活用し購入された電気式

（乾燥式）生ごみ処理機は、令和４年度末までの累計で約 2,900 基にのぼるが、畑等を所有してい

ない場合は生成物はごみとして排出せざるを得ない状況となっているため、「乾燥生ごみと野菜等

の交換事業」を行うことで、生成物の有効活用とごみの減量を図っている。 

 

②事業の概要 

「生ごみやさいクル」事業とは、家庭から出た生ごみを電気式（乾燥式）生ごみ処理機で処理し、

生成物（乾燥生ごみ）を指定場所に持ち込むと、１kg 毎に１ポイントが付与され、５ポイント貯まると

500 円相当の野菜等の商品と交換することができる事業である。２人家庭から出る乾燥生ごみは約

３kg/月と試算されるため、およそ３ポイント/月が貯まり、年間７回程度 500 円分の新鮮野菜等と交

換できることになる。 

 

 

（出典：山形県ＨＰ） 
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野菜等と交換できる生成物 電気式（乾燥式）生ごみ処理機で処理された生成物

（乾燥生ごみ） 

生成物を回収し野菜等と交換する場

所 

以下の７か所 

・JA やまがたおいしさ直売所（紅の蔵店・南館店・ 

落合店）３店舗 

・NPO 法人山形自立支援創造事業舎（事務所）  

・おおさとひろびろ直売所  

・みちのく屋台こんにゃく道場  

・市庁舎ごみ減量推進課（交換はしていない） 

交換する物 直売所等（JA やまがたおいしさ直売所３店舗、NPO 

法人山形自立支援創造事業舎、おおさとひろびろ直 

売所）で扱う野菜、加工品等 

持参された生成物の活用方法 NPO 法人山形自立支援創造事業舎が回収、堆肥化

し、同法人の農場にて活用する。 

【生産物】 

玉ねぎや大根、とうがらし等の野菜類及びとうがらし加

工食品等 

【生産物の販売先】 

直売所、市内レストラン、市役所食堂等 

  

当該事業で育成した唐辛子をカレールーに使用 

（出典：山形県 HP） 
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③委託業務について 

乾燥生ごみと野菜等の交換業務及び乾燥生ごみの回収業務は委託業務にて行っている。 

・乾燥生ごみと野菜等の交換業務委託 

令和４年度決算額（予算額 165,000 円） 

委託先 数量（kg） 支払額（円） 

山形農業協同組合 820 90,200 

NPO 法人山形自立支援創造事業舎 0 0 

農事組合法人やまがたファーム 0 0 

合計 820 90,200 

 

備考 
委託先に、数量に 100 円/kg の単価を乗

じた額に、100 分の 110 を乗じた額（１円未

満端数切捨て）を支払っている。 

 

・乾燥生ごみ回収資源化業務委託 

令和４年度決算額（予算額 165,000 円） 

委託先 数量（kg） 支払額（円） 

NPO 法人山形自立支援創造事業舎 1,837.9 202,169 

備考 

委託先に、数量に 100 円/kg の単価を乗じ

た額に、100 分の 110 を乗じた額（１円未

満端数切捨て）を支払っている。 

なお、５ポイント（１ポイント/㎏）満額貯まったポイントカード回収分の回収量は 820 ㎏

であるが、ポイントカード満額に達しておらずカード回収前の分の乾燥生ごみも NPO 法

人山形自立支援創造事業舎に引き渡している。そのため、山形農業協同組合での回収

量 820kg と NPO 法人山形自立支援創造事業舎への引渡量 1,837.9kg で数量が異なっ

ている。 

 

④肥料の有効性・安全性の確認 

生成物から肥料化した堆肥の安全性についての質問も市に寄せられるため、令和４年 12 月に

外部委託により、肥料成分の分析調査を実施している。成分分析の結果、肥料成分分析において

は肥料の三要素である窒素、リン酸、カリウムを含有しており、肥料としての有効性を確認できてい

る。また、有害成分分析においては、基準値を十分に下回っており、肥料としての安全性を確認で

きている。  

ヒアリングによると、回収・交換店舗の拡大計画はないが、利用拡大を図るため、堆肥の成分分

析を実施し安全性を確認しながら、市報掲載やごみ減量啓発イベントでの周知活動を行い、生ご

み処理機購入補助利用者以外にも広く利用啓発に努めている。非常に有益な事業であることから、
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さらなる事業拡大を期待したい。 

 

（２）「生ごみ処理機等購入補助事業」について 

①事業の概要 

家庭から出るもやせるごみのうち、約 40％が生ごみである。この生ごみを「生ごみ処理機」で処

理すると、ごみを減らすことができるだけでなく肥料として活用できる。市では、当該循環を促進す

るため、「生ごみ処理機等購入補助事業」を実施している。家庭系もやせるごみ組成の推移（出

典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」2023 年３月）は以下のとおりである。 
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なお、電気式（乾燥式）生ごみ処理機で処理した生成物（乾燥生ごみ）を指定場所に持ち込むと、

１kg 毎に１ポイントが付与され、５ポイント貯まると 500 円相当の野菜等の商品と交換することができ

る（「生ごみやさいクル」事業）。 

「令和４年度 山形市生ごみ処理機等購入補助事業補助金交付要綱」より抜粋 

 

（目的及び交付） 

第１条 市長は、一般家庭から排出される生ごみの減量化及び堆肥化を促進するため、家庭用

 



217 

 

生ごみ処理機等（以下「処理機等」という。）を購入する者に対し、山形市補助金等の適正化

に関する規則（昭和 52 年市規則第 10 号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところ

により、予算の範囲内において補助金を交付する。 

（補助対象者及び補助対象経費） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる要件を満た

し、かつ、第 10 条第 1 項の規定による市長の指定を受けた販売業者（以下「指定販売業者」

という。）から処理機等を購入する者とし、補助金の交付の対象となる経費は、処理機等の購

入価格（消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。）とする。 

（１）市内に住所を有し、かつ、居住していること。ただし、事業所等の法人を除く。 

（２）処理機等を常に良好な状態で維持管理でき、かつ、処理機等で減量化及び堆肥化し

たものを有効に活用できること。 

（３）本人及び世帯員が過去（平成 23 年度以降）に補助金の交付の決定を受けた購入者で

ないこと。ただし、同居世帯は 1 世帯とする。 

（事前申込み） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、処理機等を購入する前に、別に定める申込書を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申込があったときは、その内容を審査し、第２条各号に掲げる要

件に適合すると認めるときは、購入案内通知（別記様式第１号）を当該申込みをした者に交付

するものとする。 

（処理機等の購入） 

第６条 補助金等の交付を受けて処理機等を購入しようとする者は、購入の際、購入案内通知

を指定販売業者に提出しなければならない。 

（補助金交付申請） 

第７条 補助金対象者は、指定販売業者を経由して、生ごみ処理機等購入補助事業補助金交

付申請書（別記様式第２号。以下「補助金交付申請書」という。）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 補助対象者は、委任状（別記様式第３号）により指定販売業者に補助金の交付の請求及び

受領についての権限を委任するものとする。 

３ 前項の規定による委任を受けた指定販売業者は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を

添えて、市長の指示する日まで市長に提出しなければならない。 

（１）購入案内通知 

（２）委任状 

（３）山形市生ごみ処理機等購入補助事業補助金内訳書（別記様式第４号） 

（実績報告） 

第８条 規則第 13 条の規定にかかわらず、前条第３項各号に掲げる書類をもって、規則 13 条

の報告に代えることができる。 
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②補助対象者の条件 

・市内に住所があり、居住している者。ただし、事業所等の法人は除く。 

・生ごみ処理機等を常に良好な状態で維持管理でき、生ごみ処理機等で減量化及び堆肥化し

たものを有効に活用できる者。 

・平成 23 年度以降に購入補助を利用していない世帯。 

（１世帯につき１基（ＥＭボカシ容器にあっては、２個１組）。なお、同居世帯は１世帯とみなす。） 

 

③補助対象機種及び補助金額 

補助金額は、購入価格（消費税を含む）の２分の１（100 円未満切捨）または下記の上限額とな

る（ボカシ・促進剤・木材チップ等の資材は補助対象外）。 

 

（出典：山形市ＨＰ） 

 

④生ごみ処理機等購入補助事業の推移 

（単位：円） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

予算 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 

決算 824,600 1,043,100 984,000 958,100 790,200 

 

 

令和４年度の決算内訳 

電気式 
コンポスト EM ボカシ 計 補助金額 

バイオ式 乾燥式 

０基 32 基 26 基 ２基 60 基 
補助執行額 790,200 円 

（執行率 70.2％） 

 

令和４年度に補助対象となった任意のサンプル（電気式/乾燥式）1 件について資料を閲覧し、
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交付要綱に基づき適切に交付事務が行われていることを確認した。 

 

市では、「山形市生ごみ処理機等購入補助事業補助金交付要綱」において、補助対象者から

事業者等の法人を除外している。しかしながら、令和３年度の事業系もやせるごみの組成を見ると、

生ごみが約４％含まれており、事業系生ごみの削減のため当該補助事業を法人等の事業者まで

適用拡大を検討する余地はある。 

 

（令和３年度事業系もやせるごみの組成） 

 
（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」2023 年３月） 

 

仙台市では、事業系生ごみ処理機設置についても補助金の対象としている。山形市でも補助対

象を家庭系生ごみ処理機に限定する必要性は乏しいことから、事業系生ごみ処理機についても、

補助対象とすることを検討されたい。【意見】 
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（出典：仙台市 HP） 
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４ 山形市小型家電リサイクル事業（こでん里帰りプロジェクト） 

（１）こでん里帰りプロジェクトの概要 

平成 25 年４月１日に施行された小型家電リサイクル法に基づき、市では、小型家電に含まれる

鉄、アルミ、レアメタル等の有用金属の再資源化及び廃棄物の減量を図るため、家庭で不要となっ

た小型家電（対象品目に限る）を無料で回収する事業を実施している。回収された小型家電が再

資源化事業者に引き渡され、分解分別されて金属が取り出され、再び資源となる事業である。 

令和４年度の回収実績量は 13.43 トンである。 

 

（出典：山形市「ごみ減量・分別大百科」） 
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（２）対象品目及び回収方法 

①対象品目 

以下の 46 品目が無料で回収される。 

 

（出典：山形市「ごみ減量・分別大百科」） 

②回収方法 

回収方法は、以下の４通りである。 

 回収方法 

資源回収 地域の町内会や子供会等で実施している資源回収で回収す

る方法。 

小型家電の回収には、事前に実施団体からの申請書の提出

が必要である。令和４年度の回収実績は 196ｋｇである。 

ボックス回収 市内の公民館７か所（東部公民館、西部公民館、南部公民

館、北部公民館、江南公民館、霞城公民館、元木公民館）、エ

ネルギー回収施設（立谷川）、山形市役所（1 階及び 10 階）の計

９か所に設置された専用の回収ボックスで回収する方法。 

ボックスの投入口は横 30 ㎝×縦 15 ㎝であり、投入口に入らな

いものは、山形市役所 10 階のごみ減量推進課の窓口で受け付

けている。令和４年度の回収実績は 6,547kg である。 
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イベント回収 ドライブスルー回収（市役所前で実施）等で市役所職員が直

接回収する方法。ドライブスルー回収は日程が決まり次第、市ホ

ームページ、広報やまがた及び市公式 LINE で告知が行われる

他、市の記者クラブへ事前告知を行い取材を依頼している。令

和４年度は令和４年 12 月と令和５年３月の２回実施した。 

令和４年度の回収実績は 3,553kg である。 

持込回収 

 

再資源化事業者に直接持ち込む方法。 

令和４年度の再資源化事業者：株式会社高良 山形営業所（山

形市高木８番地 西部工業団地内） 

令和４年度の回収実績は 3,133kg である。 

 

平成 30 年６月策定の「使用済小型電子機器等の回収に係るガイドライン Ver.１.２（環境省）」に

は、回収ボックスの設置例として、「公共施設（市役所等）、スーパー、家電販売店、ホームセンター、

ショッピングセンター、郵便局、学校、駅、駐輪場等」が挙げられている。 

リサイクルに関する教育の一環として市内小中学校に設置することや、土日も回収量が見込める

商業施設へ設置することを検討されたい。【意見】 

 

５ 「ごみ減量・もったいないねット山形」活動活性化事業  

（１）家庭系ごみの発生抑制・排出抑制 

平成 30 年３月に策定された「山形市一般廃棄物処理基本計画（前計画）」における家庭系ごみ

の発生抑制・排出抑制の推進の取組みとして「ごみを出さないライフスタイルの定着」を掲げている。

具体的な事業活動は、ごみ減量・もったいないねット山形と連携した普及活動や、同会の活動を市

報やホームページ等を活用して周知することである。 

市の３R（リデュース、リユース、リサイクル）は、このごみ減量・もったいないねット山形の活動に委

ねており運営費について補助金を交付している。 
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（２）「ごみ減量・もったいないねット山形」の概要 

①設立趣意書 

 

（出典：「ごみ減量・もったいないねット山形」HP） 
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②規約 

ごみ減量・もったいないねット山形 規約 

 

（名称） 

第１条 この会は、「ごみ減量・もったいないねット山形」（以下「会」という。） 

（目的） 

第２条 この会は、市民、事業者、行政が、山形市域におけるごみの減量及び資源の再利用

（以下「ごみ減量等」という。）を推進するため、共に考え、実践し、相互に協力・連携を図り、

循環型社会の形成をめざす。 

（事業） 

第３条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）ごみ減量等のための情報発信 

（２）ごみ減量等のための実践活動 

（３）その他、この会の目的を達成するための必要な事業 

（会員） 

第４条 この会の会員は、市民、市民団体、事業者、事業団体及び山形市で構成する。 

（入会・退会） 

第５条 入会しようとする者は、入会申込書を提出することとする。 

２ 退会するときは、退会届を提出することとする。 

（役員） 

第６条 この会に、次の役員を置く。 

（１）会長   1 人 

（２）副会長  若干名 

（３）幹事   10 人以内 

（４）監事   ２人 

（役員の選任） 

第７条 役員は、総会において会員のうちから選任する。 

２ 副会長のうち、1 人は山形市のごみ減量を所管する部長が務める。 

３ 前条にあげる役員は、相互に兼ねることができない。 

（役員の職務） 

第８条 会長は、この会を代表し、業務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 幹事は、会長の指示により、会務を処理する。 

４ 監事は、会計を監査し、その結果を会に報告する。 

（役員の任期） 
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第９条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

（アドバイザー） 

第 10 条 この会に、アドバイザーを置くことができる。 

２ アドバイザーは、必要に応じ会長が依頼する。 

（総会） 

第 11 条 総会は、毎年 1 回会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時総会を開催することがで

きる。 

２ 総会の議長は、総会出席会員の中から選出する。 

（総会の定足数） 

第 12 条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を

提出したものは出席者とみなす。 

（経費） 

第 13 条 この会の経費は、市の補助金及びその他の収入をもって充てる。 

（会計年度） 

第 14 条 この会の会計年度は、毎年４月 1 日に始まり翌年３月 31 日に終わる。 

２ 会は、事業年度開始の日から総会までの日の本会予算について、前年度の収支予算に準じ

て執行することができる。 

（議決事項） 

第 15 条 総会は、次の事項を議決する。 

 （１）規約の変更 

 （２）事業計画及び収支予算 

 （３）事業報告及び収支決算 

 （４）その他、この会の運営に関する重要な事項 

（議決） 

第 16 条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

（役員会） 

第 17 条 役員会は、会長、副会長、及び幹事をもって構成し、必要に応じ会長が招集する。 

２ 役員会の議長は、会長とする。 

３ 役員会は、総会に付議する事項、会の運営に関する事項等を審議する。 

４ 役員会は、その他会長が必要と認めた事項について協議し、事業を運営する。 

（事務局） 

第 18 条 当分の間、事務局を山形市のごみ減量を担当する課に置く。 

（委任） 

第 19 条 この規約に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、役員会において別

に定める。 
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③会員数の推移 

時点 個人 団体 事業者 計 

設立総会時 35 人 14 団体 13 事業者 62 

令和４年４月 30 日 480 人 37 団体 172 事業者 689 

令和５年４月 30 日 518 人 37 団体 165 事業者 720 

 

④令和４年度の主な事業（令和５年度総会資料より抜粋） 

項目 開催日 摘要 

イオン幸せの黄色いレシートキ

ャンペーン寄贈受入 

（イオン山形北店分） 

４月 11 日 令和３年度下期分 13,050 円※電子マネー受領 

（使用期限：４月 30 日） 

ごみ減量・もったいないねット山

形ウィンドウディスプレイ 

５月 16 日～６

月 17 日 

［中央駐車場ウィンドウディスプレイ］ 

本会活動のパネル及び風呂敷マイバッグ等の展

示 

ごみ減量ロビー展 ５月 27 日～５

月 31 日 

［市役所１階 エントランスホール］ 

パネル展示（活動紹介や分別クイズ等）、啓発品

配布、企業会員の取り組み紹介、エコいけばな展

など実施 

設立 15 周年 記念講演 ５月 30 日 ［市役所 11 階 大会議室] 

テーマ：プラスチック製容器リサイクルに関する取

り組みについて 

講師：㈱エフピコ環境対策室ジェネラルマネージ

ャー 冨樫英治 

ごみ減量・もったいないねット山

形ウィンドウディスプレイ 

10 月３日 ～

10 月 31 日 

[中央駐車場ウィンドウディスプレイ] 

本会活動のパネル及び食品ロス削減運動に関す

る展示 

令和４年やまがた環境展参加 10 月 15 日～

10 月 16 日 

[山形国際交流プラザ１階多目的集会場] 

主催：やまがた環境展実行委員会 

山形市と協同出展し、パネル展示・分別クイズ・エ

コ耕作おもちゃ展示・啓発品配布などを実施（分

別クイズ参加者 252 名） 

食品ロス削減啓発用紙紙芝居

画 DVD 寄附受入式 

12 月 15 日 [市役所３階 特別応接室] 

映画やアニメなどを鑑賞する機会の多い放課後

児童クラブ（学童）で活用いただくため、本会より

山形市へ食品ロス削減啓発用紙芝居動画 DVD
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（複数音声版）を寄贈 

ごみ減量すすむくん・かなえち

ゃんかるた大会共催（中止） 

２月 主催：山形中央ライオンズクラブ（本会会員） 

共催：本会 

YTS「提言の広場」出演 ２月 11 日 テーマ「食品ロスの削減に取り組もう」金澤会長出

演 

第 15 回やまがた市民活動まつ

り参加 

２月 19 日 [霞城セントラル１階アトリウム] 

主催：山形市市民活動支援センター連絡協議会 

共催：山形市、山形市市民活動支援センターブ

ース出展（パネル展示、啓発品配布） 

広報やまがた掲載（山形市発

行） 

２月１日号 特集記事 会の活動紹介など 

 

⑤令和４年度の各事業部会の活動（令和５年度総会資料より抜粋） 

ごみ減量・もったいないねットは、「買い物エコフレンド部会」「５R 情報発信部会」「ごみ減学習部

会」「広報部会」「ごみ減量アドバイザー部会」の５つの部会で活動している。 

 

・買い物エコフレンド部会 

身近な取り組みでもある「食品用容器リサイクル（店頭回収）」について、子どもにも分かりやす

く・親しみやすく伝えるため、令和２年度に作成した啓発用チラシを基に「キッズ対応版」を作成

した。 

また、市内スーパー２店舗で実施したキャンペーンにおいて店頭回収の現状や来店客の反

応を確認し、ポストコロナ時代における啓発活動のあり方について検討を行った。 

 

項目 期日 摘要 

①ごみ減量ロビー展への協力

（新型コロナウイルス感染症対

策として、啓発品の直接配布・

対応を取りやめたため中止） 

５月 27 日～５

月 31 日 

[山形市役所エントランスホール] 

本会ブース全般について広報・啓発（雑がみ分別

や食品用容器リサイクル、事業者会員パネル等の

紹介） 

②リサイクル推進キャンペーン 11 月１日 ～

11 月４日 

[イオン山形北店／ヤマザワ北町店] 

食品用容器リサイクルや本会の活動を紹介する

パネルを展示し、ごみ減量とリサイクルの呼びか

けと啓発品セットの配布を行った。 

③食用品容器リサイクル キッズ

対応啓発用チラシ作成・配布 

６月～２月 食用品容器リサイクル キッズ対応啓発用チラシ

作成数：11,000 部 
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・５R 情報発信部会 

本会の会員事業者が行っているごみ減量とリサイクルの取り組みについて、部会スタッフが直

接伺って取材を行い、その成果を情報誌で「取材記事」として発信した。 

また、当会の運営方針である「５つの R」と広く周知するために作成した「５つの R 紹介ポスタ

ー」について、前回の配布から５年以上経過し、ほぼ全ての施設ですでに掲出が終了している

ことから、若年層への PR 効果を意識したデザインへとリニューアルした。 

完成したポスターについて、事業者会員や公民館・コミュニティセンター、スーパーのほか、市

内の全教育機関やスポーツ施設、立体駐車場など、多種多様な市民が訪れる施設へ掲出を依

頼し、５R 情報の発信に努めた。 

 

「ごみ減量・もったいないねット山形」では、３R（リデュース、リユース、リサイクル）からさらに踏み

込んだ５R の活動の取り組みを推進している。５R とは、リデュース（発生抑制）、リフューズ（ごみを

断る）、リユース（繰り返し使う）、リペア（物を修理する）、リサイクル（再生利用）のことである。 

 

項目 期日 摘要 

①各種団体等の方法収集 ６月～３月 対象：市内の NPO、事業者等（事業者会員４者に

取材を実施） 

②情報誌、SNS（ソーシャルネッ

トワークサービス）による情報発

信 

随時 ごみ減量や資源の再利用の取組情報等 

③「５つの R の紹介ポスター」の

作成・配布 

８月～３月 作成枚数：480 枚 

 

・ごみ減量学習部会 

ごみ分別の現状を学び、また、資源の再利用について自ら体験することで、家庭や地域、職

場などでごみ減量の取組みを広めるため、各種事業を実施した。 

コロナ禍での事業開催にあたっては、人数制限や施設側の受入制限などこれまでどおりとは

いかない部分も多々あったが、その現状を逆手に取り、通常であれば大人数で訪問・見学する

ことができない事業者の取り組みを学ぶ機会として、動画や写真、アップサイクルされた実物を

目の前にして講演形式とするなど、「コロナだからこそできること」の工夫を凝らして実施した。 

 

項目 期日 参加者 摘要 

①リサイクル体験教室 ７月 26 日 ９名 工作活動 

「お手軽リサイクルおもちゃ作り（講師ご

み減量学習部会 副部会長 佐藤弘子
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氏）」 

②リサイクル関連施設研修

会 

③ごみ減量学習会 

→（変更）リサイクル関連施

設研修会（学習会） 

11 月 22 日 

→（変更）２

月 16 日 

36 名 食品ロス削減に関する企業の取り組み

を学ぶ研修会と、家庭で実践するため

のコツを具体的に学ぶ学習会を実施 

→（変更）５つの R の推進に意欲的に取

り組む身近な企業について学ぶ学習会

を実施「古い家具をよみがえらせ、次世

代に想いをつなぐ『家具再生職人』の取

り組み（㈲家具のヤマヒョウ 代表取締

役 井上英俊氏）」 

 

・広報部会 

会の活動やごみ減量等の取り組みの発信・共有を行い、ごみ減量の輪を広めるため、１年間

の活動の成果を伝える情報誌（年２回）の発行を行った。 

また、食料品小売の現場で発生する食品ロスについて調査を行い、食品の納期限表示に対

する消費者の認識と実際の行動に大きな隔たりがあることを確認したため、正しい知識を伝え、

行動変容のきっかけとなるよう、「店内掲示用食品ロス削減啓発ステッカー」を作成した。 

完成したステッカーについては、会員スーパーへ配布し、掲出を依頼した。 

 

項目 期日 摘要 

①フェイスブック・ホームページ

による情報発信 

随時 会の活動、ごみ減量や資源の再利用の取組情報

等 

②情報誌の発行 11 月、３月 

（年２回） 

第 31 号、32 号 各 4,000 部 

③店内掲示用食品ロス削減啓

発ステッカーの作成・配布 

11 月～３月 作成枚数：1,000 枚 

 

・ごみ減量アドバイザー部会 

ごみの減量や資源の再利用の必要性、実践方法を広めるため、本会会員の中から「ごみ減

量アドバイザー」を登録し、市内の各任意団体や PTA を含む学校などが主催する「ごみ減量に

関する学習会」に派遣した（計６回、延べ 275 名参加） 

また、コロナ禍により対面での活動が制限される中、「その場に行かなくても『もったいない』を

伝えられる活動を続けたい」との思いから、劇のように複数人で掛け合いながら読み聞かせを行

う「食品ロス削減啓発用紙芝居（複数音声版）」を作成し、DVD 鑑賞の機会が多い放課後児童ク

ラブで活用いただくため寄贈した。 
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項目 期日 参加人

数 

摘要 

①派遣制度の PR 随時 － 派遣制度 PR チラシ配布、ラジオ広報 

②新規アドバイザー募集 ～７月 －  

③スキルアップ研修会及

び新規アドバイザー登録

証交付式 

７月 11 日 12 名 アドバイザーのための研修会 

新規アドバイザー1 名登録 

④アドバイザー派遣 ５月 12 日 

[第一中] 

14 名 第一中学校総合文化部 

「エコいけばな・ごみ減量の環境教育」 

５月 16 日 

[第九中] 

24 名 第九中学校総合文化部 

「エコいけばな・ごみ減量の環境教育」 

５月 20 日 

[第八中] 

17 名 第八中学校総合文化部 

「エコいけばな・ごみ減量の環境教育」 

10 月１日～

６ 日 [ 遊 学

館] 

180 名 フラワーキッズ・日本伝統文化おもしろ

子ども教室 

「エコいけばな～祈りの花展」 

11 月 18 日 

[金井小] 

30 名 金井小学校３年３組 

「クイズで学ぶリサイクル」 

12 月 16 日 

[チュリア] 

10 名 山形県健康生きがい作りアドバイザー

協議会 

「エコいけばな・ごみ減量の環境教育」 

⑤もったいないアカデミー １月 31 日 

２月７日 

[ 市 役 所 大

会議室] 

25 名 

25 名 

「リサイクル米袋でエコバック作り」 

「ふろしきの簡単便利な使い方」 

⑥食品ロス削減啓発用紙

紙芝居動画（複数音声版）

の作成・配布 

10 月 ～ 12

月 

－ 作成数：80 枚 

 

（３）もったいないねット山形運営費補助金の額の推移 

（単位：円） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

予算額 1,640,000 1,640,000 1,640,000 1,640,000 1,640,000 

決算額 1,627,804 1,626,389 1,600,280 1,610,875 1,610,109 
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なお、「もったいないねット山形運営費補助金」の交付要綱はないため、「山形市補助金等の適

正化に関する規則」を準用している。 

「山形市補助金等の適正化に関する規則」より抜粋 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付の申

請、決定等に関する基本的事項を定めるものとする。 

（交付の申請） 

第５条 補助金等の交付の申請をしようとする者（以下「申請人」という。）は、補助金等交付申請

書（別記様式第 1 号）に別に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第 13 条 補助事業者等は、補助事業等の完了したときは、市長の定める期日までに、補助事

業等実績報告書（別記様式第２号）に別に定める書類を添えて、報告しなければならない。 

     

 

令和４年度の交付申請書及び実績報告書を閲覧し、補助金の交付に関する業務が適切に行わ

れていることを確認した。 

 

市の事業の一環として、ホームページ等を活用してもったいないねット山形の取り組みを周知す

ることにしているが（市のホームページ上に外部リンクがある）、そもそも同団体のホームページ上

の事業活動記録は、平成 26 年１月９日を最後に更新されていない。また、フェイスブックも平成 31

年２月 18 日を最後に投稿がない。 

令和５年度総会資料に添付されている令和４年度の各事業部会の活動報告において、「５R 情

報発信部会」と「広報部会」は、SNS 等を使って情報発信を行っていることになっており、活動実態

と報告書の内容に齟齬がある。ホームページや SNS が更新されないままでいると、現在は活動して

いないかのようなネガティブな印象を与えかねない。 

市の環境部長が副会長に就任しているのであるから、適宜情報発信を行うよう市の主導で改善

を促されたい。【意見】 
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（出典：山形市 HP） 
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６ 市役所庁内不要品等リユース 

（１）不要品リユース促進事業について 

不要品リユース促進事業とは、令和４年２月３日に株式会社メルカリ及び株式会社ソウゾウ（「メ

ルカリ Shops」の事業開発を担う株式会社メルカリのグループ会社）との間で締結した地方創生の

推進に係る包括連携協定に基づき、フリマアプリ「メルカリ」を活用して山形市「メルカリ Shops」を開

設し、市の不要品を出品、売却することにより、リユースを率先して実施し、市民のリユースへの意

識啓発につなげて、増加傾向にある家庭系ごみの削減を図るものである。 

 

連携・協力事項 

（１）循環型社会の推進に関すること 

（２）地域経済の活性化に関すること 

（３）災害対策に関すること 

（４）その他地方創生の推進に資すること及び市民サービスの向上に関すること 

 

（２）「メルカリ Shops」について 

市には、時代の流れや業務変化、学校の改築等により活用の場がなくなって倉庫に眠ったまま

になっている備品類がある。ポラロイドカメラ、壁掛け時計、学習教材等、それらの備品類はレトロ

な味があったり、一般の人ではなかなか買えない等の魅力がある「掘り出し物」になり得る。そうした

備品類に新たな価値を見出してもらえる利用者に販売することで、使われなくなった物に再び価値

を蘇らせ、価値を循環させるリユースへとつなげるため、令和５年２月 16 日に、山形県内の自治体

では初めて市の「メルカリ Shops」を開設し、市の備品等の販売を開始している。 

出品対象品の回収は以下の方法により行っている。 

①資産マネジメント課所管不要品 

資産マネジメント課で取りまとめた廃棄備品一覧リスト（年１回）を提供してもらい、その中からま

だ使用できるものをごみ減量推進課が選別し引き受ける。 

②教育委員会教育総務課所管不要品 

・小中学校の改築等に伴って発生したもの 

教育委員会教育総務課より不要備品等保管替えリストを提供してもらい、その中からまだ活用

できるものをごみ減量推進課が選別し引き受ける。 

・随時発生した不要品について 

不要品が出た際に、教育委員会教育総務課より連絡をもらい不要品の詳細を聞き取りし、そ

の中からまだ活用できるものをごみ減量推進課が引き受ける。 

③その他各課の不要品 

施設や各課管理の倉庫等に眠っている不要品が発生した際に、所管課より連絡をもらい、不要

品の詳細を聞き取りし、その中からまだ活用できるものをごみ減量推進課が引き受ける。 
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（３）「メルカリ Shops」での販売実績 

令和５年２月 16 日のショップ開設以降の販売実績は以下のとおりである。 

出品数 販売数 販売額  

51 品 26 品 77,500 円 令和５年３月末時点 

187 品 77 品 882,400 円 令和５年 11 月末時点 

 

なお、売上金は市の財源として循環型社会の形成等に活用することになっている。 

 

 

（出典：山形市メルカリ ShopsHP） 

 



236 

 

（４）庁内不要品等リユースの試行実施について 

上述に加えて、令和５年７月 25 日から令和６年３月 31 日までを試行期間として、庁内不要品等

（備品及び消耗品）のマッチング事業を行っている。 

庁内不要品等のリユース事業の概要は以下のとおりである。 

庁内不要品リユースマッチングシステム「ゆずるん」を構築し、各課等が当該システムに不要

品等の情報を入力する。 

入力された物品の譲り受けを希望する課等は、その物品にコメントを入力し先着順でマッチン

グが成立する。 

マッチング不成立となった物品からごみ減量推進課が出品対象品を選定し、山形市の「メル

カリ Shops」に出品することにより、事業系ごみの排出削減と市のリユース実践の広報を兼ねる。 

 

現在の「メルカリ Shops」への出品対象品の回収は、資産マネジメント課、教育委員会教育総務

課及び不要品が発生した際の所管課からごみ減量推進課が連絡を受け、まだ活用できるものを引

き受ける体制となっている。「メルカリ Shops」での販売をさらに拡大していくには、新たな視点で価

値を見出した出品対象品の拡充も重要である。熊本県熊本市の公立高校において、高校生自ら

が学校で不要となっている備品等を発掘・選定し、同市の「メルカリ Shops」で販売する取り組みが

全国初の取組みとして報道されている。 

山形市の公立高校である山形市立商業高等学校は、株式会社メルカリ及び株式会社ソウゾウと

の間で締結した地方創生の推進に係る学校教育プログラムを活用し、地元企業と共同で商品開発

した菓子を、市の「メルカリ Shops」にて令和５年 11 月７日から 12 月 12 日までの期間限定で出品

販売している。同校においてさらなる「メルカリ Shops」の活用を図るため、熊本市の高校と同様の

取組みの導入も検討されたい。【意見】 
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７ 「充電式家電・充電池回収ボックス」の設置  

（１）発火発煙事故について 

①市のごみの分別等について 

市では、現在以下の 10 分類でごみの分別処理を行っている。 

 

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画」2023 年３月） 

 

このうち、「雑貨品・小型廃家電」の代表的な品目は、傘・鍋・ポット・アイロン・ラジオ・炊飯器・時

計・玩具等の小型の複合素材の物や金属類、小型の廃家電・家具類等で一片の長さが１ｍ未満

のものである。ごみを出す際には、乾電池や燃料類を抜いてから出し、抜いた乾電池等は「水銀含

有ごみ」として分別処理することになっている。 

充電式の小型家電製品には必ず充電池が入っており、取り外せる充電池は「水銀含有ごみ」と

して、本体は「雑貨品・小型廃家電」分別することになる。しかし、用途上充電池が取り外せない充

電池内蔵家電は、電池類として「水銀含有ごみ」として分別すべきことになっている。 
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（出典：山形市「ごみ減量・分別大百科」） 

 

②発火発煙事故の原因 

現在、その利便性や性能から多くの製品に使用されているリチウムイオン電池は、破損・変形す

るとショートし、高温に発熱したり発火したりする危険性が高く、「雑貨品・小型廃家電類」や「粗大
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ごみ」にこの電池が混入すると破砕処理を行っている最中に発熱・発火し、周辺の可燃性ごみに引

火することで発火発煙事故や火災を引き起こす。 

 

（出典：公益財団法人日本容器包装リサイクル協会） 

 

③山形市での発火・発煙事故の発生状況 

ごみ処理施設（立谷川リサイクルセンター）での発火発煙事故は、リチウムイオン電池が原因の

大半を占め、平成 28 年度から発生件数が急増している。令和５年度も昨年を上回るペースで発火

発煙事故が発生しており、このままではごみ処理施設機能に致命的なダメージを与えるような火災

が発生するおそれがある。 

また、収集車両では、近年３件の車両火災と１件の発煙事故が発生しており、うち１件は車両投

入部が完全に焼け落ち、廃車となっている。 

なお、山形市が収集業務を委託しているごみ収集車の火災等については、受託者側で負担す

ることになっており、委託料に修繕費や車両保険分が含まれている。 

（件数/年度） 

 

（出典：山形市 HP） 
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（出典：山形広域環境事務組合 HP） 

 

（２）発火・発煙事故対策について 

令和５年３月に前計画を見直して作成した「山形市一般廃棄物処理基本計画」の「基本方針２ 

循環型ごみ処理の推進 個別方針３ 適正処理の推進 施策６ 適正排出」において、「収集車や

処理施設での発火・発煙につながる充電池内蔵家電の分別について、市報やホームページ等で

の周知を引き続き行います。」といった施策を新たに掲げており、市報やホームページに加え、公

式 LINE ややまがた環境展等でのイベントでも周知を行っている。また、一部収集車両に延焼防止

装置（手動）を設置している。 

さらに、周知活動の一環として、市役所１階市民相談窓口付近（小型家電回収ボックス脇）と市

役所 10 階ごみ減量推進課前（小型家電回収ボックス脇）に「充電式家電・充電池回収ボックス」を

設置している。 

 

（市役所１階市民相談窓口付近） 
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しかしながら、令和５年度が昨年を上回るペースで発火発煙事故が発生している現状からは、周

知方法が不十分であるか、対策そのものが十分に設計されていない可能性を検討すべきといえる。 

 

市ではごみの分別方法を平易かつ詳細にまとめた「ごみ減量・分別大百科」をホームページ上

で閲覧出来るようにしている。また従来から市の公式 LINE 上のメニューで、ごみの分別を調べるこ

とができるサービスが運用されている。さらに、スマートフォン等にダウンロードして利用できるごみ

分別アプリ「さんあ～る」も令和５年 10 月１日より運用開始になり、ごみの分別方法の検索方法は昔

に比べて飛躍的に利便性が向上している。 

しかしながら、ごみの分別方法は以前より複雑化してきており、また当該サービスを利用していな

い市民、デジタル弱者、高齢者等も多くいるため、もっと根本的な対策が必要と考えられる。充電

池等が内蔵されている小型家電専用の分類区分として、例えば「充電池内蔵小型家電」のような分

類項目を新設し、収集日を他と分けることも検討されたい。【意見】 

 

小型家電は、上述した「山形市小型家電リサイクル事業（こでん里帰りプロジェクト）」の対象にな

る品目も多いと考えられる。市の公式 LINE や「さんあ～る」で検索した際に、当該事業の対象品目

になりうるものは、検索結果にその旨も表示されるよう検討されたい。【意見】 

 

・山形市公式 LINE 

 

（出典：山形市ＨＰ） 
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・さんあ～る 

 

（出典：山形市「ごみ減量・分別大百科」） 
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８ 不法投棄対策事業  

（１）山形市における不法投棄の状況 

①不法投棄の通報件数の推移 

山間部や河川敷、道路沿いの個人所有地等への不法投棄が全国的に多発しているが、山形市

においても例外ではなく、毎年相当数の不法投棄が発見されている。不法投棄は景観を損なうだ

けではなく、地下水の汚染や悪臭等の原因となり、近隣住民の健康や生活に影響を与える。 

市では様々な対策を講じているが、依然として後を絶たないのが現状である。 

  

    

（出典：山形市役所職員により撮影） 

 

市では、平成 21 年度より不法投棄通報専用ダイヤル「山形市不法投棄 110 番」（廃棄物指導課

内：電話 023－629－0802）を開設している。また、令和３年６月より山形市公式 LINE 上から通報が

できるようになっている。 
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（出典：山形市 HP） 

 

不法投棄通報対応件数(平成 21 年～令和４年）    

年度 
不法投棄通報件数 警 察連携 ・

通報件数 
備考 

  LINE 通報 

H21 50   4 平成 21 年 7 月～開始 

H22 32   5   

H23 33   3   

H24 29   7   

H25 29   2   

H26 39   2   

H27 35   0   

H28 30   1   

H29 33   4   
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年度 
不法投棄通報件数 警 察連携 ・

通報件数 
備考 

  LINE 通報 

H30 31   7   

R 元 32   4   

R２ 41   6   

R３ 86 2 5 令和 3 年 6 月～LINE 通報開始 

R４ 90 20 6   

 

令和４年度の月別通報件数 

 



246 

 

 

 

②不法投棄等のない山形市を目指す条例 

市では、四季に彩られた豊かな自然環境を保全するため、廃棄物の適正な処理の徹底を図り、

不法投棄等のないまちを実現することを目的として、平成 21 年度に「不法投棄等のない山形市を

目指す条例」を制定した。同条例では、以下の行為を不法投棄と定めている。 

 

「不法投棄等のない山形市を目指す条例」より抜粋 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（２）不法投棄等 次のいずれかに該当する行為をいう。～一部省略～ 

ア 次に掲げる場所にみだりに廃棄物を捨てる行為 

（ア）道路、河川、公園、広場その他の公共の場所 

（イ）他人が所有し、占有し、又は管理する土地であって、廃棄物条例第 15 条第３項に規定

する搬出場所（以下この号において「集積所等」という。）以外の場所 

イ 市が定める一般廃棄物処理計画に基づく排出日時、排出方法等に従わずに集積所等に

廃棄物を捨てる行為 

 

③不法投棄をした場合の罰則 

「廃棄物処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」の第 25 条及び第 32 条において、不法

投棄を行ったものに対して以下のような罰則が設けられている。 
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個人の場合（第 25 条） 5 年以下の懲役、もしくは 1,000 万円以下の罰金 

またはその併科 

法人の場合（第 32 条） 3 億円以下の罰金 

 

（２）不法投棄の防止対策 

①不法投棄防止パトロールの実施 

不法投棄の撲滅及び不法投棄を「しない・させない」環境づくりを推進するため、早朝・夜間パト

ロールを実施し、未然防止及び早期発見による被害の拡大防止を図るため、市では毎年６月（春

期）及び 10 月（秋期）に「不法投棄防止パトロール実施要領」を策定し、パトロールを実施している。 

「令和４年度春期不法投棄防止パトロール実施要領」より抜粋 

 

２ 参加課 

 ごみ減量推進課・道路維持課・河川整備課・森林整備課・廃棄物指導課 

４ 目的 

① 不法投棄をさせないための巡回パトロール 

パトロールを実施しているところを見せる（パトロール車両を見せる）ことにより、投棄者に

パトロールを実施しているという事実を認識させ、警戒させることにより不法投棄

を思いとどまらせる。 

② 不法投棄の早期発見のための巡回パトロール 

不法投棄箇所を新たに発見することにより、早期に対応し、被害拡大防止を図る。 

６ パトロール内容 

 高速道路沿線、河川周辺、林道、農免道路等の不法投棄が懸念される箇所を、青色回転灯

を点灯し巡回する。 

 不法投棄を発見した場合は、投棄物を調査（投棄物の種類、規模、投棄者情報の有無等）し、

現場の写真撮影及び場所の把握をする。また、投棄物が軽微であった場合、事前に配布するご

み袋を使用し回収を行い、後日廃棄物指導課まで連絡する。 

 

②監視カメラの設置 

市では不法投棄の未然防止を図るとともに、収集した画像を不法投棄を行った者の特定及び関

係機関（山形県警察本部、山形警察署及び山形県関係各課）への通報等に使用して不法投棄の

再発防止を図ることを目的として、「山形市不法投棄監視カメラの設置及び運用に関する要綱」を

定め、監視カメラを設置している。 

「山形市不法投棄監視カメラ設置及び運用に関する要綱」より抜粋 

 

（管理責任者、管理者及び取扱者） 

第４条 監視カメラの設置及び管理並びに画像の管理（この条において「監視カメラの設置等」と
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いう。）を適正に行うため、管理責任者、管理者及び取扱者を置く。 

２ 管理責任者は、環境部廃棄物指導課長をもって充て、監視カメラの設置等に係る事務を総

括し、管理者を指揮監督するものとする。 

（監視箇所の選定等） 

第５条 監視箇所は、次の各号のいずれにも該当する場所から選定し、管理責任者において決

定する。 

（１） 山間部、河川敷、高速道路周辺等で、不法投棄が多発している場所又は既に 

不法投棄が発生し、更に拡大するおそれがある場所 

（２） 行政による常時監視が困難であり、かつ、地域住民による監視が行き届かな 

い場所 

（３） その土地の管理者が監視カメラの設置に同意している場所 

２ 市長は、地域住民が日常生活において利活用する道路沿線等に監視カメラを設置する場合

は、必要に応じ、町内会長等地域住民代表者と協議するものとする。 

３ 監視箇所は、必要に応じて随時変更するものとする。 

（監視実施の表示） 

第７条 市長は、監視カメラの設置を周知するため、指定路線（不法投棄が頻発する箇所のう

ち、監視カメラの設置により監視の対象となる区間の道路及びその周辺：監査人による補

足）、監視箇所、監視ポイント等に看板を設置し、設置者名及び監視中である旨を表示しなけ

ればならない。 

 

 

「山形市不法投棄 110 番」の周知効果や LINE による通報が可能になったことの影響も考えられ

るが、（１）①で記載のとおり、近年不法投棄の通報件数が急増している。そのような状況において

監視カメラが現行のままでは設置台数が足りていないと考えられる。監視カメラの設置台数を増や

すことも検討されたい。【意見】 
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③不法投棄防止看板の設置 

市では、「不法投棄防止看板交付事務取扱要領」に基づき、市内の町内会等からの申請を受け、

不法投棄防止看板を配布している。実際に設置するのは申請者であり、市では配布後の設置の

確認を行っている。 

令和５年８月末時点で作成している不法投棄防止看板は以下の４種類である。 

種

類 

①-A  

市作成看板 

（不法投棄監視中） 

①-B  

市作成看板 

（監視カメラ作動中） 

②-A 

不防協作成看板 

（警告と罰金） 

②-B 

不防協作成看板 

（警告） 

レ
イ
ア
ウ
ト 

    

サ
イ
ズ 

縦 60cm 

×横  40cm 

縦 60cm 

×横  40cm 

縦  60cm 

×横  90cm 

縦  60cm 

×横  40cm 

 

また、申請に基づく不法投棄防止看板の配布枚数は以下のとおりである。 

 

「不法投棄防止看板」配布実績                                 （単位：枚） 

年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

 30 33 26 17 14 

 

不法投棄防止看板の「②－A」において、法人の罰則が「１億円以下の罰金」と記載されている

が、平成 22 年６月８日より、法人の罰金は３億円に引き上げられており、記載内容が現状の罰則と

一致していない。また、「②－B」においては、法人の罰則の記載がそもそもない。 

当該２つの看板は、村山地区不法投棄防止対策協議会（不防協）の事業で山形市が作成して

いる看板であるが、山形市も連名で記載されていることから、適切な内容への修正を働きかけられ

たい。【意見】 

市が作成している不法投棄防止看板の「①－A」及び「①－B」において、不法投棄を発見した

際の通報先等の記載がない。市では不法投棄通報専用ダイヤル「山形市不法投棄 110 番」や山

形市公式 LINE で通報が出来るようになっているのであるから、電話番号や山形市公式 LINE の

QR コード等の記載も検討されたい。 
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また、古いデザインの看板では「現在は監視カメラは稼働していない可能性がある」との印象を

与えてしまい抑止効果が薄れると考えられるため、デザインの一新も検討されたい。【意見】 
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９ ごみ出し支援事業 

（１）環境省による「高齢者のごみ出し支援制度導入の手引き」の策定 

高齢化社会や核家族化の進展等に伴い高齢者のみの世帯が増加することにより、家庭からの

日々のごみ出しに課題を抱える事例も生じており、既に一部の地方公共団体においては高齢者の

ごみ出し支援（「ふれいあい収集」等）が開始されている（令和２年度時点で 34.8％（417 の地方公

共団体）が制度導入実績あり）。 

上記の傾向は、今後数十年にわたり続くものと見込まれ、全国の地方公共団体において、従来

の廃棄物処理体制から高齢化社会に対応した廃棄物処理体制にシフトしていく必要が生じている。 

以上のような状況を踏まえ、今後、高齢者のごみ出し支援を行おうとする地方公共団体が、どの

ようなことに留意して制度設計を行い、持続的に運営していくべきかを検討する際の参考となるよう、

また、既に高齢者のごみ出し支援を行っている地方公共団体においても、課題の改善や事業に見

直しにつながることを目的として、令和３年３月に環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推

進課より「高齢者のごみ出し支援制度導入の手引き」が策定されている。 

 

 

（出典：環境省「高齢者ごみ出し支援制度導入の手引き」）  

 

（２）市のごみ出し支援事業  

①市のごみ出し支援事業 

市では平成 22 年の７月１日から始まった家庭系ごみの有料化に伴い、市民サービスの拡充の

ため、自らごみ集積所までごみを出すことが困難な市民に対して、戸別収集又は地域コミュニティ

等によるごみ出し支援を実施している。 

市の場合、「ごみ出し支援事業」は自らごみを集積所まで排出することが困難であり、親族等の

協力も得られず、原則世帯全員が以下の①高齢者又は②障がい者の要件に該当している市民が

対象となる。ただし、ごみ出し支援事業実施要綱第３条において、「ただし、市長が特別の事情が

あると認める場合は、この限りではない。」と規定しており、市長権限による例外規定が設けられて

いる。 
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① 高齢者（次の１のいずれかの認定等を受け、かつ２のいずれかのサービスを利用している場

合） 

１ 受けている認定等 

  ・要介護認定 

  ・要支援認定 

  ・山形市介護予防・日常生活支援総合事業対象者（基本チェックリストの該当者） 

２ 利用している介護保険サービス 

  ・訪問介護 

  ・訪問型サービス（従前相当） 

  ・共生型訪問型サービス 

  ・訪問型サービス A 

② 障がい者（次の１のいずれかの手帳を所持し、かつ２のいずれかのサービスを利 

用している場合） 

１ 所持している手帳 

  ・身体障がい者手帳 

  ・療育手帳 

  ・精神障がい者保健福祉手帳 

２ 利用している障がい福祉サービス 

  ・居宅介護 

   ・重度訪問介護 

 

②市の高齢単独世帯数の推移 

市では高齢単独世帯の増加が進んでおり、令和２年度の高齢単独世帯をみると、本市における

１人世帯（35,538 世帯）の 28.6％を占める 10,154 世帯となっている。 
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（山形市の高齢単独世帯数「65 歳以上の 1 人暮らし世帯」の推移）

 

（出典：山形市「山形市一般廃棄物処理基本計画（2023 年３月）」） 

   

（山形市の世帯構造の変化） 

 

（出典：「山形市高齢者保健福祉計画（令和３年度～令和５年度）」） 

 

③市の要介護（要支援）の認定者数の推移 

市の要介護（要支援）認定者数は、横ばいの状態が続いていたが、認定者の多くを占める後期

高齢者が増加傾向にあることから、団塊の世代の全てが 75 歳以上となる令和７年度、介護ニーズ

の高い 85 歳以上の人口が急速に増加すると見込まれる令和 22 年度に向けて増加していくと見込

まれている。 
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（出典：「山形市高齢者保健福祉計画（令和３年度～令和５年度）」） 

 

④ごみ出し支援の種類と方法 

ごみ出し支援の種類と方法は以下の①または②のどちらかを選択（併用不可）することになる。 

①戸別収集 

自宅玄関先から戸別に収集する方法 

1 週間に 1 回、集積所に出せる全種類のごみを収集する。 

②地域の協力者によるごみ出し 

  地域の身近にいる協力者からごみ出し支援を受ける方法。協力者には協力金が支給される

（1 か月に 1,000 円を年 1 回支給）。協力者は、地域に住んでいる個人又は町内会や老人クラ

ブ等の非営利団体が登録できる。 

それぞれの地区のごみの収集日に合わせて、協力者が利用者宅から集積所にごみを出

す。 

ごみ出し支援を希望する対象者は、「ごみ出し支援事業利用申請書」を記入の上、ごみ減量

推進課宛に申請書を提出する。申請の内容について審査・調査が行われ、「ごみ出し支援事業

利用決定通知書」が申請者に送付される。決定通知書に支援開始日の記載があり、その日から

収集が開始される。 

令和４年度実績は以下のとおりである。 

戸別収集利用世帯 557 世帯 

ごみ出し協力世帯 6 世帯 
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なお、当該事業は福祉部局との連携が重要である。市ではごみ収集の際の声掛け等による安

否確認まで実施するかについては、現在福祉サービスによる取組状況を踏まえ調査研究を行って

いる。 
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（３）特別交付税措置について 

令和元年度特別交付税３月分の算定より、新規項目として「高齢者等世帯に対するごみ出し支

援」が創設され、所定の経費について特別交付税措置（措置率 0.5）が講じられることになっている。 
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（出典：環境省「高齢者ごみ出し支援制度導入の手引き」）  

 

市の高齢単独世帯数や要介護（要支援）認定者数に対して、利用実績が少ないと考えられる。

住民の中でも支援サービスの主たる利用者として想定される層に対して確実に必要な情報が届く

よう、周知活動を徹底されたい。【意見】 

 

普段の生活ではそれほど転倒リスクが高くない高齢者であっても、重いごみ袋を持った状態で

の雪道では非常に滑りやすいため、転倒しその後の日常生活に重大な影響を及ぼすケガを負う可

能性がある。冬季限定で利用者の要件を緩和することを検討されたい。【意見】 

 

ごみ出し支援事業実施要綱において、対象市民については市長の権限による例外規定を設け

ているが、市のホームページ上での当該事業の案内では、例外規定が明示されていない。当該事

業の推進の際には、対象市民の例外規定も明示して周知活動を行われたい。【意見】 
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第７ 他の自治体の先行事例 

１ レジ袋兼ごみ袋の導入  

（１）「レジ袋有料化制度」の背景・概要 

国は、プラスチックがもたらす地球規模の課題に対応しながらプラスチックの資源循環を総合的

に推進するため、令和元年５月に「プラスチック資源循環戦略」を策定した。この重点戦略の１つと

してリデュ―ス（ごみの発生抑制）等の徹底が位置付けられており、その一環として「レジ袋有料化

義務化（無料配布禁止等）」を通じて、消費者のライフスタイル変革を促すこととしている。 

同年 12 月には、容器包装リサイクル法の関係省令が一部改正され、従来からの事業者による発

生抑制促進の枠組みを活かしつつ、プラスチック製買物袋（レジ袋）の発生抑制の手段として、有

料化を必須とすることが規定された。 

これにより、令和２年７月１日から、全国一斉にレジ袋の有料化を開始することが決定している。 

 

（２）市のレジ袋削減に向けた取り組みについて 

市では、地球温暖化や循環型の暮らしを実現し、ごみを出さないライフスタイルへの転換を図る

きっかけづくりとするため、市内食品系スーパー、市民団体、本市とで平成 20 年５月に「レジ袋削

減に向けた取り組みに関する協定」を締結し、同年７月１日から協定参加店舗ではレジ袋の無料

配布中止に取り組んでいる。 

 

 協定事業者 店舗数 

（令和５年４月 1 日現在） 

マイバック持参率 

（令和５年４月） 

食品系スーパー ８社 34 店舗 91.15％ 

 

無料配布中止日以降、市内食品系スーパーにおけるマイバック持参率は、約 90％と高い数値

で推移している。 
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（協定参加事業者におけるマイバック持参率。シール対応等によるレジ袋辞退者はマイバック持参

者に含む） 

 

 

（出典：山形市 HP） 

（３）他の自治体の先進事例 

①千葉市の事例  

千葉市はイオン株式会社との包括連携協定に基づき、プラスチックごみ削減に向けて、指定可

燃ごみ袋全種類をレジ袋として使用するための実証実験を市内イオン全店で実施している。 
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千葉市役所のホームページ（千葉市：可燃ごみ・不燃ごみの指定袋について (city.chiba.jp)

より概要抜粋 

 

趣旨・目的 

イオンは、４月１日から資源を無駄にしないライフスタイルの定着に向け、全国の「イオン」「イ

オンスタイル」等、約 800 店舗にて、これまで実施してきた食品に加え、衣料品や暮らしの品を含

む直営全売場で、レジ袋の無料配布を終了したことを受け、商品を購入する際にレジ袋の購入

も希望する顧客に対し、レジ袋と本市の指定ごみ袋のどちらか一方を選択していただく実証実

験です。 

当該実証実験は、指定可燃ごみ袋を買い物袋として使っていただくことで、ごみとして捨てら

れてしまうレジ袋の総量を抑え、プラスチックごみ削減に繋げることを目的とするものです。 

 

実証実験概要 

期間  

令和２年６月１日（月曜日）～令和２年 11 月 30 日（月曜日） 

 

指定可燃ごみ袋の販売価格 

 

 

実施店舗 

 ・イオンスタイル鎌取 

 ・イオンマリンピア店 

 ・イオン稲毛店 

 ・イオン幕張店 

 ・イオンスタイル幕張新都心 

 ・イオンスタイル幕張ベイパーク 
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 ・イオンスタイル検見川浜 

 

今後の対応 

 実験当初は、ごみ袋をレジ袋として使用することに対して市民からごみ袋を持ち歩くことに抵抗

があるとの声もあったが、その後そういった声もなく、好意的な意見も多く寄せられており、また、

販売数も堅調であることから本格実施することとしました。 

 今後、広く導入されるよう、実験実施店舗から要望のあった単品販売用バーコードを可燃ごみ

袋に付記（次期製造分（令和３年秋頃流通開始））することで販売店舗での効率性・利便性の向

上を図るなどの促進策を講じていきます。 

 

また、千葉市とミニストップ株式会社は、千葉市とイオン株式会社（関連会社を含む）との包括連

携協定に基づき、プラスチックごみ削減に向けて、可燃ごみ用指定袋（10 リットル）をレジ袋として

使用するために、店頭にて可燃ごみ用指定袋の単品販売を行う実証実験を行っている。 

千葉市役所のホームページ（千葉市：可燃ごみ・不燃ごみの指定袋について (city.chiba.jp)

より概要抜粋 

 

趣旨・目的 

 ミニストップ株式会社が令和元年６月から開始したレジ袋有料化の取り組みを受け、商品を購

入する際にレジ袋の購入も希望する顧客に対し、レジ袋と可燃ごみ用指定袋（10 リットル）のどち

らか一方を選択していただく実証実験です。 

 この実証実験は、可燃ごみ用指定袋を買い物袋として使っていただくことで、ごみとして捨てら

れてしまうレジ袋の総量を抑え、プラスチックごみ削減に繋げることを目的とするものです。 

 

実証実験概要 

期間  

令和２年３月２日（月曜日）～令和２年 11 月 30 日（月曜日） 

 

販売価格 

 可燃ごみ用指定袋（10 リットル）1 枚８円 

 （通常は 10 枚 1 組で 80 円） 

 

実施店舗 

 ・ミニスットップイオンタワー店 

 ・イオンタワーアネックス店 

 ・稲毛東３丁目店 
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今後の対応 

 実験当初は、ごみ袋をレジ袋として使用することに対して市民からごみ袋を持ち歩くことに抵抗

があるとの声もあったが、その後そういった声もなく、好意的な意見も多く寄せられており、また、

販売数も堅調であることから本格実施することとしました。 

 今後、広く導入されるよう、実験実施店舗から要望のあった単品販売用バーコードを可燃ごみ

袋に付記（次期製造分（令和３年秋頃流通開始））することで販売店舗での効率性・利便性の向

上を図るなどの促進策を講じていきます。 

   

 

（出典：千葉市 HP） 
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②東京都日野市の事例 

東京都日野市では、明星大学生デザインのおしゃれな指定収集袋（レジごみ袋）の実証実験販

売を実施中である。 

日野市役所のホームページ（明星大学生デザインのおしゃれな指定収集袋（レジごみ袋）

の実証実験販売を実施中です。｜日野市公式ホームページ (hino.lg.jp)より概要抜粋 

 

マイバックを忘れたときや収納しきれない場合にぜひご活用を 

令和２年７月よりレジ袋有料化がスタートしました。市内スーパー等でのレジ袋辞退率は 85％

を超えていますが、更なる向上を目指し、プラスチックごみの削減を進めなければなりません。そ

こで、明星大学、イオンリテール株式会社、株式会社セブンイレブンジャパンと連携して、レジ袋

の削減を目的とした「レジごみ袋」の導入及び販売の実証実験を実施中です。是非、ご活用くだ

さい。 

 

活用のメリット 

・レジ袋を断り指定収集袋として活用できる「レジごみ袋」を購入することでプラスチック袋が２

枚から 1 枚に半減し、環境負荷が軽減 

 ・レジ袋を断ることで、レジ袋代の負担減 

 

販売種類 

 可燃ごみ指定収集袋（小袋）をばら売り 

 植物由来バイオポリエチレン（Braskem）25％含有 

 

販売店舗 

 ・イオンモール多摩平の森・イオンスタイル 

 ・市内セブンイレブン協力店舗 

 

販売期間 

 令和４年９月～令和６年３月 31 日 
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なお、現在の市の有料指定ごみ袋の金額は以下のとおりである。 

 

（出典：山形市「ごみ減量・分類大百科」） 
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山形市内食品系スーパーにおけるマイバック持参率は、約 90％と高い数値で推移しているが、

依然として 10％程度はレジ袋が購入されている。 

環境省が行った令和２年 11 月のレジ袋使用状況に関する Web 調査では、レジ袋をもらった理

由について「マイバックを持って出るのを忘れたから」という回答が 1 番多く、当該理由等を考慮す

ると、レジ袋の購入は今後も一定程度は必ず発生すると想定される。 

 

 

（出典：環境省「令和２年 11 月レジ袋使用状況に関する WEB 調査」） 

 

購入したレジ袋を市の有料指定ごみ袋としてその後活用できる「レジ袋兼ごみ袋」がある場合、

単なるレジ袋より割高になるが「レジ袋兼ごみ袋」を選択する利用者は相当数いると考えられる。 

令和４年度の第２回山形清掃問題審議会の議事録を見ると、出席委員より山形市でも千葉市と

同様の制度を導入することに対して前向きな意見も出ている。 

また、日野市のように「レジ袋兼ごみ袋」にデザインを施し、そのデザインを市内の小中高や大学

で公募すれば、市民のレジ袋削減についての意識も醸成されていくものと考えらえる。 

マイバックの持参率の向上を引き続き図るとともに、「レジ袋兼ごみ袋」の導入も是非検討され

たい。【意見】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

２ 食品ロス削減マッチングサービスの導入 

（１）「食品ロス」に対する現在の市の取組み 

食品ロスを削減するため、市では「30・10 運動」をはじめとする食品ロス削減の取り組みを推進し

ている。 

（30・10 運動 家庭編） 

 毎月、30 日と 10 日を「冷蔵庫チェックデー」とし、冷蔵庫の中を定期的に整理整頓する習慣を

作ることで、食品ロスに取り組む運動  

（30・10 運動 宴会編） 

 乾杯後の 30 分間とお開き前の 10 分間は、自席で料理を楽しむことで、飲食店における食べ

残しを減らす運動  

また、全国で食べきり運動を推進し、食品ロスを削減することを目的として「全国おいしい食べき

り運動ネットワーク協議会（事務局：福井県安全環境部循環社会推進課）」が平成 28 年 10 月 10

日に設立され、山形市も参加している。 

 

（２）食品ロスの主な原因 

①事業系 

・製造過程で発生する規格外品 

・流通後の返品 

・販売時の売れ残り 

・飲食店での食べ残し 

②家庭系 

・食材の買いすぎ 

・調理の際の過剰除去 

・料理の食べ残し 

・消費期限や賞味期限切れによる食材の廃棄 

 

（３）他の自治体の先進事例 

①「タベスケ」とは 

「タベスケ」とは、株式会社 G-Place（本社：京都府長岡京市城の里 10－９）が提供する食品ロス

削減マッチングサービスであり、市民（ユーザー）と店舗（協力店）が食品ロス削減をメインテーマと

してマッチングさせるサービスである。 

協力店は食品ロスになりうる可能性のある食品を安く出品し、ユーザーは安く欲しい食品を買う

ことができる。また、自治体では、SDGｓの活動が PR できるほか、食品ロス削減量を可視化でき、廃

棄物処理費用の削減に繋げることができるものである。 
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（出典：「タベスケ」HP、報告書作成時点） 
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（出典：「タベスケ」HP） 

 

 

 

 

 



269 

 

 
（出典：「タベスケ」HP） 

 

令和５年 10 月時点の利用自治体数は 23 自治体、登録ユーザー数５万人、累計削減量 22トン、

リリース以降の累計の参加店舗売上総数は 1,200 万円を突破している。 

 

（出典：「株式会社Ｇ-Place プレスリリース」） 
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②福島市の事例 

福島市では、令和５年９月１日より、「ふくしまタベスケ」としてサービスを開始している。ユーザー

登録すると、福島市内の協力店が出品する「消費・賞味期限が近い」「商品の入れ替えのための在

庫を整理したい」「見た目などで規格外になってしまった」「注文予約がキャンセルになった」等の

商品を通常価格よりも安く購入することができる。 

 

（出典：福島市 HP） 
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（出典：福島市 HP） 
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③仙台市の事例 

仙台市では、令和４年 10 月 13 日より、「ワケルくんもったいないマルシェ」としてサービスを開始

している。 
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（出典：仙台市 HP） 
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（出典：仙台市 HP） 
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令和５年３月に改訂された山形市一般廃棄物処理基本計画の「基本方針１ みんなでつくる循

環型の暮らし 個別方針１ 発生抑制・排出抑制 施策２ 事業系ごみの発生抑制・排出抑制の推

進」において、新たに「生産者・事業者等へ、新たな販路として、Ｅコマース（電子商取引）の活用

等に関する情報提供を行い、規格外等により廃棄される食品や品物の削減を推進します。」といっ

た施策が設けられている。 

事業系の食品ロスの主な原因である「製造過程で発生する規格外品」は上記施策で対応できる

が、「販売時の売れ残り」に対応する施策が設けられていない。 

市としても他の先進自治体の例を参考にして検証を加え、「販売時の売れ残り」にも対応した施

策の追加を検討されたい。【意見】 

 

 


